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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに交差するように配列された複数のゲート信号線及び複数のソース信号線、並びに
前記複数のゲート信号線、及び複数のソース信号線の交点に対応してそれぞれ設けられた
ＥＬ素子が形成された画素を有する表示画面と、前記画素ごとに形成され、前記ＥＬ素子
に電流を供給する駆動用トランジスタと、前記駆動用トランジスタから前記ＥＬ素子への
電流の供給を制御するドライバ回路と、プログラム電流を前記ソース信号線に出力するド
ライバと、画素行を選択するドライバを備えるＥＬ表示装置の駆動方法であって、
　前記ＥＬ表示装置は、前記画素ごとに、
　前記プログラム電流を前記ソース信号線から前記駆動用トランジスタに供給する電流経
路に形成された第１のスイッチ用トランジスタと、
　前記駆動用トランジスタから前記ＥＬ素子に供給する電流が流れる電流経路に形成され
た第２のスイッチ用トランジスタと、
　前記駆動用トランジスタのゲート端子とドレイン端子間に形成された第３のスイッチ用
トランジスタと、
　前記駆動用トランジスタのゲート端子とソース端子との間に設けられたコンデンサとを
更に具備し、
　前記第１のスイッチ用トランジスタのゲート端子には第１のゲート信号線が、前記第２
のスイッチ用トランジスタのゲート端子には第２のゲート信号線が、第３のスイッチ用ト
ランジスタのゲート端子には前記第１のゲート信号線がそれぞれ接続され、
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　前記第１のスイッチ用トランジスタおよび前記第３のスイッチ用トランジスタと、前記
第２のスイッチ用トランジスタとは、前記画素行を選択するドライバと前記駆動用トラン
ジスタから前記ＥＬ素子への電流の供給を制御するドライバ回路とにより独立してそれぞ
れオンオフ制御できるように構成されており、
　前記画素行を選択するドライバは、前記第１のスイッチ用トランジスタおよび前記第３
のスイッチ用トランジスタを制御して複数の画素行（Ｋ行、Ｋ＞１）を同時に選択し、
　前記プログラム電流を出力するドライバは、前記同時に選択されている画素に対して外
部から入力される画像信号が示す階調表示を実現するために予め定められた電流値のＮ倍
（Ｎ＞１）の電流を前記ソース信号線に流して前記コンデンサに電圧設定し、
　前記選択された画素のＥＬ素子には、１フレームあたりＫ／Ｎ時間の電流が流れること
を特徴とするＥＬ表示装置の駆動方法。
【請求項２】
　１フレーム期間において、前記Ｋ／Ｎ時間の電流により表示される表示領域が分割され
て表示される
　請求項１記載のＥＬ表示装置の駆動方法。
【請求項３】
　１フレーム期間において、外部から入力される画像信号が示す階調表示を実現するため
に予め定められた値のＮ倍（Ｎ＞１）の電流を、１フレーム期間の１／Ｍ（Ｍ＞１）の間
、前記ＥＬ素子に供給する、請求項１記載のＥＬ表示装置の駆動方法。
【請求項４】
　表示画像が動画の場合と静止画の場合とで、前記非表示領域および表示領域の数を変更
する、請求項１記載のＥＬ表示装置の駆動方法。
【請求項５】
　互いに交差するように配列された複数のゲート信号線及び複数のソース信号線、並びに
前記複数のゲート信号線、及び複数のソース信号線の交点に対応してそれぞれ設けられた
ＥＬ素子が形成された画素を有する表示画面と、前記画素ごとに形成され、前記ＥＬ素子
に電流を供給する駆動用トランジスタと、前記駆動用トランジスタから前記ＥＬ素子への
電流の供給を制御するドライバ回路と、プログラム電流を前記ソース信号線に出力するド
ライバと、画素行を選択するドライバを備えるＥＬ表示装置であって、
　前記ＥＬ表示装置は、前記画素ごとに、
　前記プログラム電流を前記ソース信号線から前記駆動用トランジスタに供給する電流経
路に形成された第１のスイッチ用トランジスタと、
　前記駆動用トランジスタから前記ＥＬ素子に供給する電流が流れる電流経路に形成され
た第２のスイッチ用トランジスタと、
　前記駆動用トランジスタのゲート端子とドレイン端子間に形成された第３のスイッチ用
トランジスタと、
　前記駆動用トランジスタのゲート端子とソース端子との間に設けられたコンデンサとを
更に具備し、
　前記第１のスイッチ用トランジスタのゲート端子には第１のゲート信号線が、前記第２
のスイッチ用トランジスタのゲート端子には第２のゲート信号線が、第３のスイッチ用ト
ランジスタのゲート端子には前記第１のゲート信号線がそれぞれ接続され、
　前記第１のスイッチ用トランジスタおよび前記第３のスイッチ用トランジスタと、前記
第２のスイッチ用トランジスタとは、前記画素行を選択するドライバと前記駆動用トラン
ジスタから前記ＥＬ素子への電流の供給を制御するドライバ回路とにより独立してそれぞ
れオンオフ制御できるように構成されており、
　前記画素行を選択するドライバは、前記第１のスイッチ用トランジスタおよび前記第３
のスイッチ用トランジスタを制御して複数の画素行（Ｋ行、Ｋ＞１）を同時に選択し、
　前記プログラム電流を出力するドライバは、前記同時に選択されている画素に対して外
部から入力される画像信号が示す階調表示を実現するために予め定められた電流値のＮ倍
（Ｎ＞１）の電流を前記ソース信号線に流して前記コンデンサに電圧設定し、
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　前記選択された画素のＥＬ素子には、１フレームあたりＫ／Ｎ時間の電流が流れること
を特徴とするＥＬ表示装置。
【請求項６】
　１フレーム期間において、前記Ｋ／Ｎ時間の電流により表示される表示領域が分割され
て表示される
　請求項５記載のＥＬ表示装置。
【請求項７】
　表示画像が動画の場合と静止画の場合とで、前記非表示領域および表示領域の数を変更
する、請求項５記載のＥＬ表示装置の駆動方法。
【請求項８】
　前記第１のゲート信号線には、前記画素行を選択するドライバによりオンオフ信号が、
前記第２のゲート信号線には、前記ドライバ回路によりオンオフ信号がそれぞれ供給され
、
　前記第１のスイッチ用トランジスタおよび前記第３のスイッチ用トランジスタと前記第
２のスイッチ用トランジスタとは独立してオンオフ制御されるように構成されている、請
求項５記載のＥＬ表示装置。
【請求項９】
　インターレース駆動を行うように構成されている、請求項５記載のＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　前記ドライバ回路は、１フレーム期間において、外部から入力される画像信号が示す階
調表示を実現するために予め定められた値のＮ倍（Ｎ＞１）の電流を、１フレーム期間の
１／Ｍ（Ｍ＞１）の間、前記ＥＬ素子に供給するように構成されている、請求項５記載の
ＥＬ表示装置。
【請求項１１】
　前記ドライバ回路は前記第２のゲート信号線を選択するものであり、
　前記ドライバ回路は、複数の前記第２のゲート信号線を同時に選択するように構成され
ている、請求項５記載のＥＬ表示装置。
【請求項１２】
　前記表示画面以外において、発光しないか、もしくは発光状態が視覚的に見えないよう
に構成されているダミー画素行が形成されている、請求項５記載のＥＬ表示装置。
【請求項１３】
　前記表示画面以外において、発光しないか、もしくは発光状態が視覚的に見えないよう
に構成されているダミー画素行が形成され、
　複数のゲート信号線が同時に選択され、
　同一の映像信号を前記複数のゲート信号線が選択した画素に供給するように構成されて
いる、請求項５記載のＥＬ表示装置。
【請求項１４】
　前記ＥＬ素子の１端子に逆バイアス電圧を印加する第４のスイッチ用トランジスタを更
に備えること、請求項５記載のＥＬ表示装置。
【請求項１５】
　前記ソース信号線の電荷を強制的に放出または充電するプリチャージまたはディスチャ
ージ回路を更に具備すること、を特徴とする請求項５記載のＥＬ表示装置。
【請求項１６】
　　前記ドライバ回路は、動画と静止画とで、表示画像の非表示領域または表示領域の分
割数を可変するように構成されている、請求項５記載のＥＬ表示装置。
【請求項１７】
　前記第３のスイッチ用トランジスタは、前記駆動用トランジスタのゲート端子とドレイ
ン端子間をオンオフするものである、請求項５記載のＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、有機または無機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子を用いたＥＬ表示装
置に関し、特に所望の電流をＥＬ素子に対して供給することができるＥＬ表示装置、その
駆動方法およびそのＥＬ表示装置を備えた電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
一般に、アクティブマトリクス型表示装置では、多数の画素をマトリクス状に並べ、与え
られた画像信号に応じて画素毎に光強度を制御することによって画像を表示する。たとえ
ば、電気光学物質として液晶を用いた場合は、各画素に書き込まれる電圧に応じて画素の
透過率が変化する。電気光学変換物質として有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）材料
を用いたアクティブマトリクス型の画像表示装置でも、基本的な動作は液晶を用いた場合
と同様である。
【０００３】
　液晶表示パネルでは、各画素はシャッタとして動作し、バックライトからの光を画素で
あるシャッタでオンオフさせることにより画像を表示する。有機ＥＬ表示パネルは各画素
に発光素子を有する自発光型の表示パネルである。このような自発光型の表示パネルは、
液晶表示パネルに比べて画像の視認性が高い、バックライトが不要、応答速度が速い等の
利点を有している。
【０００４】
　有機ＥＬ表示パネルは各発光素子（画素）の輝度を電流量によって制御する。このよう
に、発光素子が電流駆動型あるいは電流制御型であるという点で液晶表示パネルとは大き
く異なる。
【０００５】
　有機ＥＬ表示パネルにおいても、液晶表示パネルと同様に、単純マトリクス方式および
アクティブマトリクス方式の構成が可能である。前者は構造が単純であるものの大型かつ
高精細の表示パネルの実現が困難である。しかし、安価である。後者は大型、高精細表示
パネルを実現できる。しかし、制御方法が技術的に難しい、比較的高価であるという課題
がある。現在では、アクティブマトリクス方式の開発が盛んに行われている。アクティブ
マトリクス方式は、各画素に設けた発光素子に流れる電流を画素内部に設けた薄膜トラン
ジスタ（ＴＦＴ）によって制御する。
【０００６】
　このアクティブマトリクス方式の有機ＥＬ表示パネルは、例えば特開平８－２３４６８
３号公報に開示されている。この表示パネルの一画素分の等価回路を図６２に示す。画素
２１６は発光素子であるＥＬ素子２１５、第１のトランジスタ２１１ａ、第２のトランジ
スタ２１１ｂおよび蓄積容量２１９からなる。ここでＥＬ素子２１５は有機エレクトロル
ミネッセンス（ＥＬ）素子である。
【０００７】
　なお、本明細書では、ＥＬ素子に電流を供給（制御）するトランジスタを駆動用トラン
ジスタと呼ぶ。また、図６２におけるトランジスタ２１１ｂのように、スイッチとして動
作するトランジスタをスイッチ用トランジスタと呼ぶ。
【０００８】
　ＥＬ素子２１５は多くの場合、整流性があるため、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）と
呼ばれることがある。そのため、図６２ではＥＬ素子２１５をＯＬＥＤとしてダイオード
の記号を用いている。
【０００９】
　図６２の例では、Ｐチャンネル型のトランジスタ２１１ａのソース端子（Ｓ）をＶｄｄ
（電源電位）とし、ＥＬ素子２１５のカソード（陰極）は接地電位（Ｖｋ）に接続される
。一方、アノード（陽極）はトランジスタ２１１ｂのドレイン端子（Ｄ）に接続されてい
る。一方、Ｐチャンネル型のトランジスタ２１１ｂのゲート端子はゲート信号線２１７ａ
に接続され、ソース端子はソース信号線２１８に接続され、ドレイン端子は蓄積容量２１
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９およびトランジスタ２１１ａのゲート端子（Ｇ）に接続されている。
【００１０】
　画素２１６を動作させるために、まず、ゲート信号線２１７ａを選択状態とし、ソース
信号線２１８に輝度情報を表す画像信号を印加する。すると、トランジスタ２１１ｂが導
通し、蓄積容量２１９が充電又は放電され、トランジスタ２１１aのゲート電位は画像信
号の電位に一致する。ゲート信号線２１７ａを非選択状態とすると、トランジスタ２１１
ａがオフになり、トランジスタ２１１aは電気的にソース信号線２１８から切り離される
。しかし、トランジスタ２１１ａのゲート電位は蓄積容量２１９によって安定に保持され
る。トランジスタ２１１ａを介してＥＬ素子２１５に流れる電流は、トランジスタ１１ａ
のゲート／ソース端子間電圧Ｖｇｓに応じた値となり、ＥＬ素子２１５はトランジスタ２
１１ａを通って供給される電流量に応じた輝度で発光し続ける。
【００１１】
　以上のように、図６２に示した従来例は、１画素が、１つの選択トランジスタ（スイッ
チング素子）と、１つの駆動用トランジスタとで構成されたものである。その他の従来例
は、例えば特願平１１－３２７６３７号公報に開示されている。この公報には、画素がカ
レントミラー回路で構成された実施例が示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、有機ＥＬ表示パネルは、通常、低温ポリシリコントランジスタアレイを用い
てパネルを構成している。しかし、有機ＥＬ素子は、電流に基づいて発光するため、トラ
ンジスタの特性にバラツキがあると、表示ムラが発生するという問題があった。
【００１３】
　また、ソース信号線１８には寄生容量が存在するが、従来のＥＬ表示パネルではこの寄
生容量を十分に充放電することができなかった。そのため、画素１６に所望の電流を供給
することができない場合が生じるという問題があった。
【００１４】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ソース信号線に存
在する寄生容量を十分に充放電することにより、良好な画像表示を実現することができる
ＥＬ表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　これらの目的を達成するために、本発明に係るＥＬ表示装置の駆動方法は、互いに交差
するように配列された複数のゲート信号線及び複数のソース信号線、並びに前記複数のゲ
ート信号線、及び複数のソース信号線の交点に対応してそれぞれ設けられたＥＬ素子が形
成された画素を有する表示画面と、前記画素ごとに形成され、前記ＥＬ素子に電流を供給
する駆動用トランジスタと、前記駆動用トランジスタから前記ＥＬ素子への電流の供給を
制御するドライバ回路とを備えるＥＬ表示装置の駆動方法であって、前記ＥＬ素子への電
流の供給を制御することによって、前記表示画面に帯状の非表示領域および表示領域を発
生させ、その非表示領域および表示領域を前記表示画面の上下方向に移動させる。
【００１６】
　上記発明に係るＥＬ表示装置の駆動方法において、１フレーム期間において、外部から
入力される画像信号が示す階調表示を実現するために予め定められた値のＮ倍（Ｎ＞１）
の電流を、１フレーム期間の１／Ｍ（Ｍ＞１）の間、前記ＥＬ素子に供給するようにして
もよい。
【００１７】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置の駆動方法において、表示画像が動画の場合と静止
画の場合とで、前記非表示領域および表示領域の数を変更するようにしてもよい。
【００１８】
　本発明に係るＥＬ表示装置は、互いに交差するように配列された複数のゲート信号線及
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び複数のソース信号線、並びに前記複数のゲート信号線、及び複数のソース信号線の交点
に対応してそれぞれ設けられたＥＬ素子が形成された画素を有する表示画面と、前記画素
ごとに形成され、前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタと、前記駆動用トラ
ンジスタから前記ＥＬ素子への電流の供給を制御するドライバ回路とを備え、前記ドライ
バ回路は、前記表示画面に帯状の非表示領域および表示領域を発生させ、且つ、当該非表
示領域および表示領域を上下方向に移動させるように、前記ＥＬ素子への電流の供給を制
御する。
【００１９】
　上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記ドライバ回路は、ゲートドライバ回路であ
り、前記ゲートドライバ回路は、１フレーム期間に、前記表示画面に複数の帯状の非表示
領域および表示領域を発生させるように、前記ＥＬ素子への電流の供給を制御する用に構
成されていてもよい。
【００２０】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記画素ごとに形成され、前記駆動用ト
ランジスタから前記ソース信号線へ供給された映像信号を前記駆動用トランジスタに供給
する第１のスイッチ用トランジスタと、前記画素ごとに形成され、前記駆動用トランジス
タが前記ＥＬ素子に供給する前記電流が流れる、電流経路に形成された第２のスイッチ用
トランジスタと、前記ドライバ回路は、第１のゲートドライバ回路および第２のゲートド
ライバ回路から構成され、前記第１のスイッチ用トランジスタのゲート端子には第１のゲ
ート信号線が、前記第２のスイッチ用トランジスタのゲート端子には第２のゲート信号線
がそれぞれ接続され、前記第１のゲート信号線には、前記第１のゲートドライバ回路によ
りオンオフ信号が、前記第２のゲート信号線には、前記第２のゲートドライバ回路により
オンオフ信号がそれぞれ供給され、前記第１のスイッチ用トランジスタと前記第２のスイ
ッチ用トランジスタとは独立してオンオフ制御されるように構成されていてもよい。
【００２１】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、インターレース駆動を行うように構成さ
れていてもよい。
【００２２】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記ドライバ回路は、１フレーム期間に
おいて、外部から入力される画像信号が示す階調表示を実現するために予め定められた値
のＮ倍（Ｎ＞１）の電流を、１フレーム期間の１／Ｍ（Ｍ＞１）の間、前記ＥＬ素子に供
給するように構成されていてもよい。
【００２３】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記画素ごとに形成され、前記駆動用ト
ランジスタに前記ソース信号線に供給された映像信号を供給する第１のスイッチ用トラン
ジスタと、画素行ごとに形成され、前記第１のスイッチ用トランジスタのゲート端子に接
続される第１のゲート信号線と、前記第１のゲート信号線を選択する第１のゲートドライ
バ回路とを更に具備し、前記第１のゲートドライバ回路は、複数の前記第１のゲート信号
線を同時に選択し、しかも選択する複数の第１のゲート信号線を順次変えるように構成さ
れていてもよい。
【００２４】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記画素ごとに形成され、前記駆動用ト
ランジスタが前記ＥＬ素子に供給する電流が流れる電流経路に配設された第２のスイッチ
用トランジスタと、画素行ごとに形成され、前記第２のスイッチ用トランジスタのゲート
端子に接続される第２のゲート信号線と、前記第２のゲート信号線を選択する第２のゲー
トドライバ回路とを更に具備し、前記第２のゲートドライバ回路は、複数の前記第２のゲ
ート信号線を同時に選択するように構成されていてもよい。
【００２５】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記表示画面以外において、発光しない
か、もしくは発光状態が視覚的に見えないように構成されているダミー画素行が形成され
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ていてもよい。
【００２６】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記表示画面以外において、発光しない
か、もしくは発光状態が視覚的に見えないように構成されているダミー画素行が形成され
、複数のゲート信号線が同時に選択され、同一の映像信号を前記複数のゲート信号線が選
択した画素に供給するように構成されていてもよい。
【００２７】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記ＥＬ素子の１端子に逆バイアス電圧
を印加する第４のスイッチ用トランジスタを更に備えていてもよい。
【００２８】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記ソース信号線の電荷を強制的に放出
または充電するプリチャージまたはディスチャージ回路を更に具備するようにしてもよい
。
【００２９】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記ドライバ回路は、ゲートドライバ回
路であり、ゲートドライバ回路は、動画と静止画とで、表示画像の非表示領域または表示
領域の分割数を可変するように構成されていてもよい。
【００３０】
　また、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記画素ごとに形成され、前記駆動用ト
ランジスタから前記ソース信号線へ供給された映像信号を供給する第１のスイッチ用トラ
ンジスタと、前記画素において、前記駆動用トランジスタが前記ＥＬ素子に供給する前記
電流が流れる、電流経路に形成された第２のスイッチ用トランジスタと、前記駆動用トラ
ンジスタのゲート端子とドレイン端子間をオンオフする第３のスイッチ用トランジスタと
を、更に具備し、前記第１のスイッチ用トランジスタのゲート端子には第１のゲート信号
線が、前記第２のスイッチ用トランジスタのゲート端子には第２のゲート信号線が、第３
のスイッチ用トランジスタのゲート端子には第３のゲート信号線がそれぞれ接続され、　
前記第１のスイッチ用トランジスタと前記第２のスイッチ用トランジスタとは独立してオ
ンオフ制御できるように構成されていてもよい。
【００３１】
　さらに、上記発明に係るＥＬ表示装置において、前記ドライバ回路は、外部から入力さ
れる画像信号が示す階調表示を実現するために予め定められた値よりも大きい電流を、１
フレームの１／Ｎ（Ｎ＞１）の間、前記ＥＬ素子に供給するように構成されていてもよい
。
【００４１】
　本発明の上記目的、他の目的、特徴、及び利点は、添付図面参照の下、以下の好適な実
施態様の詳細な説明から明らかにされる。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明のＥＬ表示装置は、ソース信号線に存在する寄生容量を十分に充放電することに
より、良好な画像表示を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
  以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００４４】
　本明細書において各図面は理解を容易にまたは／および作図を容易にするため、省略ま
たは／および拡大縮小した箇所がある。たとえば、図１１に図示する表示パネルの断面図
では封止膜１１１などを十分厚く図示している。一方、図１０において、封止フタ８５は
薄く図示している。また、省略した箇所もある。たとえば、本発明の表示パネルなどでは
、反射防止のために円偏光板などの位相フィルムが必要である。しかし、本明細書の各図
面では省略している。以上のことは以下の図面に対しても同様である。また、同一番号ま
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たは、記号等を付した箇所は同一もしくは類似の形態、材料、機能または動作を示してい
る。
【００４５】
　なお、各図面等で説明した内容は特に断りがなくとも、他の実施例等と組み合わせるこ
とができる。たとえば、図８の表示パネルにタッチパネルなどを付加し、図１９、図５９
から図６１に図示する情報表示装置とすることができる。また、拡大レンズ５８２を取り
付け、ビデオカメラ（図５９など参照のこと）などに用いるビューファインダ（図５８を
参照のこと）を構成することもできる。また、図４、図１５、図１８、図２１、図２３な
どで説明した本発明の駆動方法は、いずれの本発明の表示装置または表示パネルに適用す
ることができる。
【００４６】
　なお、本明細書では、駆動用トランジスタ１１、スイッチング用トランジスタ１１は薄
膜トランジスタとして説明するが、これに限定するものではない。薄膜ダイオード（ＴＦ
Ｄ）、リングダイオードなどでも構成することができる。また、薄膜素子に限定するもの
ではなく、シリコンウエハに形成したものでもよい。もちろん、ＦＥＴ、ＭＯＳ－ＦＥＴ
、ＭＯＳトランジスタ、バイポーラトランジスタでもよい。これらも基本的に薄膜トラン
ジスタである。その他、バリスタ、サイリスタ、リングダイオード、ホトダイオード、ホ
トトランジスタ、ＰＬＺＴ素子などでもよいことは言うまでもない。つまり、スイッチ素
子１１、駆動用素子１１はこれらのいずれで構成されていてもよい。
【００４７】
　有機ＥＬ表示パネルは、図１０に示すように、画素電極としての透明電極１０５が形成
されたガラス板７１（アレイ基板）上に、電子輸送層、発光層、正孔輸送層などからなる
少なくとも１層の有機機能層（ＥＬ層）１５（１５Ｒ、１５Ｇ、１５Ｂ）、及び金属電極
（反射膜）（カソード）１０６が積層されたものである。透明電極（画素電極）１０５で
ある陽極（アノード）にプラス、金属電極（反射電極）１０６の陰極（カソード）にマイ
ナスの電圧をそれぞれ加え、すなわち、透明電極１０５及び金属電極１０６間に直流を印
加することにより、有機機能層（ＥＬ層）１５が発光する。
【００４８】
　アノードあるいはカソードへ電流を供給する配線（図８のカソード配線８６、アノード
配線８７）には大きな電流が流れる。たとえば、ＥＬ表示装置の画面サイズが４０インチ
になると１００（Ａ）程度の電流が流れる。したがって、これらの配線の抵抗値は十分低
く作製する必要がある。この課題に対して、本発明では、まず、アノードなどの配線（Ｅ
Ｌ素子に発光電流を供給する配線）を薄膜で形成する。そして、この薄膜配線に電解めっ
き技術あるいは無電解めっき技術で配線の厚みを厚く形成している。
【００４９】
　めっき金属としては、クロム、ニッケル、金、銅、アルミあるいはこれらの合金、アマ
ンガムもしくは積層構造などが例示される。また、必要に応じて、配線そのもの、あるい
は配線に銅薄からなる金属配線を付加している。また、配線の上に銅ペーストなどをスク
リーン印刷し、ペーストなどを積層させることにより配線の厚みを厚くし、配線抵抗を低
下させる。また、ボンディング技術で配線を重複して形成することにより配線を補強して
もよい。また、必要に応じて、配線に積層してグランドパターンを形成し、配線との間に
コンデンサ（容量）を形成してもよい。
【００５０】
　また、アノードあるいはカソード配線に大きな電流を供給するため、電流供給手段から
高電圧で小電流の電力配線で、前記アノード配線などの近傍まで配線し、ＤＣＤＣコンバ
ータなどを用いて低電圧、高電流に電力変換して供給している。つまり、電源から高電圧
、小電流配線で電力消費対象まで配線し、電力消費対象の近傍で大電流、低電圧に変換す
る。このようなものとして、ＤＣＤＣコンバータ、トランスなどが例示される。
【００５１】
　金属電極１０６には、リチウム、銀、アルミニウム、マグネシウム、インジウム、銅ま
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たは各々の合金等の仕事関数が小さなものを用いることが好ましい。特に、例えばＡｌ－
Ｌｉ合金を用いることが好ましい。また、透明電極１０５には、ＩＴＯ等の仕事関数の大
きな導電性材料または金等を用いることができる。なお、金を電極材料として用いた場合
、電極は半透明の状態となる。なお、ＩＴＯはＩＺＯなどの他の材料でもよい。この事項
は他の画素電極１０５に対しても同様である。
【００５２】
　なお、画素電極１０５などに薄膜を蒸着する際は、アルゴン雰囲気中で有機ＥＬ膜１５
を成膜するとよい。また、画素電極１０５としてのＩＴＯ上にカーボン膜を２０以上５０
ｎｍ以下で成膜することにより、界面の安定性が向上し、発光輝度および発光効率も良好
なものとなる。また、ＥＬ膜１５は蒸着で形成することに限定するものではなく、インク
ジェットで形成してもよいことは言うまでもない
　なお、封止フタ８５とアレイ基板７１との空間には乾燥剤１０７を配置する。これは、
有機ＥＬ膜１５は湿度に弱いためである。乾燥剤１０７によりシール剤を浸透する水分を
吸収し有機ＥＬ膜１５の劣化を防止する。
【００５３】
　図１０はガラスのフタ８５を用いて封止する構成であるが、図１１のようにフィルム（
薄膜でもよい。つまり、薄膜封止膜である）１１１を用いた封止であってもよい。たとえ
ば、封止フィルム（薄膜封止膜）１１１としては電解コンデンサのフィルムにＤＬＣ（ダ
イヤモンドライクカーボン）を蒸着したものを用いることが例示される。このフィルムは
水分浸透性が極めて悪い（防湿性能が高い）。そのため、このフィルムを封止膜１１１と
して用いる。また、ＤＬＣ膜などを電極１０６の表面に直接蒸着する構成でもよいことは
言うまでもない。その他、樹脂薄膜と金属薄膜を多層に積層して、薄膜封止膜を構成して
もよい。
【００５４】
　薄膜の膜厚はｎ・ｄ（ｎは薄膜の屈折率、複数の薄膜が積層されている場合はそれらの
屈折率を総合（各薄膜のｎ・ｄを計算）して計算する。ｄは薄膜の膜厚、複数の薄膜が積
層されている場合はそれらの屈折率を総合して計算する）が、ＥＬ素子１５の発光主波長
λ以下となるようにするとよい。この条件を満足させることにより、ＥＬ素子１５からの
光取り出し効率が、ガラス基板で封止した場合に比較して２倍以上になる。また、アルミ
ニウムと銀との合金あるいは混合物あるいは積層物を形成してもよい。
【００５５】
　以上のようにフタ８５を用いず、封止膜１１１で封止する構成を薄膜封止と呼ぶ。基板
７１側から光を取り出す「下取り出し（図１０を参照、光取り出し方向は図１０の矢印方
向である）」の場合の薄膜封止は、ＥＬ膜を形成後、ＥＬ膜上にカソードとなるアルミ電
極を形成する。次にこのアルミ膜上に緩衝層としての樹脂層を形成する。緩衝層としては
、アクリル、エポキシなどの有機材料が例示される。また、膜厚は１μｍ以上１０μｍ以
下の厚みが適する。さらに好ましくは、膜厚は２μｍ以上６μｍ以下の厚みが適する。こ
の緩衝膜上の封止膜７４を形成する。緩衝膜がないと、応力によりＥＬ膜の構造が崩れ、
筋状に欠陥が発生する。封止膜１１１は前述したように、ＤＬＣ（ダイヤモンドライクカ
ーボン）、あるいは電界コンデンサの層構造（誘電体薄膜とアルミ薄膜とを交互に多層蒸
着した構造）が例示される。
【００５６】
　ＥＬ層１５側から光を取り出す「上取り出し（図１１を参照、光取り出し方向は図１１
の矢印方向である）」の場合の薄膜封止は、ＥＬ膜１５を形成後、ＥＬ膜１５上にカソー
ド（アノード）となるＡｇ－Ｍｇ膜を２０オングストローム以上３００オングストローム
以下の膜厚で形成する。その上に、ＩＴＯなどの透明電極を形成して低抵抗化する。次に
この電極膜上に緩衝層としての樹脂層を形成する。この緩衝膜上に封止膜１１１を形成す
る。
【００５７】
　有機ＥＬ層１５から発生した光の半分は、反射膜１０６で反射され、アレイ基板７１を



(10) JP 4452075 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

透過して出射される。しかし、反射膜１０６に外光が反射することにより写り込みが発生
して表示コントラストが低下する。この対策のために、アレイ基板７１にλ／４板１０８
および偏光板（偏光フィルム）１０９を配置している。これらは一般的に円偏光板（円偏
光シート）と呼ばれる。
【００５８】
　なお、画素が反射電極の場合はＥＬ層１５から発生した光は上方向に出射される。した
がって、位相板１０８および偏光板１０９は光出射側に配置することはいうまでもない。
なお、反射型画素は、画素電極１０５を、アルミニウム、クロム、銀などで構成して得ら
れる。また、画素電極１０５の表面に、凸部（もしくは凹凸部）を設けることで有機ＥＬ
層１５との界面が広くなり発光面積が大きくなり、また、発光効率が向上する。なお、カ
ソード１０６（アノード１０５）となる反射膜を透明電極に形成する、あるいは反射率を
３０％以下に低減できる場合は、円偏光板は不要である。写り込みが大幅に減少するから
である。また、光の干渉も低減することになるため望ましい。
【００５９】
　トランジスタ１１はＬＤＤ（ロードーピングドレイン）構造を採用することが好ましい
。また、本明細書ではＥＬ素子として有機ＥＬ素子（ＯＥＬ、ＰＥＬ、ＰＬＥＤ、ＯＬＥ
Ｄなど多種多様な略称で記述される）１５を例にあげて説明するがこれに限定するもので
はなく、無機ＥＬ素子にも適用されることは言うまでもない。　
【００６０】
　まず、有機ＥＬ表示パネルに用いられるアクティブマトリックス方式は、
　（１）特定の画素を選択し、必要な表示情報を与えられること
　（２）１フレーム期間を通じてＥＬ素子に電流を流すことができること、という２つの
条件を満足させなければならない。
【００６１】
　この２つの条件を満足させるため、図６２に図示する従来の有機ＥＬの画素構成では、
第１のトランジスタ２１１ｂは画素を選択するためのスイッチング用トランジスタ、第２
のトランジスタ２１１ａはＥＬ素子（ＥＬ膜）２１５に電流を供給するための駆動用トラ
ンジスタとする。
【００６２】
　この構成を用いて階調を表示させる場合、駆動用トランジスタ２１１ａのゲート電圧と
して階調に応じた電圧を印加する必要がある。したがって、駆動用トランジスタ２１１ａ
のオン電流のばらつきがそのまま表示に現れる。
【００６３】
　トランジスタのオン電流は単結晶で形成されたトランジスタであれば、きわめて均一で
あるが、安価なガラス基板に形成することのできる形成温度が４５０度以下の低温ポリシ
リコン技術で形成した低温多結晶トランジスタでは、そのしきい値に±０．２Ｖ～０．５
Ｖの範囲でばらつきがある。そのため、駆動用トランジスタ２１１ａを流れるオン電流が
これに対応してばらつき、表示にムラが発生する。これらのムラは、しきい値電圧のばら
つきのみならず、トランジスタの移動度、ゲート絶縁膜の厚みなどでも発生する。また、
トランジスタ２１１の劣化によっても特性は変化する。
【００６４】
　この現象は、低温ポリシリコン技術に限定されるものではなく、プロセス温度が４５０
度（摂氏）以上の高温ポリシリコン技術でも、固相（ＣＧＳ）成長させた半導体膜を用い
てトランジスタなどを形成したものでも発生する。その他、有機トランジスタでも発生す
る。アモルファスシリコントランジスタでも発生する。したがって、以下に説明する本発
明は、これらの技術に対応し、対策することができる構成あるいは方式である。なお、本
明細書では低温ポリシリコン技術で形成したトランジスタを主として説明する。
【００６５】
　図６２のように、電圧を書き込むことにより、階調を表示させる方法では、均一な表示
を得るために、デバイスの特性を厳密に制御する必要がある。しかし、現状の低温多結晶
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ポリシリコントランジスタなどではこのバラツキを所定範囲以内に抑えるという要求を満
足できない。
【００６６】
　本発明のＥＬ表示装置の画素構造は、具体的には図１に示すように、単位画素が４つの
トランジスタ１１ならびにＥＬ素子により形成される。画素電極はソース信号線と重なる
ように構成する。つまり、ソース信号線１８上に絶縁膜あるいはアクリル材料からなる平
坦化膜を形成して絶縁し、この絶縁膜上に画素電極１０５を形成する。このようにソース
信号線１８上の少なくとも１部に画素電極を重ねる構成をハイアパーチャ（ＨＡ）構造と
呼ぶ。不要な干渉光などが低減し、良好な発光状態が期待できる。
【００６７】
　ゲート信号線（第１の走査線）１７ａに対してゲート信号を出力してアクティブ（ＯＮ
電圧を印加）とすることによりＥＬ素子１５の駆動用のトランジスタ１１ａおよびスイッ
チ用トランジスタ１１ｃを通して、前記ＥＬ素子１５に流すべき電流値をソースドライバ
１４から流す。また、トランジスタ１１ａのゲートとドレイン間を短絡するように、ゲー
ト信号線１７ａを非アクティブ（ＯＦＦ電圧を印加）とすることによりトランジスタ１１
ｂを開くと共に、トランジスタ１１ａのゲートとソース間に接続されたコンデンサ（キャ
パシタ、蓄積容量、付加容量）１９にトランジスタ１１ａのゲート電圧（あるいはドレイ
ン電圧）を記憶する（図３（ａ）を参照のこと）。
【００６８】
　なお、トランジスタ１１ａのソース（Ｓ）－ゲート（Ｇ）間容量（コンデンサ）１９は
０．２ｐＦ以上の容量とすることが好ましい。他の構成として、別途、コンデンサ１９を
形成する構成も例示される。つまり、コンデンサ電極レイヤーとゲート絶縁膜およびゲー
トメタルとから蓄積容量を形成する構成である。トランジスタ１１ｃのリークによる輝度
低下を防止する観点、表示動作を安定化させるための観点からはこのように別途コンデン
サを構成するほうが好ましい。
【００６９】
　また、コンデンサ（蓄積容量）１９の大きさは、０．２ｐＦ以上２ｐＦ以下とすること
が好ましく、中でもコンデンサ（蓄積容量）１９の大きさは、０．４ｐＦ以上１．２ｐＦ
以下とすることが好ましい。画素サイズを考慮してコンデンサ１９の容量を決定する。１
画素に必要な容量をＣｓ（ｐＦ）とし、１画素が占める面積（開口率ではない）をＳｐ（
平方μｍ）とすれば、５００／Ｓｐ　≦　Ｃｓ　≦　２００００／Ｓとし、さらに好まし
くは、１０００／Ｓｐ　≦　Ｃｓ　≦　１００００／Ｓｐとなるようにする。なお、トラ
ンジスタのゲート容量は小さいので、ここでいうＱとは、蓄積容量（コンデンサ）１９単
独の容量である。
【００７０】
　コンデンサ１９は隣接する画素間の非表示領域におおむね形成することが好ましい。一
般的に、フルカラー有機ＥＬ素子１５を作成する場合、有機ＥＬ層１５をメタルマスクに
よるマスク蒸着で形成するためマスク位置ずれによるＥＬ層の形成位置が発生する。位置
ずれが発生すると各色の有機ＥＬ層１５（１５Ｒ、１５Ｇ、１５Ｂ）が重なる危険性があ
る。そのため、各色の隣接する画素間の非表示領域は１０μ以上離れなければならない。
この部分は発光に寄与しない部分となる。したがって、蓄積容量１９をこの領域に形成す
ることは開口率向上のために有効な手段となる。
【００７１】
　次に、ゲート信号線１７ａを非アクティブ（ＯＦＦ電圧を印加）、ゲート信号線１７ｂ
をアクティブとして、電流の流れる経路を前記第１のトランジスタ１１ａおよびＥＬ素子
１５に接続されたトランジスタ１１ｄならびにＥＬ素子１５を含む経路に切り替えて、上
述したようにして記憶した電流を前記ＥＬ素子１５に流すように動作する（図３（ｂ）を
参照のこと）。
【００７２】
　この回路は１画素内に４つのトランジスタ１１を有しており、トランジスタ１１ａのゲ
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ートはトランジスタ１１ｂのソースに接続されている。また、トランジスタ１１ｂおよび
トランジスタ１１ｃのゲートはゲート信号線１７ａに接続されている。トランジスタ１１
ｂのドレインはトランジスタ１１ｃのドレインならびにトランジスタ１１ｄのソースに接
続され、トランジスタ１１ｃのソースはソース信号線１８に接続されている。トランジス
タ１１ｄのゲートはゲート信号線１７ｂに接続され、トランジスタ１１ｄのドレインはＥ
Ｌ素子１５のアノード電極に接続されている。
【００７３】
　なお、図１ではすべてのトランジスタがＰチャンネルで構成されている。Ｐチャンネル
はＮチャンネルのトランジスタに比較して多少モビリティが低いが、耐圧が大きくまた劣
化も発生しにくいので好ましい。しかし、本発明はＥＬ素子構成をＰチャンネルで構成す
ることのみに限定するものではない。Ｎチャンネルのみで構成してもよい。また、Ｎチャ
ンネルとＰチャンネルの両方を用いて構成してもよい。
【００７４】
　また、図１においてトランジスタ１１ｃ、１１ｂは同一の極性で構成し、かつＮチャン
ネルで構成し、トランジスタ１１ａ、１１ｄはＰチャンネルで構成することが好ましい。
一般的にＰチャンネルトランジスタはＮチャンネルトランジスタに比較して、信頼性が高
い、キンク電流が少ないなどの特長があり、電流を制御することによって目的とする発光
強度を得るＥＬ素子１５に対しては、トランジスタ１１ａをＰチャンネルにする効果が大
きい。
【００７５】
　最適には画素を構成するトランジスタ１１をすべてＰチャンネルで形成し、内蔵ゲート
ドライバ１２もＰチャンネルで形成することが好ましい。このようにアレイをＰチャンネ
ルのみのトランジスタで形成することにより、マスク枚数が５枚となり、低コスト化、高
歩留まり化を実現できる。
【００７６】
　以下、さらに本発明の理解を容易にするために、本発明のＥＬ素子構成について図３を
用いて説明する。本発明のＥＬ素子構成は２つのタイミングにより制御される。第１のタ
イミングは必要な電流値を記憶させるタイミングである。このタイミングでトランジスタ
１１ｂおよびトランジスタ１１ｃをＯＮにすることにより、等価回路として図３（ａ）と
なる。ここで、信号線より所定の電流Ｉｗが書き込まれる。これによりトランジスタ１１
ａはゲートとドレインとが接続された状態となり、このトランジスタ１１ａとトランジス
タ１１ｃを通じて電流Ｉｗが流れる。従って、トランジスタ１１ａのゲート－ソース間の
電圧は電流Ｉｗが流れるような電圧となる。
【００７７】
　第２のタイミングはトランジスタ１１ｂとトランジスタ１１ｃが閉じ、トランジスタ１
１ｄが開くタイミングであり、そのときの等価回路は図３（ｂ）となる。トランジスタ１
１ａのソース－ゲート間の電圧は保持されたままとなる。この場合、トランジスタ１１ａ
は常に飽和領域で動作するため、Ｉｗの電流は一定となる。
【００７８】
　このように動作させると、図５に示すようになる。図５（ａ）の５１ａは表示画面５０
における、ある時刻での電流プログラムされている画素（行）（書き込み画素（行））を
示している。この画素（行）５１ａは、図５（ｂ）に図示するように非点灯（非表示画素
（行））とする。他の、画素（行）は表示画素（行）５３とする（表示画素（行）５３の
ＥＬ素子１５には電流が流れ、ＥＬ素子１５が発光している）。
【００７９】
　図１の画素構成の場合、図３（ａ）に示すように、電流プログラム時は、プログラム電
流Ｉｗがソース信号線１８に流れる。この電流Ｉｗがトランジスタ１１ａを流れ、電流Ｉ
ｗを流す電圧が保持されるように、コンデンサ１９に電圧設定（プログラム）される。こ
のとき、トランジスタ１１ｄはオープン状態（オフ状態）である。
【００８０】
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　次に、ＥＬ素子１５に電流を流す期間は図３（ｂ）のように、トランジスタ１１ｃ、１
１ｂがオフし、トランジスタ１１ｄがオンする。つまり、ゲート信号線１７ａにオフ電圧
（Ｖｇｈ）が印加され、トランジスタ１１ｂ、１１ｃがオフする。一方、ゲート信号線１
７ｄにオン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、トランジスタ１１ｄがオンする。
【００８１】
　このタイミングチャートを図４に示す。なお、図４などにおいて、括弧内の添え字（た
とえば、（１）など）は画素行の行番号を示している。つまり、ゲート信号線１７ａ（１
）とは、画素行（１）のゲート信号線１７ａを示している。また、図４の上段の＊Ｈ（「
＊」には任意の記号、数値が当てはまり、水平走査線の番号を示す）とは、水平走査期間
を示している。つまり、１Ｈとは第１番目の水平走査期間である。なお、以上の事項は、
説明を容易にするためであって、１Ｈの番号、１Ｈ周期、画素行の行番号の順番などを限
定するものではない。
【００８２】
　図４でわかるように、各選択された画素行（選択期間は、１Ｈとしている）において、
ゲート信号線１７ａにオン電圧が印加されている時には、ゲート信号線１７ｂにはオフ電
圧が印加されている。この期間は、ＥＬ素子１５には電流が流れていない（非点灯状態）
。一方、選択されていない画素行において、ゲート信号線１７ａにオフ電圧が印加され、
ゲート信号線１７ｂにはオン電圧が印加されている。この期間は、ＥＬ素子１５に電流が
流れている（点灯状態）。
【００８３】
　なお、トランジスタ１１ｂのゲートとトランジスタ１１ｃのゲートとは同一のゲート信
号線１７ａに接続している。しかし、トランジスタ１１ｂのゲートとトランジスタ１１ｃ
のゲートとを異なるゲート信号線（図３２におけるゲート信号線１７ａ、１７ｃ）にそれ
ぞれ接続してもよい。この場合、１画素のゲート信号線は３本となる（図１の構成は２本
である）。トランジスタ１１ｂのゲートのＯＮ／ＯＦＦタイミングとトランジスタ１１ｃ
のゲートのＯＮ／ＯＦＦタイミングを個別に制御することにより、トランジスタ１１ａの
ばらつきによるＥＬ素子１５の電流値バラツキをさらに低減することができる。
【００８４】
　ゲート信号線１７ａとゲート信号線１７ｂとを共通にし、トランジスタ１１ｃと１１ｄ
とを異なった導電型（ＮチャンネルとＰチャンネル）とすると、駆動回路の簡略化を図る
ことができ、画素の開口率を向上させることが出来る。
【００８５】
　このように構成すれば本発明の動作タイミングとしては信号線からの書きこみ経路がオ
フになる。すなわち所定の電流が記憶される際に、電流の流れる経路に分岐があると正確
な電流値がトランジスタ１１ａのソース（Ｓ）－ゲート（Ｇ）間の容量（コンデンサ）に
記憶されない。トランジスタ１１ｃとトランジスタ１１ｄとを異なった導電型にした場合
、お互いの閾値を制御することによって走査線が切り替わるタイミングで必ずトランジス
タ１１ｃがオフした後に、トランジスタ１１ｄがオンするといった動作が可能になる。
【００８６】
　ただし、この場合お互いの閾値を正確に制御する必要があるのでプロセスには十分な注
意を払う必要がある。なお、以上述べた回路は最低４つのトランジスタで実現可能である
が、より正確なタイミング制御を実現するために、または後述するようにミラー効果低減
のために、トランジスタ１１ｅを図２に示すようにカスケード接続する構成としてトラン
ジスタの総数が４以上になっても動作原理は同じである。このようにトランジスタ１１ｅ
を加えた構成とすることにより、トランジスタ１１ｃを介してプログラムした電流をより
精度よくＥＬ素子１５に流すことができるようになる。
【００８７】
　トランジスタ１１ａの特性のバラツキはトランジスタサイズに相関がある。特性バラツ
キを小さくするため、第１のトランジスタ１１ａのチャンネル長が５μｍ以上１００μｍ
以下とすることが好ましい。さらに好ましくは、第１のトランジスタ１１ａのチャンネル
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長が１０μｍ以上５０μｍ以下とすることが好ましい。これは、チャンネル長Ｌを長くし
た場合、チャンネルに含まれる粒界が増えることによって電界が緩和されキンク効果が低
く抑えられるためであると考えられる。
【００８８】
　また、画素を構成するトランジスタ１１が、レーザー再結晶化方法（レーザーアニール
）により形成されたポリシリコントランジスタで形成され、すべてのトランジスタにおけ
るチャンネルの方向がレーザーの照射方向に対して同一の方向であることが好ましい。ま
た、レーザーは同一箇所を２回以上スキャンして半導体膜を形成することが好ましい。
【００８９】
　本発明の目的は、トランジスタ特性のばらつきが表示に影響を与えない回路構成を提案
するものであり、そのために４以上のトランジスタが必要となる。これらのトランジスタ
の特性により回路定数を決定する場合、４つのトランジスタの特性がそろわなければ、適
切な回路定数を求めることが困難である。レーザー照射の長軸方向に対して、チャンネル
方向が水平の場合と垂直の場合とでは、トランジスタ特性の閾値と移動度が異なって形成
される。なお、どちらの場合もばらつきの程度は同じである。水平方向と、垂直方向とで
は移動度、閾値の平均値が異なる。したがって、画素を構成するすべてのトランジスタの
チャンネル方向は同一であるほうが望ましい。
【００９０】
　また、蓄積容量１９の容量値をＣｓ（ｐＦ）、第２のトランジスタ１１ｂのオフ電流値
をＩｏｆｆ（ｐＡ）とした場合、次式を満足させることが好ましい。
【００９１】
　３　＜　Ｃｓ／Ｉｏｆｆ　＜　２４
　さらに、次式を満足させることがより好ましい。
【００９２】
　６　＜　Ｃｓ／Ｉｏｆｆ　＜　１８
　トランジスタ１１ｂのオフ電流Ｉｏｆｆを５ｐＡ以下とすることにより、ＥＬを流れる
電流値の変化を２％以下に抑えることが可能である。これはリーク電流が増加すると、電
圧非書き込み状態においてゲート－ソース間（コンデンサの両端）に貯えられた電荷を１
フィールド間保持できないためである。したがって、コンデンサ１９の蓄積用容量が大き
ければオフ電流の許容量も大きくなる。前記式を満たすことによって隣接画素間の電流値
の変動を２％以下に抑えることができる。
【００９３】
　また、アクティブマトリックスを構成するトランジスタがｐ－ｃｈポリシリコン薄膜ト
ランジスタで構成され、トランジスタ１１ｂをデュアルゲート以上であるマルチゲート構
造とすることが好ましい。トランジスタ１１ｂは、トランジスタ１１ａのソース－ドレイ
ン間のスイッチとして作用するため、できるだけＯＮ／ＯＦＦ比の高い特性が要求される
。トランジスタ１１ｂのゲートの構造をデュアルゲート構造以上のマルチゲート構造とす
ることによりＯＮ／ＯＦＦ比の高い特性を実現できる。
【００９４】
　画素１６のトランジスタ１１を構成する半導体膜は、低温ポリシリコン技術において、
レーザーアニールにより形成するのが一般的である。このレーザーアニールの条件のバラ
ツキがトランジスタ１１の特性のバラツキとなる。しかし、１画素１６内のトランジスタ
１１の特性が一致していれば、図１などの電流プログラムを行う方式では、所定の電流が
ＥＬ素子１５に流れるように駆動することができる。この点は、電圧プログラムにない利
点である。ここでレーザーとしてはエキシマレーザーを用いることが好ましい。
【００９５】
　なお、本発明において、半導体膜の形成は、レーザーアニール方法に限定するものでは
なく、熱アニール方法、固相（ＣＧＳ）成長による方法でもよい。その他、低温ポリシリ
コン技術に限定するものではなく、高温ポリシリコン技術を用いても良いことはいうまで
もない。　
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【００９６】
　この課題に対して、本発明では図７に示すように、アニールの時のレーザー照射スポッ
ト（レーザー照射範囲）７２をソース信号線１８に平行に照射する。また、１画素列に一
致するようにレーザー照射スポット７２を移動させる。もちろん、１画素列に限定するも
のではなく、たとえば、ＲＧＢを1画素１６という単位でレーザーを照射してもよい（こ
の場合は、３画素列ということになる）。また、複数の画素に同時に照射してもよい。ま
た、レーザー照射範囲の移動がオーバーラップしてもよいことは言うまでもない（通常、
移動するレーザー光の照射範囲はオーバーラップするのが普通である）。
【００９７】
　画素はＲＧＢの３画素で正方形の形状となるように作製されている。したがって、Ｒ、
Ｇ、Ｂの各画素は縦長の画素形状となる。したがって、レーザー照射スポット７２を縦長
にしてアニールすることにより、１画素内ではトランジスタ１１の特性バラツキが発生し
ないようにすることができる。また、１つのソース信号線１８に接続されたトランジスタ
１１の特性（モビリティ、Ｖｔ、Ｓ値など）を均一にすることができる（つまり、隣接し
たソース信号線１８のトランジスタ１１とは特性が異なる場合があるが、１つのソース信
号線１８に接続されたトランジスタ１１の特性はほぼ等しくすることができる）。
【００９８】
　一般的にレーザー照射スポット７２の長さは１０インチなどのように固定値である。こ
のレーザー照射スポット７２を移動させるのであるから、１つのレーザー照射スポット７
２を移動できる範囲内におさまるようにパネルを配置する必要がある（つまり、パネルの
表示領域５０の中央部でレーザー照射スポット７２が重ならないようにする）。
【００９９】
　図７に示す構成では、レーザー照射スポット７２の長さの範囲内に３つのパネルが縦に
配置されるように形成されている。レーザー照射スポット７２を照射するアニール装置は
ガラス基板７４の位置決めマーカー７３ａ、７３ｂを認識（パターン認識による自動位置
決め）してレーザー照射スポット７２を移動させる。位置決めマーカー７３の認識はパタ
ーン認識装置で行う。アニール装置（図示せず）は位置決めマーカー７３を認識し、画素
列の位置をわりだす（レーザー照射範囲７２がソース信号線１８と平行になるようにする
）。画素列位置に重なるようにレーザー照射スポット７２を照射してアニールを順次行う
。
【０１００】
　図７で説明したレーザーアニール方法（ソース信号線１８に平行にライン状のレーザー
スポットを照射する方式）は、有機ＥＬ表示パネルの電流プログラム方式の時に採用する
ことが特に好ましい。なぜならば、ソース信号線に平行方向にトランジスタ１１の特性が
一致しているためである（縦方向に隣接した画素トランジスタの特性が近似している）。
そのため、電流駆動時にソース信号線の電圧レベルの変化が少なく、電流書き込み不足が
発生しにくい。
【０１０１】
　たとえば、白ラスター表示であれば、隣接した各画素のトランジスタ１１ａに流す電流
はほぼ同一のため、ソースドライバ１４から出力する電流振幅の変化が少ない。もし、図
１のトランジスタ１１ａの特性が同一であり、各画素に電流プログラムする電流値が画素
列で等しいのであれば、電流プログラム時のソース信号線１８の電位は一定である。した
がって、ソース信号線１８の電位変動は発生しない。１つのソース信号線１８に接続され
たトランジスタ１１ａの特性がほぼ同一であれば、ソース信号線１８の電位変動は小さい
ことになる。このことは、図３８などの他の電流プログラム方式の画素構成でも同一であ
る（つまり、図７の製造方法を適用することが好ましい）。
【０１０２】
　また、図２７、図３０などで説明する複数の画素行を同時書き込みする方式で均一な画
像表示を実現することができる。これは、主としてトランジスタ特性のばらつきに起因す
る表示ムラが発生しにくいからである。図２７などは複数画素行同時に選択するから、隣
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接した画素行のトランジスタが均一であれば、縦方向のトランジスタ特性ムラはドライバ
回路１４で吸収できる。
【０１０３】
　なお、図７に示すとおり、ソースドライバ１４は、ＩＣチップを積載して形成されてい
るが、これに限定するものではなく、ソースドライバ１４を画素１６と同一プロセスで形
成してもよいことは言うまでもない。
【０１０４】
　本発明では特に、トランジスタ１１ｂの閾電圧Ｖｔｈ２が画素内で対応するトランジス
タ１１ａの閾電圧Ｖｔｈ１より低くならない様に設定されている。例えば、トランジスタ
１１ｂのゲート長Ｌ２をトランジスタ１１ａのゲート長Ｌ１よりも長くして、これらの薄
膜トランジスタのプロセスパラメータが変動しても、Ｖｔｈ２がＶｔｈ１よりも低くなら
ないようにする。これにより、微少な電流リークを抑制することが可能である。
【０１０５】
　なお、以上の事項は、図３８に図示するカレントミラーの画素構成にも適用できる。図
３８では、信号電流が流れる駆動用トランジスタ１１ａ、ＥＬ素子１５等からなる発光素
子に流れる駆動電流を制御する駆動用トランジスタ１１ｂの他、ゲート信号線１７ａ１の
制御によって画素回路とデータ線ｄａｔａとを接続または遮断する取込用トランジスタ１
１ｃ、ゲート信号線１７ａ２の制御によって書き込み期間中にトランジスタ１１ａのゲー
ト・ドレインを短絡するスイッチ用トランジスタ１１ｄ、トランジスタ１１ａのゲート－
ソース間の電圧の書き込み終了後も保持するための蓄積容量１９および発光素子としての
ＥＬ素子１５などから構成される。
【０１０６】
　図３８でトランジスタ１１ｃ、１１ｄはＮチャンネルトランジスタで、その他のトラン
ジスタはＰチャンネルトランジスタでそれぞれ構成しているが、これは一例であって、必
ずしもこの通りである必要はない。蓄積容量１９は、その一方の端子がトランジスタ１１
ａのゲートに接続され、他方の端子がＶｄｄ（電源電位）に接続されているが、Ｖｄｄに
限らず任意の一定電位でも良い。ＥＬ素子１５のカソード（陰極）は接地電位に接続され
ている。
【０１０７】
　次に、本発明のＥＬ表示パネルおよびＥＬ表示装置について説明をする。図６はＥＬ表
示装置の回路を中心とした説明図である。画素１６がマトリックス状に配置または形成さ
れている。各画素１６には各画素の電流プログラムを行う電流を出力するソースドライバ
１４が接続されている。ソースドライバ１４の出力段は階調データである画像信号のビッ
ト数に対応したカレントミラー回路が形成されている（後に説明する）。たとえば、６４
階調であれば、６３個のカレントミラー回路が各ソース信号線に形成され、これらのカレ
ントミラー回路の個数を選択することにより所望の電流をソース信号線１８に印加できる
ように構成されている。
【０１０８】
　なお、１つのカレントミラー回路の最小出力電流は１０ｎＡ以上５０ｎＡ以下にしてい
る。特にカレントミラー回路の最小出力電流は１５ｎＡ以上３５ｎＡ以下にすることが好
ましい。ソースドライバ１４内のカレントミラー回路を構成するトランジスタの精度を確
保するためである。
【０１０９】
　また、ソースドライバ１４は、ソース信号線１８の電荷を強制的に放出または充電する
プリチャージまたはディスチャージ回路を内蔵する。ソース信号線１８の電荷を強制的に
放出または充電するプリチャージまたはディスチャージ回路の電圧（電流）出力値は、Ｒ
、Ｇ、Ｂで独立に設定できるように構成されていることが好ましい。ＥＬ素子１５の閾値
がＲＧＢで異なるからである。
【０１１０】
　有機ＥＬ素子は大きな温度依存性特性があることが知られている。この温特による発光
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輝度変化を調整するため、カレントミラー回路に出力電流を変化させるサーミスタあるい
はポジスタなどの非直線素子を付加し、温度依存性特性による変化を前記サーミスタなど
で調整することによりアナログ的に基準電流を作成する。
【０１１１】
　本発明において、ソースドライバ１４は半導体チップで形成されており、ガラスオンチ
ップ（ＣＯＧ）技術で基板７１のソース信号線１８の端子と接続されている。ソース信号
線１８などの信号線の配線はクロム、銅、アルミニウム、銀などの金属配線が用いられる
。細い配線幅で低抵抗の配線が得られるからである。配線は画素が反射型の場合は画素の
反射膜を構成する材料で、反射膜と同時に形成することが好ましい。工程が簡略化できる
からである。
【０１１２】
　ソースドライバ１４の実装は、ＣＯＧ技術に限定するものではなく、チップオンフィル
ム（ＣＯＦ）技術に前述のソースドライバ１４などを積載し、表示パネルの信号線と接続
した構成としてもよい。また、ドライブＩＣは電源ＩＣ８２を別途作製し、３チップ構成
としてもよい。
【０１１３】
　一方、ゲートドライバ１２は低温ポリシリコン技術で形成されている。つまり、画素の
トランジスタと同一のプロセスで形成している。これは、ソースドライバ１４に比較して
内部の構造が容易で、動作周波数も低いためである。したがって、低温ポリシリコン技術
を用いても容易にゲートドライバ１２を形成することができ、これにより狭額縁化を実現
できる。もちろん、ゲートドライバ１２をシリコンチップで形成し、ＣＯＧ技術などを用
いて基板７１上に実装してもよいことは言うまでもない。また、画素トランジスタなどの
スイッチング素子、ゲートドライバなどは高温ポリシリコン技術で形成してもよく、有機
材料で形成（有機トランジスタ）してもよい。
【０１１４】
　ゲートドライバ１２はゲート信号線１７ａ用のシフトレジスタ回路６１ａと、ゲート信
号線１７ｂ用のシフトレジスタ回路６１ｂとを内蔵する。各シフトレジスタ回路６１は正
相および負相のクロック信号（ＣＬＫｘＰ、ＣＬＫｘＮ）、スタートパルス（ＳＴｘ）で
制御される。その他、ゲート信号線の出力、非出力を制御するイネーブル（ＥＮＡＢＬ）
信号、シフト方向を上下逆転するアップダウン（ＵＰＤＷＭ）信号を付加することが好ま
しい。他に、スタートパルスがシフトレジスタにシフトされ、そして出力されていること
を確認する出力端子などを設けることが好ましい。なお、シフトレジスタのシフトタイミ
ングはコントロールＩＣ８１からの制御信号で制御される。また、外部データのレベルシ
フトを行うレベルシフト回路を内蔵する。また、検査回路を内蔵する。
【０１１５】
　シフトレジスタ回路６１のバッファ容量は小さいため、直接にはゲート信号線１７を駆
動することができない。そのため、シフトレジスタ回路６１の出力とゲート信号線１７を
駆動する出力ゲート６３間には少なくとも２つ以上のインバータ回路６２が形成されてい
る。
【０１１６】
　ソースドライバ１４を低温ポリシリコンなどのポリシリコン技術で基板７１上に直接形
成する場合も同様であり、ソース信号線１８を駆動するトランスファーゲートなどのアナ
ログスイッチのゲートとソースドライバ１４のシフトレジスタとの間には複数のインバー
タ回路が形成される。以下の事項（シフトレジスタの出力と、信号線を駆動する出力段（
出力ゲートあるいはトランスファーゲートなどの出力段）間に配置されるインバータ回路
に関する事項）は、ソースドライバおよびゲートドライバに共通の事項である。
【０１１７】
　たとえば、図６ではソースドライバ１４の出力が直接ソース信号線１８に接続されてい
るように図示したが、実際には、ソースドライバのシフトレジスタの出力は多段のインバ
ータ回路に接続されて、インバータの出力がトランスファーゲートなどのアナログスイッ
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チのゲートに接続されている。
【０１１８】
　インバータ回路６２はＰチャンネルのＭＯＳトランジスタとＮチャンネルのＭＯＳトラ
ンジスタとから構成される。先にも説明したようにゲートドライバ１２のシフトレジスタ
回路６１の出力端にはインバータ回路６２が多段に接続されており、その最終出力が出力
ゲート回路６３に接続されている。なお、インバータ回路６２はＰチャンネルのみで構成
してもよい。ただし、この場合は、インバータではなく単なるゲート回路として構成して
もよい。
【０１１９】
　図８は本発明の表示装置の信号、電圧の供給の構成図あるいは表示装置の構成図である
。コントロールＩＣ８１からソースドライバ１４ａに供給する信号（電源配線、データ配
線など）はフレキシブル基板８４を介して供給する。
【０１２０】
　図８ではゲートドライバ１２の制御信号はコントロールＩＣ８１で発生させ、ソースド
ライバ１４で、レベルシフトを行った後、ゲートドライバ１２に印加している。ソースド
ライバ１４の駆動電圧は４～８（Ｖ）であるから、コントロールＩＣ８１から出力された
３．３（Ｖ）振幅の制御信号を、ゲートドライバ１２が受け取ることが可能な５（Ｖ）振
幅に変換することができる。
【０１２１】
　ソースドライバ１４内には画像メモリを設けることが好ましい。画像メモリの画像デー
タは誤差拡散処理あるいはディザ処理を行った後のデータをメモリしてもよい。誤差拡散
処理、ディザ処理などを行うことにより、２６万色表示データを４０９６色などに変換す
ることができ、画像メモリの容量を小さくすることができる。誤差拡散処理などは誤差拡
散コントローラ８１で行うことができる。また、ディザ処理を行った後、さらに誤差拡散
処理を行ってもよい。以上の事項は、逆誤差拡散処理にも適用される。
【０１２２】
　なお、図８などにおいて１４をソースドライバと記載したが、単なるドライバだけでな
く、電源回路、バッファ回路（シフトレジスタなどの回路を含む）、データ変換回路、ラ
ッチ回路、コマンドデコーダ、シフト回路、アドレス変換回路、画像メモリなどを内蔵さ
せてもよい。なお、図８などで説明する構成にあっても、図９などで説明する３辺フリー
構成（構造）、駆動方式などを適用できることはいうまでもない。
【０１２３】
　表示パネルを携帯型電話機などの情報表示装置に使用する場合、ソースドライバ（回路
）１４、ゲートドライバ（回路）１２を図９に示すように、表示パネルの一辺に実装（形
成）することが好ましい（なお、このように一辺にドライバＩＣ（回路）を実装（形成）
する形態を３辺フリー構成（構造）と呼ぶ。従来は、表示領域のＸ辺にゲートドライバ１
２が実装され、Ｙ辺にソースドライバ１４が実装されていた）。画面５０の中心線が表示
装置の中心になるように設計し易く、また、ドライバＩＣの実装も容易となるからである
。なお、ゲートドライバを高温ポリシリコンあるいは低温ポリシリコン技術などで３辺フ
リー構成で作製してもよい（つまり、図９のソースドライバ１４およびゲートドライバ１
２のうち、少なくとも一方をポリシリコン技術で基板７１に直接形成する）。
【０１２４】
　なお、３辺フリー構成とは、基板７１に直接ＩＣを積載あるいは形成した構成だけでな
く、ソースドライバ（回路）１４、ゲートドライバ（回路）１２などを取り付けたフィル
ム（ＴＣＰ、ＴＡＢ技術など）を基板７１の一辺（もしくはほぼ一辺）に貼り付けた構成
も含む。つまり、２辺にＩＣが実装あるいは取り付けられていない構成、配置あるいはそ
れに類似するすべてを意味する。
【０１２５】
　図９のようにゲートドライバ１２をソースドライバ１４の横に配置すると、ゲート信号
線１７は辺Ｃにそって形成する必要がある。
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【０１２６】
　なお、図９などにおいて太い実線で図示した箇所はゲート信号線１７が並列して形成さ
れている箇所を示している。したがって、ｂの部分（画面下部）はゲート信号線の本数分
のゲート信号線１７が並列して形成され、ａの部分（画面上部）はゲート信号線１７が１
本形成されている。
【０１２７】
　Ｃ辺に形成するゲート信号線１７のピッチは５μｍ以上１２μｍ以下にする。５μｍ未
満では隣接ゲート信号線に寄生容量の影響によりノイズが乗ってしまう。実験によれば７
μ以下で寄生容量の影響が顕著に発生する。さらに５μｍ未満では表示画面にビート状な
どの画像ノイズが激しく発生する。特にノイズの発生は画面の左右で異なり、このビート
状などの画像ノイズを低減することは困難である。また、低減１２μｍを越えると表示パ
ネルの額縁幅Ｄが大きくなりすぎ実用的でない。
【０１２８】
　前述の画像ノイズを低減するためには、ゲート信号線１７を形成した部分の下層あるい
は上層に、グラントパターン（一定電圧に電圧固定あるいは全体として安定した電位に設
定されている導電パターン）を配置することにより低減できる。また、別途設けたシール
ド板（シールド箔（一定電圧に電圧固定あるいは全体として安定した電位に設定されてい
る導電パターン））をゲート信号線１７上に配置すればよい。
【０１２９】
　図９のＣ辺のゲート信号線１７はＩＴＯ電極で形成してもよいが、低抵抗化するため、
ＩＴＯと金属薄膜とを積層して形成することが好ましい。また、金属膜で形成することが
好ましい。ＩＴＯと積層する場合は、ＩＴＯ上にチタン膜を形成し、その上にアルミニウ
ムあるいはアルミニウムとモリブデンとの合金薄膜を形成する。またはＩＴＯ上にクロム
膜を形成する。金属膜の場合は、アルミニウム薄膜、クロム薄膜で形成する。以上の事項
は本発明の他の実施例でも同様である。
【０１３０】
　なお、図９などにおいて、ゲート信号線１７などは表示領域の片側に配置するとしたが
これに限定されるわけではなく、両方に配置してもよい。たとえば、ゲート信号線１７ａ
を表示領域５０の右側に配置（形成）し、ゲート信号線１７ｂを表示領域５０の左側に配
置（形成）してもよい。以上の事項は他の実施例でも同様である。
【０１３１】
　また、ソースドライバ１４とゲートドライバ１２とを１チップ化してもよい。１チップ
化すれば、表示パネルへのＩＣチップの実装が１個で済む。したがって、実装コストも低
減できる。また、１チップドライバＩＣ内で使用する各種電圧も同時に発生することがで
きる。
【０１３２】
　なお、ソースドライバ１４、ゲートドライバ１２はシリコンなどの半導体ウェハで作製
し、表示パネルに実装するとしたがこれに限定するものではなく、低温ポリシリコン技術
、高温ポリシリコン技術により表示パネル８２に直接形成してもよいことは言うまでもな
い。
【０１３３】
　図１などで示した構成ではＥＬ素子１５はトランジスタ１１ａを介してＶｄｄ電位に接
続されている。しかし、各色を構成する有機ＥＬの駆動電圧が異なるという問題がある。
たとえば、単位平方センチメートルあたり０．０１（Ａ）の電流を流した場合、青（Ｂ）
ではＥＬ素子の端子電圧は５（Ｖ）であるが、緑（Ｇ）および赤（Ｒ）では９（Ｖ）であ
る。つまり、端子電圧がＢとＧ、Ｒで異なる。したがって、ＢとＧおよびＲとでは保持す
るトランジスタ１１ａのソース－ドレイン電圧（ＳＤ電圧）が異なる。そのため、各色で
トランジスタのソース－ドレイン電圧（ＳＤ電圧）間のオフリーク電流が異なることにな
る。オフリーク電流が発生し、かつオフリーク特性が各色で異なると、色バランスのずれ
た状態でフリッカが発生する、発光色に相関してガンマ特性がずれるという複雑な表示状
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態になる。
【０１３４】
　この課題に対応するため、少なくともＲ、Ｇ、Ｂ色のうち、１つのカソード電極の電位
を他色のカソード電極の電位と異ならせるように構成している。もしくはＲ、Ｇ、Ｂ色の
うち、１つのＶｄｄの電位を他色のＶｄｄの電位と異ならせるように構成している。
【０１３５】
　Ｒ、Ｇ、ＢのＥＬ素子１５の端子電圧は極力一致させることが好ましいことは言うまで
もない。少なくとも、白ピーク輝度を表示しており、色温度が７０００Ｋ以上１２０００
Ｋ以下の範囲で、Ｒ、Ｇ、ＢのＥＬ素子の端子電圧は１０（Ｖ）以下となるように材料あ
るいは構造の選定をする必要がある。また、Ｒ、Ｇ、Ｂのうち、ＥＬ素子の最大の端子電
圧と最小の端子電圧との差は、２．５（Ｖ）以内にする必要がある。さらに好ましくはこ
の差を１．５（Ｖ）以下にする必要がある。なお、以上の実施例では、色はＲＧＢとした
がこれに限定するものではない。このことは後に説明する。
【０１３６】
　なお、画素は、Ｒ、Ｇ、Ｂの３原色としたがこれに限定するものではなく、シアン、イ
エロー、マゼンダの３色でもよい。また、Ｂとイエローの２色でもよい。もちろん、単色
でもよい。また、Ｒ、Ｇ、Ｂ、シアン、イエロー、マゼンダの６色でもよい。Ｒ、Ｇ、Ｂ
、シアン、マゼンダの５色でもよい。これらはナチュラルカラーとして色再現範囲が拡大
し良好な表示を実現できる。その他、Ｒ、Ｇ、Ｂ、白の４色でもよい。Ｒ、Ｇ、Ｂ、シア
ン、イエロー、マゼンダ、黒、白の７色でもよい。また、白色発光の画素を表示領域５０
全体に形成（作製）し、ＲＧＢなどのカラーフィルタで３原色表示としてもよい。この場
合は、ＥＬ層に各色の発光材料を積層して形成すればよい。また、１画素をＢおよびイエ
ローのように塗り分けても良い。以上のように本発明のＥＬ表示装置は、ＲＧＢの３原色
でカラー表示を行うものに限定されるものではない。
【０１３７】
　有機ＥＬ表示パネルのカラー化には主に三つの方式があり、色変換方式はこのうちの一
つである。発光層として青色のみの単層を形成すればよく、フルカラー化に必要な残りの
緑色と赤色は、青色光から色変換によって作り出す。したがって、ＲＧＢの各層を塗り分
ける必要がない、ＲＧＢの各色の有機ＥＬ材料をそろえる必要がないという利点がある。
色変換方式は、塗り分け方式のように歩留まり低下がない。本発明のＥＬ表示パネルなど
はこのいずれの方式も適用可能である。
【０１３８】
　また、３原色の他に、白色発光の画素を形成してもよい。白色発光の画素はＲ、Ｇ、Ｂ
発光の構造を積層することにより作製（形成または構成）することにより実現できる。１
組の画素は、ＲＧＢの３原色と、白色発光の画素１６Ｗからなる。白色発光の画素を形成
することにより、白色のピーク輝度が表現しやすくなる。したがって、輝き感のある画像
表示を実現できる。
【０１３９】
　ＲＧＢなどの３原色を１組の画素をする場合であっても、各色の画素電極の面積を異な
らせることが好ましい。もちろん、各色の発光効率がバランスよく、色純度もバランスが
よければ、同一面積でもかまわない。しかし、１つまたは複数の色のバランスが悪ければ
、画素電極の発光面積を調整することが好ましい。各色の電極面積は電流密度を基準に決
定すればよい。つまり、色温度が７０００Ｋ（ケルビン）以上１２０００Ｋ以下の範囲で
、ホワイトバランスを調整した時、各色の電流密度の差が±３０％以内となるようにする
。さらに好ましくは±１５％以内となるようにする。たとえば、電流密度が１００Ａ／平
方メーターとすれば、３原色がいずれも７０Ａ／平方メーター以上１３０Ａ／平方メータ
ー以下となるようにする。さらに好ましくは、３原色がいずれも８５Ａ／平方メーター以
上１１５Ａ／平方メーター以下となるようにする。
【０１４０】
　有機ＥＬ１５は自己発光素子である。この発光による光がスイッチング素子としてのト
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ランジスタに入射するとホトコンダクタ現象が発生する。ホトコンとは、光励起によりト
ランジスタなどのスイッチング素子のオフ時でのリーク（オフリーク）が増える現象をい
う。
【０１４１】
　この課題に対処するため、本発明ではゲートドライバ１２（場合によってはソースドラ
イバ１４）の下層、画素トランジスタ１１の下層に遮光膜を形成している。遮光膜はクロ
ムなどの金属薄膜で形成し、その膜厚は５０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下にする。膜厚が薄い
と遮光効果が乏しく、厚いと凹凸が発生して上層のトランジスタ１１ａのパターニングが
困難になる。
【０１４２】
　遮光膜上に２０ｎｍ以上１００ｎｍ以下の無機材料からなる平滑化膜を形成する。この
遮光膜のレイヤーを用いて蓄積容量１９の一方の電極を形成してもよい。この場合、平滑
膜は極力薄く作り蓄積容量の容量値を大きくすることが好ましい。また遮光膜をアルミで
形成し、陽極酸化技術を用いて酸化シリコン膜を遮光膜の表面に形成し、この酸化シリコ
ン膜を蓄積容量１９の誘電体膜として用いてもよい。平滑化膜上にはハイアパーチャ（Ｈ
Ａ）構造の画素電極が形成される。
【０１４３】
　ドライバ回路１２などは裏面だけでなく、表面からの光の進入も抑制するべきである。
ホトコンダクタ現象の影響により誤動作するからである。したがって、本発明では、カソ
ード電極が金属膜の場合は、ドライバ１２などの表面にもカソード電極を形成し、この電
極を遮光膜として用いている。
【０１４４】
　しかし、ドライバ１２の上にカソード電極を形成すると、このカソード電極からの電界
によるドライバの誤動作あるいはカソード電極とドライバ回路との電気的接触が発生する
可能性がある。この課題に対処するため、本発明ではドライバ回路１２などの上に少なく
とも１層、好ましくは複数層の有機ＥＬ膜を画素電極上の有機ＥＬ膜形成と同時に形成す
る。
【０１４５】
　基本的に有機ＥＬ膜は絶縁物であるから、ドライバ上に有機ＥＬ膜を形成することによ
り、カソードとドライバとの間が隔離される。したがって、前述の課題を解消することが
できる。
【０１４６】
　画素の１つ以上のトランジスタ１１の端子間あるいはトランジスタ１１と信号線とが短
絡すると、ＥＬ素子１５が常時、点灯することになり、かかる画素が輝点となる場合があ
る。この輝点は視覚的に目立つので黒点化（非点灯）する必要がある。輝点に対しては、
該当画素１６を検出し、コンデンサ１９にレーザー光を照射してコンデンサの端子間を短
絡させる。したがって、コンデンサ１９には電荷を保持できなくなるので、トランジスタ
１１ａは電流を流さなくすることができる。
【０１４７】
　なお、レーザー光を照射する位置にあたるカソード膜を除去しておくことが望ましい。
レーザー照射により、コンデンサ１９の端子電極とカソード膜とがショートすることを防
止するためである。
【０１４８】
　画素１６のトランジスタ１１の欠陥は、ドライバ回路１４などにも影響を与える。例え
ば、図５６では駆動用トランジスタ１１ａにソース－ドレイン（ＳＤ）ショート５６２が
発生していると、パネルのＶｄｄ電圧がソースドライバ１４に印加される。したがって、
ソースドライバ１４の電源電圧は、パネルの電源電圧Ｖｄｄと同一かもしくは高くしてお
くことが好ましい。なお、ソースドライバ１４で使用する基準電流は電子ボリウム５６１
で調整できるように構成しておくことが好ましい。
【０１４９】
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　トランジスタ１１ａにＳＤショート５６２が発生していると、ＥＬ素子１５に過大な電
流が流れる。つまり、ＥＬ素子１５が常時点灯状態（輝点）となる。輝点は欠陥として目
立ちやすい。たとえば、図５６において、トランジスタ１１ａのソース－ドレイン（ＳＤ
）ショートが発生していると、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子電位の大小に関わ
らず、Ｖｄｄ電圧からＥＬ素子１５に電流が常時流れる（トランジスタ１１ｄがオンの時
）。したがって、ＥＬ素子１５が輝点となる。
【０１５０】
　また、トランジスタ１１ａにＳＤショートが発生していると、トランジスタ１１ｃがオ
ン状態の時、Ｖｄｄ電圧がソース信号線１８に印加されソースドライバ１４にＶｄｄ電圧
が印加される。もし、ソースドライバ１４の電源電圧がＶｄｄ以下であれば、耐圧を越え
て、ソースドライバ１４が破壊されるおそれがある。そのため、ソースドライバ１４の電
源電圧はＶｄｄ電圧（パネルの高い方の電圧）以上にすることが好ましい。
【０１５１】
　トランジスタ１１ａのＳＤショートなどは、点欠陥にとどまらず、パネルのソースドラ
イバの破壊につながるおそれがあり、また、輝点は目立つためパネルとしては不良となる
。したがって、トランジスタ１１ａとＥＬ素子１５との間を接続する配線を切断し、輝点
を黒点欠陥にする必要がある。この切断には、レーザー光などの光学手段を用いて切断す
ればよい。
【０１５２】
　なお、以上の実施例は配線を切断させるとしたが、黒表示するためにはこれに限定され
るものではない。たとえば、図１でもわかるように、トランジスタ１１ａの電源Ｖｄｄが
、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子に常時印加されるように修正してもよい。たと
えば、コンデンサ１９の２つの電極間をショートさせれば、Ｖｄｄ電圧がトランジスタ１
１ａのゲート（Ｇ）端子に印加されるようになる。したがって、トランジスタ１１ａは完
全にオフ状態になり、ＥＬ素子１５に電流を流さなくすることができる。これは、コンデ
ンサ１９にレーザー光を照射することによりコンデンサ電極をショートできるため、容易
に実現できる。
【０１５３】
　また、実際には、画素電極の下層にＶｄｄ配線が配置されているから、Ｖｄｄ配線と画
素電極とにレーザー光を照射することにより、画素の表示状態を制御（修正）することが
できる。
【０１５４】
　その他、トランジスタ１１ａのＳＤ間（チャンネル）をオープンにすることでも実現で
きる。簡単にはトランジスタ１１ａにレーザー光を照射し、トランジスタ１１ａのチャン
ネルをオープンにする。同様に、トランジスタ１１ｄのチャンネルをオープンにしてもよ
い。もちろん、トランジスタ１１ｂのチャンネルをオープンにした場合、該当画素１６が
選択されないから、黒表示となる。
【０１５５】
　画素１６を黒表示にするためには、ＥＬ素子１５を劣化させてもよい。たとえば、レー
ザー光をＥＬ層１５に照射し、ＥＬ層１５を物理的にあるいは化学的に劣化させ、発光し
ないようにする（常時黒表示）。レーザー光の照射によりＥＬ層１５を加熱し、容易に劣
化させることができる。また、エキシマレーザーを用いれば、ＥＬ膜１５の化学的変化を
容易に行うことができる。
【０１５６】
　なお、以上の実施例は、図１に図示した画素構成を例示したが、本発明はこれに限定す
るものではない。レーザー光を用いて配線あるいは電極をオープンあるいはショートさせ
ることは、カレントミラーなどの他の電流駆動の画素構成あるいは図６２、図５１などに
示されている電圧駆動の画素構成であっても適用できることは言うまでもない。
【０１５７】
　以下、図１に示す画素構成について、その駆動方法について説明をする。図１に示すよ
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うに、ゲート信号線１７ａは行選択期間に導通状態（ここでは図１のトランジスタ１１が
ｐチャネルトランジスタであるためローレベルで導通となる）となり、ゲート信号線１７
ｂは非選択期間時に導通状態とする。
【０１５８】
　ソース信号線１８には寄生容量（図示せず）が存在する。寄生容量は、ソース信号線１
８とゲート信号線１７とのクロス部の容量、トランジスタ１１ｂ、１１ｃのチャンネル容
量などにより発生する。
【０１５９】
　ソース信号線１８の電流値変化に要する時間ｔは、寄生容量の大きさをＣ、ソース信号
線１８の電圧をＶ、ソース信号線１８に流れる電流をＩとするとｔ＝Ｃ・Ｖ／Ｉである。
そのため、電流値を１０倍大きくすることにより電流値変化に要する時間を１０分の１近
くまで短くすることができる。またはソース信号線１８の寄生容量が１０倍になっても所
定の電流値に変化させることができるということを示している。従って、短い水平走査期
間内に所定の電流値を書きこむためには電流値を増加させることが有効である。
【０１６０】
　なお、ソース信号線１８の寄生容量の充放電を行うためには、Ｉ＞（Ｃ・Ｖ）／ｔの関
係を満たす電流値Ｉをソース信号線１８に流せばよい。
【０１６１】
　ところで、入力電流を１０倍にすると出力電流も１０倍となる。しかし、この場合、Ｅ
Ｌの輝度も１０倍となるため、所定の輝度を得ることができない。そこで、本発明では、
図１のトランジスタ１７ｄの導通期間を従来の１０分の１とし、ＥＬ素子１５の発光期間
を１０分の１とすることで、所定の輝度を実現するようにした。
【０１６２】
　つまり、ソース信号線１８の寄生容量の充放電を十分に行い、所定の電流値を画素１６
のトランジスタ１１ａにプログラムするためには、ソースドライバ１４から比較的大きな
電流を出力する必要がある。しかし、このように大きな電流をソース信号線１８に流すと
この電流値が画素にプログラムされてしまい、所定の電流に対し大きな電流がＥＬ素子１
５に流れる。たとえば、１０倍の電流でプログラムすれば、当然、１０倍の電流がＥＬ素
子１５に流れ、ＥＬ素子１５は１０倍の輝度で発光する。所定の発光輝度にするためには
、ＥＬ素子１５に流れる時間を１／１０にすればよい。このように駆動することにより、
ソース信号線１８の寄生容量を十分に充放電できるし、所定の発光輝度を得ることができ
る。
【０１６３】
　なお、１０倍の電流値を画素のトランジスタ１１ａ（正確にはコンデンサ１９の端子電
圧を設定している）に書き込み、ＥＬ素子１５のオン時間を１／１０にするとしたがこれ
は一例である。場合によっては、１０倍の電流値を画素のトランジスタ１１ａに書き込み
、ＥＬ素子１５のオン時間を１／５にしてもよい。また、１０倍の電流値を画素のトラン
ジスタ１１ａに書き込み、ＥＬ素子１５のオン時間を１／２倍にする場合もあるであろう
。
【０１６４】
　本発明は、画素への書き込み電流を所定値以外の値にし、ＥＬ素子１５に流れる電流を
間欠状態にして駆動することに特徴がある。本明細書では説明を容易にするため、所定の
電流のＮ倍の電流を画素のトランジスタ１１に書き込み、ＥＬ素子１５のオン時間を１／
Ｎ倍にするとして説明する。しかし、これに限定するものではなく、Ｎ倍の電流を画素の
トランジスタ１１に書き込み、ＥＬ素子１５のオン時間を１／（Ｎ２）倍（ＮとＮ２とは
異なる）でもよいことは言うまでもない。
【０１６５】
　ここで、前記所定の電流とは、画像信号が示す階調表示を実現するために必要となる電
流である。この所定の電流の電流値は、ＥＬ表示装置の仕様などによって異なるが、例え
ば輝度１５０ｎｔを実現する場合では０．２５～０．７５μＡ程度である。したがって、
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Ｎ＝４の場合であれば、トランジスタ１１に書き込まれる電流値は１～３μＡ程度となる
。同様にして、Ｎ＝８の場合であれば前記電流値は２～６μＡとなり、Ｎ＝２の場合であ
れば前記電流値は０．５～１．５μＡとなる。
【０１６６】
　なお、間欠する間隔は等間隔に限定するものではない。たとえば、ランダムでもよい（
全体として、表示期間もしくは非表示期間が所定値（一定割合）となればよい）。また、
ＲＧＢで異なっていてもよい。つまり、白（ホワイト）バランスが最適になるように、Ｒ
、Ｇ、Ｂ表示期間もしくは非表示期間が所定値（一定割合）となるように調整（設定）す
ればよい
　また、説明を容易にするため、１／Ｎとは、１Ｆ（１フィールドまたは１フレーム期間
）を基準にしてこの１Ｆを１／Ｎにするとして説明する。しかし、１画素行が選択され、
電流値がプログラムされる時間（通常、１水平走査期間（１Ｈ））があるし、また、走査
状態によっては誤差も生じる。したがって、以上の説明はあくまでも説明を容易にするた
めの便宜上の問題だけであり、これに限定するものではない。
【０１６７】
　たとえば、Ｎ＝１０倍の電流で画素１６に電流をプログラムし、１／５の期間の間、Ｅ
Ｌ素子１５を点灯させてもよい。ＥＬ素子１５は、１０／５＝２倍の輝度で点灯する。逆
に、Ｎ＝２倍の電流で画素１６に電流をプログラムし、１／４の期間の間、ＥＬ素子１５
を点灯させてもよい。ＥＬ素子１５は、２／４＝０．５倍の輝度で点灯する。つまり、本
発明は、Ｎ＝１倍でない電流でプログラムし、かつ、常時点灯（１／１、つまり、間欠駆
動でない）状態以外の表示を実施するものである。また、広義には、ＥＬ素子１５に供給
する電流を１フレーム（あるいは１フィールド）の期間において、少なくとも１回、オフ
にする駆動方式である。また、所定値よりも大きな電流を画素１６にプログラムし、少な
くとも、間欠表示を実施する駆動方式である。
【０１６８】
　有機（無機）ＥＬ表示装置は、ＣＲＴのように電子銃で線表示の集合として画像を表示
するディスプレイとは表示方法が基本的に異なる点にも課題がある。つまり、ＥＬ表示装
置では、１Ｆ（１フィールドあるいは１フレーム）の期間の間は、画素に書き込んだ電流
（電圧）を保持する。そのため、動画表示を行うと表示画像の輪郭ぼけが発生するという
課題が生じる。
【０１６９】
　本発明では、１Ｆ／Ｎの期間の間だけ、ＥＬ素子１５に電流を流し、他の期間（１Ｆ（
Ｎ－１）／Ｎ）は電流を流さない。この駆動方式を実施し画面の一点を観測した場合を考
える。この表示状態では１Ｆごとに画像データ表示、黒表示（非点灯）が繰り返し表示さ
れる。つまり、画像データの表示状態が時間的に飛び飛び表示（間欠表示）状態となる。
動画データ表示を、この間欠表示状態でみると画像の輪郭ぼけがなくなり良好な表示状態
を実現できる。つまり、ＣＲＴに近い動画表示を実現することができる。また、間欠表示
を実現するが、回路のメインクロックは従来と変わらない。したがって、回路の消費電力
が増加することもない。
【０１７０】
　液晶表示パネルの場合は、光変調をする画像データ（電圧）は液晶層に保持される。し
たがって、黒挿入表示を実施しようとすると液晶層に印加しているデータを書き換える必
要がある。そのため、ソースドライバ１４の動作クロックを高くし、画像データと黒表示
データとを交互にソース信号線１８に印加する必要がある。したがって、黒挿入（黒表示
などの間欠表示）を実現しようとすると回路のメインクロックをあげる必要がある。また
、時間軸伸張を実施するための画像メモリも必要になる。
【０１７１】
　図１、図２、および図３８などに示す本発明のＥＬ表示パネルの画素構成では、画像デ
ータはコンデンサ１９に保持されている。このコンデンサ１９の端子電圧に対応する電流
をＥＬ素子１５に流す。したがって、画像データは液晶表示パネルのように光変調層に保
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持されているのではない。
【０１７２】
　本発明はスイッチングのトランジスタ１１ｄ、あるいはトランジスタ１１ｅなどをオン
オフさせるだけでＥＬ素子１５に流す電流を制御する。つまり、ＥＬ素子１５に流れる電
流Ｉｗをオフにしても、画像データはそのままコンデンサ１９に保持されている。したが
って、次のタイミングでスイッチング素子１１ｄなどをオンさせ、ＥＬ素子１５に電流を
流せば、その流れる電流は前に流れていた電流値と同一である。本発明では黒挿入（黒表
示などの間欠表示）を実現する際においても、回路のメインクロックをあげる必要がない
。また、時間軸伸張を実施する必要もないための画像メモリも不要である。また、有機Ｅ
Ｌ素子１５は電流を供給してから発光するまでの時間が短く、高速に応答する。そのため
、動画表示に適し、さらに間欠表示を実施することにより、従来のデータ保持型の表示パ
ネル（液晶表示パネル、ＥＬ表示パネルなど）の問題である動画表示の問題を解決できる
。
【０１７３】
　さらに、大型の表示装置でソース容量が大きくなる場合はソース電流を１０倍以上にし
てやればよい。一般にソース電流値をＮ倍にした場合、ゲート信号線１７ｂ（トランジス
タ１１ｄ）の導通期間を１Ｆ／Ｎとすればよい。これによりテレビ、モニター用の表示装
置などにも適用が可能である。
【０１７４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の駆動方法についてさらに詳しく説明をする。ソー
ス信号線１８の寄生容量は、隣り合うソース信号線１８との間の結合容量、ソースドライ
ブＩＣ（回路）１４のバッファ出力容量、ゲート信号線１７とソース信号線１８とのクロ
ス容量などにより発生する。この寄生容量は通常１０ｐＦ以上となる。電圧駆動の場合は
、ドライバＩＣ１４からは低インピーダンスで電圧がソース信号線１８に印加されるため
、寄生容量が多少大きくとも駆動では問題とならない。
【０１７５】
　しかし、電流駆動では特に黒レベルの画像表示では２０ｎＡ以下の微小電流で画素のコ
ンデンサ１９をプログラムする必要がある。したがって、寄生容量が所定値以上の大きさ
で発生すると、１画素行にプログラムする時間（通常、１Ｈ以内、ただし、２画素行を同
時に書き込む場合もあるので１Ｈ以内に限定されるものではない）内に寄生容量を充放電
することができない。しかし１Ｈ期間で充放電できなれば、画素への書き込み不足となり
、所望の解像度での表示を実現することがでない。
【０１７６】
　図１の画素構成の場合、図３（ａ）に示すように、電流プログラム時は、プログラム電
流Ｉｗがソース信号線１８に流れる。この電流Ｉｗがトランジスタ１１ａを流れ、電流Ｉ
ｗを流す電圧が保持されるように、コンデンサ１９に電圧設定（プログラム）される。こ
のとき、トランジスタ１１ｄはオープン状態（オフ状態）である。
【０１７７】
　次に、ＥＬ素子１５に電流を流す期間は図３（ｂ）のように、トランジスタ１１ｃ、１
１ｂがオフし、トランジスタ１１ｄが動作する。つまり、ゲート信号線１７ａにオフ電圧
（Ｖｇｈ）が印加され、トランジスタ１１ｂ、１１ｃがオフする。一方、ゲート信号線１
７ｂにオン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、トランジスタ１１ｄがオンする。
【０１７８】
　今、電流Ｉｗが本来流すべき電流（所定値）の１０倍であるとすると、図３（ｂ）のＥ
Ｌ素子１５に流れる電流も所定値の１０倍となる。したがって、所定値の１０倍の輝度で
ＥＬ素子１５は発光することになる。つまり、図１２に図示するように、倍率Ｎを高くす
るほど、表示パネルの表示輝度Ｂも高くなる。したがって、輝度と倍率とは比例関係とな
る。一方、１／Ｎで駆動することにより、輝度と倍率とは反比例の関係となる。
【０１７９】
　そこで、トランジスタ１１ｄを本来オンする時間（約１Ｆ）の１／Ｎの期間だけオンさ
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せ、他の期間（Ｎ－１）／Ｎ期間はオフさせれば、１Ｆ全体の平均輝度は所定の輝度とな
る。この表示状態は、ＣＲＴが電子銃で画面を走査しているのと近似する。異なる点は、
画像を表示している範囲が画面全体の１／Ｎ（全画面を１とする）が点灯している点であ
る（ＣＲＴでは、点灯している範囲は１画素行（厳密には１画素）である）。
【０１８０】
　本発明では、この１Ｆ／Ｎの画像表示領域５３が図１３（ｂ）に示すように画面５０の
上から下に移動する。本発明では、１Ｆ／Ｎの期間の間だけ、ＥＬ素子１５に電流が流れ
、他の期間（１Ｆ・（Ｎ－１）／Ｎ）は電流が流れない。したがって、各画素は間欠表示
となる。しかし、人間の目には残像により画像が保持された状態となるので、全画面が均
一に表示されているように見える。
【０１８１】
　なお、図１３に図示するように、書き込み画素行５１ａは非点灯表示５２ａとする。し
かし、これは、図１、図２などの画素構成の場合である。図３８などで図示するカレント
ミラーの画素構成では、書き込み画素行５１ａは点灯状態としてもよい。しかし、本明細
書では、説明を容易にするため、主として、図１の画素構成を例示して説明をする。また
、図１３、図１６などの所定駆動電流Ｉｗよりも大きい電流でプログラムし、間欠駆動す
る駆動方法をＮ倍パルス駆動と呼ぶ。
【０１８２】
　この表示状態では１Ｆごとに画像データ表示、黒表示（非点灯）が繰り返し表示される
。つまり、画像データの表示状態が時間的に飛び飛び表示（間欠表示）状態となる。液晶
表示パネル（および本発明以外のＥＬ表示パネル）では、１Ｆの期間、画素にデータが保
持されているため、動画表示の場合は画像データが変化してもその変化に追従することが
できず、動画ボケとなっていた（画像の輪郭ボケ）。しかし、本発明では画像を間欠表示
するため、画像の輪郭ぼけがなくなり良好な表示状態を実現できる。つまり、ＣＲＴに近
い動画表示を実現することができる。
【０１８３】
　このタイミングチャートを図１４に示す。なお、本発明などにおいて、特に断りがない
時の画素構成は図１に示したものである。図１４でわかるように、各選択された画素行（
選択期間は、１Ｈとしている）において、ゲート信号線１７ａにオン電圧（Ｖｇｌ）が印
加されている時（図１４（ａ）を参照）には、ゲート信号線１７ｂにはオフ電圧（Ｖｇｈ
）が印加されている（図１４（ｂ）を参照）。この期間は、ＥＬ素子１５には電流が流れ
ていない（非点灯状態）。一方、選択されていない画素行においては、ゲート信号線１７
ａにオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加され、ゲート信号線１７ｂにはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加
されている。この期間は、ＥＬ素子１５に電流が流れている（点灯状態）。また、点灯状
態では、ＥＬ素子１５は所定のＮ倍の輝度（Ｎ・Ｂ）で点灯し、その点灯期間は１Ｆ／Ｎ
である。したがって、１Ｆを平均した表示パネルの表示輝度は、（Ｎ・Ｂ）×（１／Ｎ）
＝Ｂ（所定輝度）となる。
【０１８４】
　図１５は、図１４の動作を各画素行に適用した実施例である。ゲート信号線１７に印加
する電圧波形を示している。電圧波形はオフ電圧をＶｇｈ（Ｈレベル）とし、オン電圧を
Ｖｇｌ（Ｌレベル）としている。（１）、（２）などの添え字は選択している画素行の行
番号を示している。
【０１８５】
　図１５において、ゲート信号線１７ａ（１）が選択され（Ｖｇｌ電圧）、選択された画
素行のトランジスタ１１ａからソースドライバ１４に向かってソース信号線１８にプログ
ラム電流が流れる。このプログラム電流は所定値のＮ倍（説明を容易にするため、Ｎ＝１
０として説明する。もちろん、所定値とは画像を表示するデータ電流であるから、白ラス
ター表示などでない限り固定値ではない。）である。したがって、コンデンサ１９には１
０倍の電流がトランジスタ１１ａに流れるようにプログラムされる。画素行（１）が選択
されている時は、図１の画素構成ではゲート信号線１７ｂ（１）はオフ電圧（Ｖｇｈ）が
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印加され、ＥＬ素子１５には電流が流れない。
【０１８６】
　１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（２）が選択され（Ｖｇｌ電圧）、選択された画素行
のトランジスタ１１ａからソースドライバ１４に向かってソース信号線１８にプログラム
電流が流れる。このプログラム電流は所定値のＮ倍（説明を容易にするため、Ｎ＝１０と
して説明する）である。したがって、コンデンサ１９には１０倍の電流がトランジスタ１
１ａに流れるようにプログラムされる。画素行（２）が選択されている時は、図１の画素
構成ではゲート信号線１７ｂ（２）はオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加され、ＥＬ素子１５には
電流が流れない。しかし、先の画素行（１）のゲート信号線１７ａ（１）にはオフ電圧（
Ｖｇｈ）が印加され、ゲート信号線１７ｂ（１）にはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加されるた
め、点灯状態となっている。
【０１８７】
　次の１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（３）が選択され、ゲート信号線１７ｂ（３）は
オフ電圧（Ｖｇｈ）が印加され、画素行（３）のＥＬ素子１５には電流が流れない。しか
し、先の画素行（１）（２）のゲート信号線１７ａ（１）（２）にはオフ電圧（Ｖｇｈ）
が印加され、ゲート信号線１７ｂ（１）（２）にはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加されるため
、点灯状態となっている。
【０１８８】
　以上の動作を１Ｈの同期信号に同期して画像を表示していく。しかし、図１５の駆動方
式では、ＥＬ素子１５には１０倍の電流が流れる。したがって、表示画面５０は約１０倍
の輝度で表示される。もちろん、この状態で所定の輝度表示を行うためには、プログラム
電流を１／１０にしておけばよいことは言うまでもない。しかし、１／１０の電流であれ
ば寄生容量などにより書き込み不足が発生するため、高い電流でプログラムし、黒画面５
２の挿入により所定の輝度を得るのが本発明の基本的な主旨である。
【０１８９】
　ところで、本発明の駆動方法においては、所定電流よりも高い電流がＥＬ素子１５に流
れるようにし、ソース信号線１８の寄生容量を十分に充放電することが要点である。した
がって、ＥＬ素子１５に所定電流のＮ倍の電流を流さなくともよい。たとえば、ＥＬ素子
１５に並列に電流経路を形成し（ダミーのＥＬ素子を形成し、このＥＬ素子は遮光膜を形
成して発光させないなどの処理を施す）、ダミーＥＬ素子とＥＬ素子１５とに分けて電流
を流しても良い。たとえば、信号電流が０．２μＡのとき、プログラム電流を２．２μＡ
として、トランジスタ１１ａには２．２μＡを流す。この電流のうち、信号電流０．２μ
ＡをＥＬ素子１５に流して、２μＡをダミーのＥＬ素子に流すなどの方式が例示される。
つまり、図２７のダミー画素行２８１を常時選択状態にする。なお、ダミー画素行は発光
させないか、もしくは、遮光膜などを形成し、発光していても視覚的に見えないように構
成する。
【０１９０】
　以上のように構成することにより、ソース信号線１８に流す電流をＮ倍に増加させるこ
とにより、駆動用トランジスタ１１ａに所定電流のＮ倍の電流が流れるようにプログラム
することができ、かつ、ＥＬ素子１５には、前記Ｎ倍の電流よりは十分小さい電流を流す
ことができることになる。以上の方法では、図５に図示するように、非点灯領域５２を設
けることなく、全表示領域５０を画像表示領域５３とすることができる。
【０１９１】
　図１３（ａ）は表示画面５０への書き込み状態を図示している。図１３（ａ）において
、５１ａは書き込み画素行である。ソースドライバ１４から各ソース信号線１８にプログ
ラム電流が供給される。なお、図１３などでは１Ｈ期間に書き込む画素行は１行である。
しかし、何ら１Ｈに限定するものではなく、０．５Ｈ期間でも、２Ｈ期間でもよい。また
、ソース信号線１８にプログラム電流を書き込むとしたが、本発明は電流プログラム方式
に限定するものではなく、ソース信号線１８に書き込まれるのが電圧である電圧プログラ
ム方式（図６２など）でもよい。
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【０１９２】
　図１３（ａ）において、ゲート信号線１７ａが選択されるとソース信号線１８に流れる
電流がトランジスタ１１ａにプログラムされる。このとき、ゲート信号線１７ｂにはオフ
電圧が印加され、その結果ＥＬ素子１５には電流が流れない。これは、トランジスタ１１
ｄがオン状態であると、ソース信号線１８からＥＬ素子１５の容量成分が見え、この容量
に影響されてコンデンサ１９に十分に正確な電流プログラムができなくなるためである。
したがって、図１に示す構成を例にすれば、図１３（ｂ）で示すように電流が書き込まれ
ている画素行は非点灯領域５２となる。
【０１９３】
　今、Ｎ（ここでは、先に述べたようにＮ＝１０とする）倍の電流でプログラムしたとす
れば、画面の輝度は１０倍になる。したがって、表示領域５０の９０％の範囲を非点灯領
域５２とすればよい。したがって、画像表示領域の水平走査線がＱＣＩＦ（Quarter Comm
on Intermediate Format）の２２０本（Ｓ＝２２０）とすれば、２２本を表示領域５３と
し、２２０－２２＝１９８本を非表示領域５２とすればよい。一般的に述べれば、水平走
査線の本数（画素行数）をＳとすれば、Ｓ／Ｎの領域を表示領域５３とし、この表示領域
５３をＮ倍の輝度で発光させる。そして、この表示領域５３を画面の上下方向に走査する
。したがって、Ｓ（Ｎ－１）／Ｎの領域は非点灯領域５２とする。この非点灯領域は黒表
示（非発光）である。また、この非発光領域５２はトランジスタ１１ｄをオフさせること
により実現する。なお、Ｎ倍の輝度で点灯させるとしたが、当然のことながら明るさ調整
、ガンマ調整によりＮ倍の値に調整することは言うまでもない。
【０１９４】
　また、先の実施例で、１０倍の電流でプログラムしたとすれば、画面の輝度は１０倍と
なるため、表示領域５０の９０％の範囲を非点灯領域５２とすればよいとした。しかし、
これは、ＲＧＢの画素を共通に非点灯領域５２とすることに限定するものではない。例え
ば、Ｒの画素は、１／８を非点灯領域５２とし、Ｇの画素は、１／６を非点灯領域５２と
し、Ｂの画素は、１／１０を非点灯領域５２と、それぞれの色により変化させてもよい。
また、ＲＧＢの色で個別に非点灯領域５２（あるいは点灯領域５３）を調整できるように
してもよい。これらを実現するためには、Ｒ、Ｇ、Ｂで個別のゲート信号線１７ｂが必要
になる。しかし、以上のＲＧＢの個別調整を可能にすることにより、ホワイトバランスを
調整することが可能になり、各階調において色のバランス調整が容易になる（図４１を参
照のこと）。
【０１９５】
　図１３（ｂ）に図示するように、書き込み画素行５１ａを含む画素行を非点灯領域５２
とし、書き込み画素行５１ａよりも上画面のＳ／Ｎ（時間的には１Ｆ／Ｎ）の範囲を表示
領域５３とする（画面を下から上に走査する場合は、その逆となる）。画像表示状態は、
表示領域５３が帯状になって、画面の上から下に移動する。
【０１９６】
　図１３の表示では、１つの表示領域５３が画面の上から下方向に移動する。フレームレ
ートが低いと、表示領域５３が移動するのが視覚的に認識される。特に、まぶたを閉じた
時、あるいは顔を上下に移動させた時などに認識されやすくなる。
【０１９７】
　この課題に対しては、図１６に図示するように、表示領域５３を複数に分割するとよい
。この分割された総和がＳ（Ｎ－１）／Ｎの面積となれば、図１３の明るさと同等になる
。なお、分割された表示領域５３は等しく（等分に）する必要はない。また、同様に分割
された非表示領域５２も等しくする必要はない。
【０１９８】
　以上のように、表示領域５３を複数に分割することにより画面のちらつきは減少する。
したがって、フリッカの発生はなく、良好な画像表示を実現できる。なお、分割はもっと
細かくしてもよい。しかし、分割するほど動画表示性能は低下することになる。
【０１９９】
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　図１７はゲート信号線１７の電圧波形およびＥＬの発光輝度を図示している。図１７で
明らかなように、ゲート信号線１７ｂをＶｇｌにする期間（１Ｆ／Ｎ）を複数に分割（分
割数Ｋ）している。つまり、Ｖｇｌにする期間は１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＫ回実施する
。このように制御すれば、フリッカの発生を抑制でき、低フレームレートの画像表示を実
現できる。また、この画像の分割数も可変できるように構成することが好ましい。たとえ
ば、ユーザーが明るさ調整スイッチを押すことにより、あるいは明るさ調整ボリウムを回
すことにより、この変化を検出してＫの値を変更してもよい。また、ユーザーが輝度を調
整するように構成してもよい。表示する画像の内容、データにより手動で、あるいは自動
的に変化させるように構成してもよい。
【０２００】
　なお、図１７などにおいて、ゲート信号線１７ｂをＶｇｌにする期間（１Ｆ／Ｎ）を複
数に分割（分割数Ｋ）し、１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＫ回実施することとしたがこれに限
定されるわけではない。１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＬ（Ｌ≠Ｋ）回実施してもよい。つま
り、本発明は、ＥＬ素子１５に流す期間（時間）を制御することにより画像を表示するも
のである。したがって、１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＬ（Ｌ≠Ｋ）回実施することは本発明
の技術的思想に含まれる。また、Ｌの値を変化させることにより、画像５０の輝度をデジ
タル的に変更することができる。たとえば、Ｌ＝２とＬ＝３では５０％の輝度（コントラ
スト）変化となる。また、画像の表示領域５３を分割する時、ゲート信号線１７ｂをＶｇ
ｌにする期間は同一期間に限定するものではない。
【０２０１】
　以上の実施例は、ＥＬ素子１５に流れる電流を遮断し、また、ＥＬ素子に流れる電流を
接続することにより、表示画面５０をオンオフ（点灯、非点灯）するものであった。つま
り、コンデンサ１９に保持された電荷によりトランジスタ１１ａに複数回、略同一の電流
を流すものである。しかし、本発明はこれに限定するものではない。たとえば、コンデン
サ１９に保持された電荷を充放電させることにより、表示画面５０をオンオフ（点灯、非
点灯）する方式でもよい。
【０２０２】
　図１８は図１６の画像表示状態を実現するための、ゲート信号線１７に印加する電圧波
形を示している。図１８と図１５の差異は、ゲート信号線１７ｂの動作である。ゲート信
号線１７ｂは画面を分割する個数に対応して、その個数分だけオンオフ（ＶｇｌとＶｇｈ
）動作する。他の点は図１５と同一であるので説明を省略する。
【０２０３】
　ＥＬ表示装置では黒表示は完全に非点灯であるから、液晶表示パネルを間欠表示した場
合のように、コントラストの低下はない。また、図１に示す構成においては、トランジス
タ１１ｄをオンオフ操作するだけで間欠表示を実現できる。また、図３８、図５１の構成
においては、トランジスタ素子１１ｅをオンオフ操作するだけで、間欠表示を実現するこ
とができる。これは、コンデンサ１９に画像データがメモリ（アナログ値であるから階調
数は無限大）されているからである。つまり、各画素１６に、画像データは１Ｆの期間中
は保持されている。この保持されている画像データに相当する電流をＥＬ素子１５に流す
か否かをトランジスタ１１ｄ、１１ｅの制御により実現しているのである。したがって、
以上の駆動方法は、電流駆動方式に限定されるものではなく、電圧駆動方式にも適用でき
るものである。つまり、ＥＬ素子１５に流す電流が各画素内で保存している構成において
、ＥＬ素子１５間の電流経路において駆動用トランジスタ１１をオンオフすることにより
、間欠駆動を実現するものである。
【０２０４】
　コンデンサ１９の端子電圧を維持することは重要である。１フィールド（フレーム）期
間でコンデンサ１９の端子電圧が変化（充放電）すると、画面輝度が変化し、フレームレ
ートが低下した時にちらつき（フリッカなど）が発生するからである。トランジスタ１１
ａが１フレーム（１フィールド）期間でＥＬ素子１５に流す電流は、少なくとも６５％以
下に低下しないようにする必要がある。この６５％とは、画素１６に書き込み、ＥＬ素子
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１５に流す電流の最初が１００％とした時、次のフレーム（フィールド）で前記画素１６
に書き込む直前のＥＬ素子１５に流す電流を６５％以上とすることである。
【０２０５】
　図１の画素構成では、間欠表示を実現する場合としない場合とでは、１画素を構成する
トランジスタ１１の個数に変化はない。つまり、画素構成はそのままで、ソース信号線１
８の寄生容量の影響を除去し、良好な電流プログラムを実現している。その上、ＣＲＴに
近い動画表示を実現しているのである。
【０２０６】
　また、ゲートドライバ１２の動作クロックはソースドライバ１４の動作クロックに比較
して十分に遅いため、回路のメインクロックが高くなるということはない。また、Ｎの値
の変更も容易である。
【０２０７】
　なお、画像表示方向（画像書き込み方向）は、１フィールド（１フレーム）目では画面
の上から下方向とし、つぎの第２フィールド（フレーム）目では画面の下から上方向とし
てもよい。つまり、上から下方向と、下から上方向とを交互に繰り返すようにしてもよい
。
【０２０８】
　さらに、１フィールド（１フレーム）目では画面の上から下方向とし、いったん、全画
面を黒表示（非表示）とした後、つぎの第２フィールド（フレーム）目では画面の下から
上方向としてもよい。また、いったん、全画面を黒表示（非表示）としてもよい。
【０２０９】
　なお、以上の駆動方法の説明では、画面の書き込み方法を画面の上から下あるいは下か
ら上としたが、これに限定するものではない。画面の書き込み方向は絶えず、画面の上か
ら下あるいは下から上と固定し、非表示領域５２の動作方向を１フィールド目では画面の
上から下方向とし、つぎの第２フィールド目では画面の下から上方向としてもよい。また
、１フレームを３フィールドに分割し、第１のフィールドではＲ、第２のフィールドでは
Ｇ、第３のフィールドではＢとして、３フィールドで１フレームを形成するとしてもよい
。また、１水平走査期間（１Ｈ）ごとに、Ｒ、Ｇ、Ｂを切り替えて表示してもよい。以上
の事項は他の本発明の実施例でも同様である。
【０２１０】
　非表示領域５２は完全に非点灯状態である必要はない。微弱な発光あるいはうっすらと
した画像表示があっても実用上は問題ない。つまり、画像表示領域５３よりも表示輝度が
低い領域と解釈するべきである。また、非表示領域５２とは、Ｒ、Ｇ、Ｂ画像表示のうち
、１色または２色のみが非表示状態という場合も含まれる。
【０２１１】
　基本的には表示領域５３の輝度（明るさ）が所定値に維持される場合、表示領域５３の
面積が広くなるほど、画面５０の輝度は高くなる。たとえば、表示領域５３の輝度が１０
０（ｎｔ）の場合、表示領域５３が全画面５０に占める割合が１０％から２０％にすれば
、画面の輝度は２倍となる。したがって、全画面５０に占める表示領域５３の面積を変化
させることにより、画面の表示輝度を変化することができる。
【０２１２】
　表示領域５３の面積はシフトレジスタ６１へのデータパルス（ＳＴ２）を制御すること
により、任意に設定できる。また、データパルスの入力タイミング、周期を変化させるこ
とにより、図１６の表示状態と図１３の表示状態とを切り替えることができる。１Ｆ周期
でのデータパルス数を多くすれば、画面５０は明るくなり、少なくすれば、画面５０は暗
くなる。また、連続してデータパルスを印加すれば図１３の表示状態となり、間欠にデー
タパルスを入力すれば図１６の表示状態となる。
【０２１３】
　図１９（ａ）は図１３のように表示領域５３が連続している場合の明るさ調整方式を説
明している。図１９（ａ１）の画面５０の表示輝度が最も明るい。図１９（ａ２）の画面
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５０の表示輝度が次に明るく、図１９（ａ３）の画面５０の表示輝度が最も暗い。図１９
（ａ１）から図１９（ａ３）への変化（あるいはその逆）は、先にも記載したようにゲー
トドライバ１２のシフトレジスタ回路６１などの制御により、容易に実現できる。この際
、図１のＶｄｄ電圧は変化させる必要がない。つまり、電源電圧を変化させずに表示画面
５０の輝度変化を実施できる。また、図１９（ａ１）から図１９（ａ３）への変化の際、
画面のガンマ特性は全く変化しない。したがって、画面５０の輝度によらず、表示画像の
コントラスト、階調特性が維持される。これは本発明の効果のある特徴である。従来の画
面の輝度調整では、画面５０の輝度が低いときは、階調性能が低下する。つまり、高輝度
表示の時は６４階調表示を実現できても、低輝度表示の時は、半分以下の階調数しか表示
できない場合がほとんどである。これに比較して、本発明の駆動方法では、画面の表示輝
度に依存せず、最高の６４階調表示を実現できる。
【０２１４】
　図１９（ｂ）は図１６のように表示領域５３が分散している場合の明るさ調整方式を説
明している。図１９（ｂ１）の画面５０の表示輝度が最も明るい。図１９（ｂ２）の画面
５０の表示輝度が次に明るく、図１９（ｂ３）の画面５０の表示輝度が最も暗い。図１９
（ｂ１）から図１９（ｂ３）への変化（あるいはその逆）は、先にも記載したようにゲー
トドライバ１２のシフトレジスタ回路６１などの制御により、容易に実現できる。図１９
（ｂ）のように表示領域５３を分散させれば、低フレームレートでもフリッカが発生しな
い。
【０２１５】
　さらに低フレームレートでも、フリッカが発生しないようにするには、図１９（ｃ）の
ように表示領域５３を細かく分散させればよい。しかし、動画の表示性能は低下する。し
たがって、動画を表示するには、図１９（ａ）の駆動方法が適している。静止画を表示し
、低消費電力化を要望する時は、図１９（ｃ）の駆動方法が適している。図１９（ａ）か
ら図１９（ｃ）の駆動方法の切り替えも、シフトレジスタ６１の制御により容易に実現で
きる。
【０２１６】
　図２０はソース信号線１８に流れる電流を増大させる他の実施例の説明図である。基本
的に複数の画素行を同時に選択し、複数の画素行をあわせた電流でソース信号線１８の寄
生容量などを充放電し電流書き込み不足を大幅に改善する方式である。ただし、複数の画
素行を同時に選択するため、１画素あたりの駆動する電流を減少させることができる。し
たがって、ＥＬ素子１５に流れる電流を減少させることができる。ここで、説明を容易に
するため、一例として、Ｎ＝１０として説明する（ソース信号線１８に流す電流を１０倍
にする）。
【０２１７】
　図２０に示すように、本発明では、Ｋ行の画素行を同時に選択する。ソースドライバ１
４からは所定電流のＮ倍電流をソース信号線１８に印加する。各画素にはＥＬ素子１５に
流す電流のＮ／Ｋ倍の電流がプログラムされる。ＥＬ素子１５を所定の発光輝度とするた
めに、ＥＬ素子１５に流れる時間を１フレーム（１フィールド）のＫ／Ｎ時間にする。こ
のように駆動することにより、ソース信号線１８の寄生容量を十分に充放電でき、良好な
解像度で所定の発光輝度を得ることができる。
【０２１８】
　つまり、１フレーム（１フィールド）のＫ／Ｎの期間の間だけ、ＥＬ素子１５に電流を
流し、他の期間（１Ｆ（Ｎ－１）Ｋ／Ｎ）は電流を流さない。この表示状態では１Ｆごと
に画像データ表示、黒表示（非点灯）が繰り返し表示される。つまり、画像データの表示
状態が時間的に飛び飛び表示（間欠表示）状態となる。したがって、画像の輪郭ぼけがな
くなり良好な動画表示を実現できる。また、ソース信号線１８にはＮ倍の電流で駆動する
ため、寄生容量の影響を受けず、高精細表示パネルにも対応できる。
【０２１９】
　図２１は、図２０の駆動方法を実現するための駆動波形の説明図である。信号波形はオ
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フ電圧をＶｇｈ（Ｈレベル）とし、オン電圧をＶｇｌ（Ｌレベル）としている。各信号線
の添え字は画素行の行番号（（１）（２）（３）など）を記載している。なお、行数はＱ
ＣＩＦ表示パネルの場合は２２０本であり、ＶＧＡパネルでは４８０本である。
【０２２０】
　図２１において、ゲート信号線１７ａ（１）が選択され（Ｖｇｌ電圧）、選択された画
素行のトランジスタ１１ａからソースドライバ１４に向かってソース信号線１８にプログ
ラム電流が流れる。ここでは説明を容易にするため、まず、書き込み画素行５１ａが１行
目の画素行であるとして説明する。
【０２２１】
　また、ソース信号線１８に流れるプログラム電流は所定値のＮ倍（説明を容易にするた
め、Ｎ＝１０として説明する。もちろん、所定値とは画像を表示するデータ電流であるか
ら、白ラスター表示などでない限り固定値ではない。）である。また、５画素行が同時に
選択（Ｋ＝５）として説明をする。したがって、理想的には１つの画素のコンデンサ１９
には２倍（Ｎ／Ｋ＝１０／５＝２）に電流がトランジスタ１１ａに流れるようにプログラ
ムされる。
【０２２２】
　書き込み画素行が（１）画素行目である時、図２１で図示したように、ゲート信号線１
７ａは（１）（２）（３）（４）（５）が選択されている。つまり、画素行（１）（２）
（３）（４）（５）のスイッチングトランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオン状態
である。また、ゲート信号線１７ｂはゲート信号線１７ａの逆位相となっている。したが
って、画素行（１）（２）（３）（４）（５）のスイッチングトランジスタ１１ｄがオフ
状態であり、対応する画素行のＥＬ素子１５には電流が流れていない。つまり、非点灯状
態５２である。
【０２２３】
　理想的には、５画素のトランジスタ１１ａが、それぞれＩｗ×２の電流をソース信号線
１８に流す（つまり、ソース信号線１８にはＩｗ×２×Ｎ＝Ｉｗ×２×５＝Ｉｗ×１０。
したがって、本発明のＮ倍パルス駆動を実施しない場合が所定電流Ｉｗとすると、Ｉｗの
１０倍の電流がソース信号線１８に流れる）。
【０２２４】
　以上の動作（駆動方法）により、各画素１６のコンデンサ１９には、２倍の電流がプロ
グラムされる。ここでは、理解を容易にするため、各トランジスタ１１ａは特性（Ｖｔ、
Ｓ値）が一致しているとして説明をする。
【０２２５】
　同時に選択する画素行が５画素行（Ｋ＝５）であるから、５つの駆動用トランジスタ１
１ａが動作する。つまり、１画素あたり、１０／５＝２倍の電流がトランジスタ１１ａに
流れる。ソース信号線１８には、５つのトランジスタ１１ａのプログラム電流を加えた電
流が流れる。たとえば、書き込み画素行５１ａに、本来、書き込む電流Ｉｗとし、ソース
信号線１８には、Ｉｗ×１０の電流を流す。書き込み画素行（１）より以降に画像データ
を書き込む書き込み画素行５１ｂは、ソース信号線１８への電流量を増加させるため、補
助的に用いる画素行である。しかし、書き込み画素行５１ｂは後に正規の画像データが書
き込まれるので問題がない。
【０２２６】
　したがって、４画素行５１ｂにおいて、１Ｈ期間の間は５１ａと同一表示である。その
ため、書き込み画素行５１ａと電流を増加させるために選択した画素行５１ｂとを少なく
とも非表示状態５２とするのである。ただし、図３８のようなカレントミラーの画素構成
、その他の電圧プログラム方式の画素構成では表示状態としてもよい。
【０２２７】
　１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（１）は非選択となり、ゲート信号線１７ｂにはオン
電圧（Ｖｇｌ）が印加される。また、同時に、ゲート信号線１７ａ（６）が選択され（Ｖ
ｇｌ電圧）、選択された画素行（６）のトランジスタ１１ａからソースドライバ１４に向
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かってソース信号線１８にプログラム電流が流れる。このように動作することにより、画
素行（１）には正規の画像データが保持される。
【０２２８】
　次の、１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（２）は非選択となり、ゲート信号線１７ｂに
はオン電圧（Ｖｇｌ）が印加される。また、同時に、ゲート信号線１７ａ（７）が選択さ
れ（Ｖｇｌ電圧）、選択された画素行（７）のトランジスタ１１ａからソースドライバ１
４に向かってソース信号線１８にプログラム電流が流れる。このように動作することによ
り、画素行（２）には正規の画像データが保持される。１画素行ずつシフトしながら走査
して以上の動作を行うことにより１画面が書き換えられる。
【０２２９】
　図２０の駆動方法では、各画素において２倍の電流（電圧）がプログラムされるため、
各画素のＥＬ素子１５の発光輝度は理想的には２倍となる。したがって、表示画面の輝度
は所定値よりも２倍となる。これを所定の輝度とするためには、図１６に図示するように
、書き込み画素行５１を含み、かつ表示領域５０の１／２の範囲を非表示領域５２とすれ
ばよい。
【０２３０】
　図１３と同様に、図２０のように１つの表示領域５３が画面の上から下方向に移動した
場合、フレームレートが低いと、表示領域５３が移動する様子が視覚的に認識される。特
に、まぶたを閉じた時、あるいは顔を上下に移動させた時などに認識されやすくなる。
【０２３１】
　この課題に対しては、図２２に図示するように、表示領域５３を複数に分割するとよい
。分割された非表示領域５２を加えた部分がＳ（Ｎ－１）／Ｎの面積となれば、分割しな
い場合と同一となる。
【０２３２】
　図２３はゲート信号線１７に印加する電圧波形である。図２１と図２３との差異は、基
本的にはゲート信号線１７ｂの動作である。ゲート信号線１７ｂは画面を分割する個数に
対応して、その個数分だけオンオフ（ＶｇｌとＶｇｈ）動作する。他の点は図２１とほぼ
同一あるいは類推できるので説明を省略する。
【０２３３】
　以上のように、表示領域５３を複数に分割することにより画面のちらつきは減少する。
したがって、フリッカの発生はなく、良好な画像表示を実現できる。なお、分割はもっと
細かくしてもよい。分割すればするほどフリッカは軽減する。特にＥＬ素子１５の応答性
は速いため、５μsecよりも小さい時間でオンオフしても、表示輝度の低下はない。
【０２３４】
　本発明の駆動方法において、ＥＬ素子１５のオンオフは、ゲート信号線１７ｂに印加す
る信号のオンオフで制御できる。そのため、クロック周波数はＫＨｚオーダーの低周波数
で制御が可能である。また、黒画面挿入（非表示領域５２挿入）を実現するのには、画像
メモリなどを必要としない。したがって、低コストで本発明の駆動回路あるいは方法を実
現できる。
【０２３５】
　図２４は同時に選択する画素行が２画素行の場合である。発明者等が検討した結果によ
ると、低温ポリシリコン技術で形成した表示パネルでは、２画素行を同時に選択する方法
は表示均一性が実用的であった。これは、隣接する画素の駆動用トランジスタ１１ａの特
性が極めて一致しているためと推定される。また、レーザーアニールする際に、ストライ
プ状のレーザーの照射方向はソース信号線１８と平行に照射することで良好な結果が得ら
れた。
【０２３６】
　これは同一時間にアニールされる範囲の半導体膜は、その特性が均一となるためである
。つまり、ストライプ状のレーザー照射範囲内では半導体膜が均一に作製され、この半導
体膜を利用したトランジスタのＶｔ、モビリティがほぼ等しくなるためである。したがっ
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て、ソース信号線１８の形成方向と平行にストライプ状のレーザーショットを照射し、こ
の照射位置を移動させることにより、ソース信号線１８に沿った画素（画素列、画面の上
下方向の画素）の特性はほぼ等しく作製される。したがって、複数の画素行を同時にオン
させて電流プログラムを行った場合、同時に選択された複数の画素行には、プログラム電
流を選択された画素行数で割った電流が、ほぼ同一にプログラムされる。したがって、目
標値に近い電流プログラムを実施でき、均一表示を実現できる。したがって、レーザーシ
ョット方向と図２４などで説明する駆動方式とは相乗効果がある。
【０２３７】
　以上のように、レーザーショットの方向をソース信号線１８の形成方向と略一致させる
ことにより、画素の上下方向のトランジスタ１１ａの特性がほぼ同一になり、良好な電流
プログラムを実施することができる（画素の左右方向のトランジスタ１１ａの特性が一致
していなくとも）。以上の動作は、１Ｈ（１水平走査期間）に同期して、１画素行あるい
は複数画素行ずつ選択画素行の位置をずらして実施する。なお、本発明は、レーザーショ
ットの方向をソース信号線１８と平行にするとしたが、必ずしも平行でなくともよい。ソ
ース信号線１８に対して斜め方向にレーザーショットを照射しても１つのソース信号線１
８に沿った画素の上下方向のトランジスタ１１ａの特性はほぼ一致して形成されるからあ
る。したがって、ソース信号線に平行にレーザーショットを照射するということは、ソー
ス信号線１８の配線方向（上下方向）に隣接した任意の画素を、１つのレーザー照射範囲
に入るように形成するということである。また、ソース信号線１８とは一般的には、画像
信号となるプログラム電流あるいは電圧を伝達する配線である。
【０２３８】
　なお、本発明の実施例では１Ｈごとに、書き込み画素行位置をシフトさせることとした
が、これに限定されるわけではなく、２Ｈごとにシフトしてもよく、また、それ以上の画
素行ごとにシフトさせてもよい。また、任意の時間単位でシフトしてもよい。さらに、画
面位置に応じて、シフトする時間を変化させてもよい。たとえば、画面の中央部でのシフ
ト時間を短くし、画面の上下部でシフト時間を長くしてもよい。また、フレームごとにシ
フト時間を変化させてもよい。また、連続した複数画素行を選択することに限定するもの
ではない。例えば、１画素行へだてた画素行を選択してもよい。つまり、第１番目の水平
走査期間に第１番目の画素行と第３番目の画素行とを選択し、第２番目の水平走査期間に
第２番目の画素行と第４番目の画素行とを選択し、第３番目の水平走査期間に第３番目の
画素行と第５番目の画素行とを選択し、第４番目の水平走査期間に第４番目の画素行と第
６番目の画素行とを選択するといった駆動方法である。もちろん、第１番目の水平走査期
間に第１番目の画素行と第３番目の画素行と第５番目の画素行とを選択するという駆動方
法も技術的範疇である。もちろん、複数画素行へだてた画素行位置を選択してもよい。
【０２３９】
　なお、以上のレーザーショット方向と、複数本の画素行を同時に選択するという組み合
わせは、図１、図２、図３２の画素構成のみに限定されるものではなく、カレントミラー
の画素構成である図３８、図４２、図５０などの他の電流駆動方式の画素構成にも適用で
きることはいうまでもない。また、図４３、図５１、図５４、図６２などの電圧駆動の画
素構成にも適用できる。なぜなら、上下方向に隣接する画素のトランジスタの特性が一致
していれば、同一のソース信号線１８に印加した電圧値により良好な電圧プログラムを実
施できるからである。
【０２４０】
　図２４において、書き込み画素行が１行目である場合、ゲート信号線１７ａは（１）（
２）が選択されている（図２５を参照のこと）。つまり、画素行（１）（２）のスイッチ
ングトランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオン状態である。また、ゲート信号線１
７ｂはゲート信号線１７ａの逆位相となっている。したがって、少なくとも画素行（１）
（２）のスイッチングトランジスタ１１ｄがオフ状態であり、対応する画素行のＥＬ素子
１５には電流が流れていない。したがって、かかる画素行は非点灯状態５２となる。なお
、図２４では、フリッカの発生を低減するため、表示領域５３を５分割している。
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【０２４１】
　理想的には、２画素（行）のトランジスタ１１ａが、それぞれＩｗ×５（Ｎ＝１０の場
合。つまり、Ｋ＝２であるから、ソース信号線１８に流れる電流はＩｗ×Ｋ×５＝Ｉｗ×
１０となる）の電流をソース信号線１８に流す。そして、各画素１６のコンデンサ１９に
は、５倍の電流がプログラムされる。
【０２４２】
　同時に選択する画素行が２画素行（Ｋ＝２）であるから、２つの駆動用トランジスタ１
１ａが動作する。つまり、１画素あたり、１０／２＝５倍の電流がトランジスタ１１ａに
流れる。ソース信号線１８には、２つのトランジスタ１１ａのプログラム電流を加えた電
流が流れる。
【０２４３】
　たとえば、書き込み画素行５１ａに、本来、書き込む電流Ｉｄを流し、ソース信号線１
８には、Ｉｗ×１０の電流を流す。書き込み画素行５１ｂは後に正規の画像データが書き
込まれるので問題がない。画素行５１ｂは、１Ｈ期間の間は５１ａと同一表示である。そ
のため、書き込み画素行５１ａと電流を増加させるために選択した画素行５１ｂとを少な
くとも非表示状態５２とするのである。
【０２４４】
　次の、１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（１）は非選択となり、ゲート信号線１７ｂに
はオン電圧（Ｖｇｌ）が印加される。また、同時に、ゲート信号線１７ａ（３）が選択さ
れ（Ｖｇｌ電圧）、選択された画素行（３）のトランジスタ１１ａからソースドライバ１
４に向かってソース信号線１８にプログラム電流が流れる。このように動作することによ
り、画素行（１）には正規の画像データが保持される。
【０２４５】
　次の、１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（２）は非選択となり、ゲート信号線１７ｂに
はオン電圧（Ｖｇｌ）が印加される。また、同時に、ゲート信号線１７ａ（４）が選択さ
れ（Ｖｇｌ電圧）、選択された画素行（４）のトランジスタ１１ａからソースドライバ１
４に向かってソース信号線１８にプログラム電流が流れる。このように動作することによ
り、画素行（２）には正規の画像データが保持される。１画素行ずつシフト（もちろん、
複数画素行ずつシフトしてもよい。たとえば、擬似インターレース駆動であれば、２行ず
つシフトするであろう。また、画像表示の観点から、複数の画素行に同一画像を書き込む
場合もあるであろう）しながら走査して以上の動作を行うことにより１画面が書き換えら
れる。
【０２４６】
　図１６と同様であるが、図２４の駆動方法では、各画素には５倍の電流（電圧）でプロ
グラムを行うため、各画素のＥＬ素子１５の発光輝度は理想的には５倍となる。したがっ
て、表示領域５３の輝度は所定値の５倍となる。これを所定の輝度とするためには、図１
６などに図示するように、書き込み画素行５１を含み、かつ表示画面５０の１／５の範囲
を非表示領域５２とすればよい。
【０２４７】
　図２７に図示するように、２本の書き込み画素行５１（５１ａ、５１ｂ）が選択され、
画面５０の上辺から下辺に順次選択されていく（図２６も参照のこと。図２６では画素行
１６ａと１６ｂが選択されている）。しかし、図２７（ｂ）のように、画面の下辺までく
ると書き込み画素行５１ａは存在するが、５１ｂはなくなる。つまり、選択する画素行が
１本しかなくなる。そのため、ソース信号線１８に印加された電流は、すべて画素行５１
ａに書き込まれる。したがって、画素行５１ａに比較して、２倍の電流が画素にプログラ
ムされてしまう。
【０２４８】
　この課題に対して、本発明は、図２７（ｂ）に図示するように画面５０の下辺にダミー
画素行２８１を形成（配置）している。したがって、選択画素行が画面５０の下辺まで選
択された場合は、画面５０の最終画素行とダミー画素行２８１が選択される。そのため、
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図２７（ｂ）の書き込み画素行には、規定どおりの電流が書き込まれる。なお、ダミー画
素行２８１は表示領域５０の上端あるいは下端に隣接して形成したように図示したが、こ
れに限定するものではない。表示領域５０から離れた位置に形成されていてもよい。また
、ダミー画素行２８１は、図１のスイッチングトランジスタ１１ｄ、ＥＬ素子１５などは
形成する必要はない。これらを形成しないことにより、ダミー画素行２８１のサイズを小
さくすることができる。
【０２４９】
　図２８は図２７（ｂ）の状態を示している。図２８で明らかなように、選択画素行が画
面５０の下辺の画素１６ｃ行まで選択された場合は、画面５０の最終画素行２８１が選択
される。ダミー画素行２８１は表示領域５０外に配置する。つまり、ダミー画素行２８１
は点灯しない、あるいは点灯させない、もしくは点灯しても表示として見えないように構
成する。たとえば、画素電極とトランジスタ１１とのコンタクトホールをなくすとか、ダ
ミー画素行にはＥＬ膜を形成しないなどである。
【０２５０】
　図２７では、画面５０の下辺にダミー画素（行）２８１を設ける（形成する、配置する
）としたが、これに限定するものではない。たとえば、図２９（ａ）に図示するように、
画面の下辺から上辺に走査する（上下逆転走査）する場合は、図２９（ｂ）に図示するよ
うに画面５０の上辺にもダミー画素行２８１を形成すべきである。つまり、画面５０の上
辺および下辺のそれぞれにダミー画素行２８１を形成（配置）する。以上のように構成す
ることにより、画面の上下反転走査にも対応できるようになる。
【０２５１】
　以上の実施例は、２画素行を同時に選択する場合であった。しかし、本発明はこれに限
定されるものではなく、たとえば、５画素行を同時選択する方式（図２３を参照のこと）
でもよい。つまり、５画素行同時駆動の場合は、ダミー画素行２８１は４行分形成すれば
よい。本発明のダミー画素行構成あるいはダミー画素行駆動は、少なくとも１つ以上のダ
ミー画素行を用いる方式である。もちろん、ダミー画素行駆動方法とＮ倍パルス駆動とを
組み合わせて用いることが好ましい。
【０２５２】
　複数本の画素行を同時に選択する駆動方法では、同時に選択する画素行数が増加するほ
ど、トランジスタ１１ａの特性バラツキを吸収することが困難になる。しかし、選択本数
が低下すると、１画素にプログラムする電流が大きくなり、ＥＬ素子１５に大きな電流を
流すことになる。ＥＬ素子１５に流す電流が大きいとＥＬ素子１５が劣化しやすくなる。
【０２５３】
　図３０はこの課題を解決するものである。図３０に示した本発明の基本概念は、１／２
Ｈ（水平走査期間の１／２）は、図２２、図２９で説明したように、複数の画素行を同時
に選択する方法である。その後の１／２Ｈ（水平走査期間の１／２）は図５、図１３など
で説明したように、１画素行を選択する方法を組み合わせたものである。このように組み
合わせた場合、トランジスタ１１ａの特性バラツキが吸収されるため、高速にかつ面内均
一性を良好にすることができる。
【０２５４】
　図３０において、説明を容易にするため、第１の期間では５画素行を同時に選択し、第
２の期間では１画素行を選択するとして説明をする。まず、第１の期間（前半の１／２Ｈ
）では、図３０（ａ１）に図示するように、５画素行を同時に選択する。この動作は図２
２を用いて説明したので省略する。一例としてソース信号線１８に流す電流は所定値の２
５倍とする。したがって、各画素１６のトランジスタ１１ａ（図１の画素構成の場合）に
は５倍の電流（２５／５画素行＝５）がプログラムされる。２５倍の電流であるから、ソ
ース信号線１８などに発生する寄生容量は極めて短期間に充放電される。したがって、ソ
ース信号線１８の電位は、短時間で目標の電位となり、各画素１６のコンデンサ１９の端
子電圧も５倍電流を流すようにプログラムされる。この２５倍電流の印加時間は前半の１
／２Ｈ（１水平走査期間の１／２）とする。
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【０２５５】
　当然のことながら、書き込み画素行の５画素行は同一画像データが書き込まれるため、
表示を行わないように５画素行のトランジスタ１１ｄはオフ状態とされる。したがって、
表示状態は図３０（ａ２）に示すとおりとなる。
【０２５６】
　次の後半の１／２Ｈ期間は、１画素行を選択し、電流（電圧）プログラムを行う。この
状態を図３０（ｂ１）に図示している。書き込み画素行５１ａは先と同様に５倍の電流を
流すように電流（電圧）プログラムされる。図３０（ａ１）と図３０（ｂ１）とで各画素
に流す電流を同一にするのは、プログラムされたコンデンサ１９の端子電圧の変化を小さ
くして、より高速に目標の電流を流せるようにするためである。
【０２５７】
　つまり、図３０（ａ１）で、複数の画素に電流を流し、高速に概略の電流が流れる値ま
で近づける。この第１の段階では、複数のトランジスタ１１ａでプログラムしているため
、目標値に対してトランジスタのバラツキによる誤差が発生している。次の第２の段階で
、データを書き込みかつ保持する画素行のみを選択して、概略の目標値から、所定の目標
値まで完全なプログラムを行うのである。
【０２５８】
　なお、非点灯領域５２を画面の上から下方向に走査し、また、書き込み画素行５１ａも
画面の上から下方向に走査することは図１３などの実施例と同様であるので説明を省略す
る。
【０２５９】
　図３１は図３０の駆動方法を実現するための駆動波形である。図３１でわかるように、
１Ｈ（１水平走査期間）は２つのフェーズで構成されている。この２つのフェーズはＩＳ
ＥＬ信号で切り替える。ＩＳＥＬ信号は図３１に図示している。
【０２６０】
　まず、ＩＳＥＬ信号について説明をしておく。図３０を実施するドライバ回路１４は、
第１電流出力回路と第２電流出力回路とを具備している。これらの第１および第２電流出
力回路は、８ビットの階調データをＤＡ変換するＤＡ回路およびオペアンプなどから構成
される。図３０の実施例では、第１電流出力回路は２５倍の電流を出力するように構成さ
れている。一方、第２電流出力回路は５倍の電流を出力するように構成されている。第１
電流出力回路および第２電流出力回路の出力はＩＳＥＬ信号により電流出力部に形成（配
置）されたスイッチ回路が制御され、ソース信号線１８に印加される。これらの第１およ
び第２電流出力回路は各ソース信号線に配置されている。
【０２６１】
　ＩＳＥＬ信号は、Ｌレベルの時、２５倍電流を出力する第１電流出力回路が選択されて
ソース信号線１８からの電流をソースドライバ１４が吸収する（より適切には、ソースド
ライバ１４内に形成された第１電流出力回路が吸収する）。２５倍、５倍などの第１およ
び第２電流出力回路電流の大きさ調整は容易である。複数の抵抗とアナログスイッチで容
易に構成できるからである。
【０２６２】
　図３０に示すように書き込み画素行が１行目である時（図３０の１Ｈの欄を参照）、ゲ
ート信号線１７ａは（１）（２）（３）（４）（５）が選択されている（図１の画素構成
の場合）。つまり、画素行（１）（２）（３）（４）（５）のスイッチングトランジスタ
１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオン状態である。また、ＩＳＥＬがＬレベルであるから、
２５倍電流を出力する第１電流出力回路が選択され、ソース信号線１８と接続されている
。また、ゲート信号線１７ｂには、オフ電圧（Ｖｇｈ）が印加されている。したがって、
画素行（１）（２）（３）（４）（５）のスイッチングトランジスタ１１ｄがオフ状態で
あり、対応する画素行のＥＬ素子１５には電流が流れていない。つまり、非点灯状態５２
である。
【０２６３】
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　理想的には、５画素のトランジスタ１１ａが、それぞれＩｗ×２の電流をソース信号線
１８に流す。そして、各画素１６のコンデンサ１９には、５倍の電流がプログラムされる
。ここでは、理解を容易にするため、各トランジスタ１１ａは特性（Ｖｔ、Ｓ値）が一致
しているとして説明をする。
【０２６４】
　同時に選択する画素行が５画素行（Ｋ＝５）であるから、５つの駆動用トランジスタ１
１ａが動作する。つまり、１画素あたり、２５／５＝５倍の電流がトランジスタ１１ａに
流れる。ソース信号線１８には、５つのトランジスタ１１ａのプログラム電流を加えた電
流が流れる。たとえば、書き込み画素行５１ａに、従来の駆動方法で画素に書き込む電流
Ｉｗとする時、ソース信号線１８には、Ｉｗ×２５の電流を流す。書き込み画素行（１）
より以降に画像データを書き込む書き込み画素行５１ｂソース信号線１８への電流量を増
加させるため、補助的に用いる画素行である。しかし、書き込み画素行５１ｂは後に正規
の画像データが書き込まれるので問題がない。
【０２６５】
　したがって、画素行５１ｂは、１Ｈ期間の間は書き込み画素行５１ａと同一表示である
。そのため、書き込み画素行５１ａと電流を増加させるために選択した画素行５１ｂとを
少なくとも非表示状態５２とするのである。
【０２６６】
　次の１／２Ｈ（水平走査期間の１／２）では、書き込み画素行５１ａのみを選択する。
つまり、１行目のみを選択する。図３１で明らかなように、ゲート信号線１７ａ（１）の
みが、オン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、ゲート信号線１７ａ（２）（３）（４）（５）は
オフ（Ｖｇｈ）が印加されている。したがって、画素行（１）のトランジスタ１１ａは動
作状態（ソース信号線１８に電流を供給している状態）であるが、画素行（２）（３）（
４）（５）のスイッチングトランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオフ状態である。
つまり、非選択状態である。また、ＩＳＥＬがＨレベルであるから、５倍電流を出力する
電流出力回路Ｂが選択され、この電流出力回路Ｂとソース信号線１８とが接続されている
。また、ゲート信号線１７ｂの状態は先の１／２Ｈの状態と変化がなく、オフ電圧（Ｖｇ
ｈ）が印加されている。したがって、画素行（１）（２）（３）（４）（５）のスイッチ
ングトランジスタ１１ｄがオフ状態であり、対応する画素行のＥＬ素子１５には電流が流
れていない。よって、かかる画素行は非点灯状態５２となる。
【０２６７】
　以上のことから、画素行（１）のトランジスタ１１ａが、それぞれＩｗ×５の電流をソ
ース信号線１８に流す。そして、各画素行（１）のコンデンサ１９には、５倍の電流がプ
ログラムされる。
【０２６８】
　次の水平走査期間では１画素行、書き込み画素行がシフトする。つまり、今度は書き込
み画素行が（２）である。最初の１／２Ｈの期間では、図３１に示すように書き込み画素
行が２行目である場合、ゲート信号線１７ａは（２）（３）（４）（５）（６）が選択さ
れている。つまり、画素行（２）（３）（４）（５）（６）のスイッチングトランジスタ
１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオン状態である。また、ＩＳＥＬがＬレベルであるから、
２５倍電流を出力する第１電流出力回路が選択され、ソース信号線１８と接続されている
。また、ゲート信号線１７ｂには、オフ電圧（Ｖｇｈ）が印加されている。したがって、
画素行（２）（３）（４）（５）（６）のスイッチングトランジスタ１１ｄがオフ状態で
あり、対応する画素行のＥＬ素子１５には電流が流れていない。よって、かかる画素行は
非点灯状態５２となる。一方、画素行（１）のゲート信号線１７ｂ（１）はＶｇｌ電圧が
印加されているから、トランジスタ１１ｄはオン状態であり、画素行（１）のＥＬ素子１
５は点灯する。
【０２６９】
　同時に選択する画素行が５画素行（Ｋ＝５）であるから、５つの駆動用トランジスタ１
１ａが動作する。つまり、１画素あたり、２５／５＝５倍の電流がトランジスタ１１ａに
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流れる。ソース信号線１８には、５つのトランジスタ１１ａのプログラム電流を加えた電
流が流れる。
【０２７０】
　次の１／２Ｈ（水平走査期間の１／２）では、書き込み画素行５１ａのみを選択する。
つまり、２行目のみを選択する。図３１で明らかなように、ゲート信号線１７ａ（２）の
みが、オン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、ゲート信号線１７ａ（３）（４）（５）（６）は
オフ（Ｖｇｈ）が印加されている。したがって、画素行（１）（２）のトランジスタ１１
ａは動作状態（画素行（１）はＥＬ素子１５に電流を流し、画素行（２）はソース信号線
１８に電流を供給している状態）であるが、画素行（３）（４）（５）（６）のスイッチ
ングトランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオフ状態である。つまり、非選択状態で
ある。また、ＩＳＥＬがＨレベルであるから、５倍電流を出力する第２電流出力回路が選
択される。また、ゲート信号線１７ｂの状態は先の１／２Ｈの状態と変化がなく、オフ電
圧（Ｖｇｈ）が印加されている。したがって、画素行（２）（３）（４）（５）（６）の
スイッチングトランジスタ１１ｄがオフ状態であり、対応する画素行のＥＬ素子１５には
電流が流れていない。よって、かかる画素行は非点灯状態５２となる。
【０２７１】
　以上のことから、画素行（２）のトランジスタ１１ａが、それぞれＩｗ×５の電流をソ
ース信号線１８に流す。そして、各画素行（２）のコンデンサ１９には、５倍の電流がプ
ログラムされる。以上の動作を順次、実施することにより１画面を表示することができる
。
【０２７２】
　図３０で説明した駆動方法は、第１の期間でＧ画素行（Ｇは２以上）を選択し、各画素
行にはＮ倍の電流を流すようにプログラムする。第１の期間後の第２の期間ではＢ画素行
（ＢはＧよりも小さく、１以上）を選択し、画素にはＮ倍の電流を流すようにプログラム
する方式である。
【０２７３】
　しかし、他の方策もある。第１の期間でＧ画素行（Ｇは２以上）を選択し、各画素行の
総和電流がＮ倍の電流となるようにプログラムする。第１の期間後の第２の期間ではＢ画
素行（ＢはＧよりも小さく、１以上）を選択し、選択された画素行の総和の電流（ただし
、選択画素行が１の時は、１画素行の電流）がＮ倍となるようにプログラムする方式であ
る。たとえば、図３０（ａ１）において、５画素行を同時に選択し、各画素のトランジス
タ１１ａには２倍の電流を流す。これにより、ソース信号線１８には５×２倍＝１０倍の
電流が流れる。次の第２の期間では図３０（ｂ１）において、１画素行を選択する。この
１画素のトランジスタ１１ａには１０倍の電流を流す。
【０２７４】
　なお、図３１において、複数の画素行を同時に選択する期間を１／２Ｈとし、１画素行
を選択する期間を１／２Ｈとしたがこれに限定するものではない。複数の画素行を同時に
選択する期間を１／４Ｈとし、１画素行を選択する期間を３／４Ｈとしてもよい。また、
複数の画素行を同時に選択する期間と、１画素行を選択する期間とを加えた期間は１Ｈと
したがこれに限定するものではない。たとえば、２Ｈ期間でも、１．５Ｈ期間であっても
良い。
【０２７５】
　また、図３０において、５画素行を同時に選択する期間を１／２Ｈとし、次の第２の期
間では２画素行を同時に選択するとしてもよい。この場合でも実用上、支障のない画像表
示を実現できる。
【０２７６】
　また、図３０において、５画素行を同時に選択する第１の期間を１／２Ｈとし、１画素
行を選択する第２の期間を１／２Ｈとする２段階としたがこれに限定するものではない。
たとえば、第１の段階は、５画素行を同時に選択し、第２の期間は前記５画素行のうち、
２画素行を選択し、最後に、１画素行を選択する３つの段階としてもよい。つまり、複数
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の段階で画素行に画像データを書き込んでも良い。
【０２７７】
　以上の本発明のＮ倍パルス駆動方法では、各画素行で、ゲート信号線１７ｂの波形を同
一にし、１Ｈの間隔でシフトさせて印加していく。このように走査することにより、ＥＬ
素子１５が点灯している時間を１Ｆ／Ｎに規定しながら、順次、点灯する画素行をシフト
させることができる。このように、各画素行で、ゲート信号線１７ｂの波形を同一にし、
シフトさせていることを実現することは容易である。図６のシフトレジスタ回路６１ａ、
６１ｂに印加するデータであるＳＴ１、ＳＴ２を制御すればよいからである。たとえば、
入力ＳＴ２がＬレベルの時、ゲート信号線１７ｂにＶｇｌが出力され、入力ＳＴ２がＨレ
ベルの時、ゲート信号線１７ｂにＶｇｈが出力されるとすれば、シフトレジスタ１７ｂに
印加するＳＴ２を１Ｆ／Ｎの期間だけＬレベルで入力し、他の期間はＨレベルにする。こ
の入力されたＳＴ２を１Ｈに同期したクロックＣＬＫ２でシフトしていくだけである。
【０２７８】
　なお、ＥＬ素子１５をオンオフする周期は０．５ｍｓｅｃ以上にする必要がある。この
周期が短いと、人間の目の残像特性により完全な黒表示状態とならず、画像がぼやけたよ
うになり、あたかも解像度が低下したようになる。また、データ保持型の表示パネルの表
示状態となる。しかし、オンオフ周期を１００ｍｓｅｃ以上にすると、点滅状態に見える
。したがって、ＥＬ素子のオンオフ周期は０．５ｍｓｅｃ以上１００ｍｓｅｃ以下にすべ
きである。さらに好ましくは、オンオフ周期を２ｍｓｅｃ以上３０ｍｓｅｃ以下にすべき
である。さらに好ましくは、オンオフ周期を３ｍｓｅｃ以上２０ｍｓｅｃ以下にすべきで
ある。
【０２７９】
　先にも記載したが、黒画面１５２の分割数は、１つにすると良好な動画表示を実現でき
るが、画面のちらつきが見えやすくなる。したがって、黒挿入部を複数に分割することが
好ましい。しかし、分割数をあまりに多くすると動画ボケが発生する。分割数は１以上８
以下とすべきである。さらに好ましくは１以上５以下とすることが好ましい。
【０２８０】
　なお、黒画面の分割数は静止画と動画で変更できるように構成することが好ましい。分
割数とは、Ｎ＝４では、７５％が黒画面であり、２５％が画像表示である。このとき、７
５％の黒表示部を７５％の黒帯状態で画面の上下方向に走査するのが分割数１である。２
５％の黒画面を２５／３％の表示画面の３ブロックで走査するのが分割数３である。静止
画は分割数を多くする。動画は分割数を少なくする。切り替えは入力画像に応じて自動的
（動画検出など）に行っても良く、ユーザーが手動で行ってもよい。また、表示装置の映
像などに入力コンテンツに対応して切り替え可能なように構成すればよい。
【０２８１】
　たとえば、携帯型電話機などにおいて、壁紙表示、入力画面では、分割数を１０以上と
する（極端には１Ｈごとにオンオフしてもよい）。ＮＴＳＣの動画を表示するときは、分
割数を１以上５以下とする。なお、分割数は３以上の多段階に切り替えできるように構成
することが好ましい。たとえば、分割数なし、２、４、８などである。
【０２８２】
　また、全表示画面に対する黒画面の割合は、全画面の面積を１とした場合に０．２以上
０．９以下（Ｎで表示すれば１．２以上９以下）とすることが好ましい。また、特に０．
２５以上０．６以下（Ｎで表示すれば１．２５以上６以下）とすることが好ましい。０．
２０以下であると動画表示での改善効果が低い。０．９以上であると、表示部分の輝度が
高くなり、表示部分が上下に移動することが視覚的に認識されやすくなる。
【０２８３】
　また、１秒あたりのフレーム数は、１０以上１００以下（１０Ｈｚ以上１００Ｈｚ以下
）が好ましい。さらには１２以上６５以下（１２Ｈｚ以上６５Ｈｚ以下）が好ましい。フ
レーム数が少ないと、画面のちらつきが目立つようになり、あまりにもフレーム数が多い
と、ドライバ回路１４などからの書き込みが困難となり解像度が劣化する。
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【０２８４】
　いずれにせよ、本発明では、ゲート信号線１７の制御により画像の明るさを変化させる
ことができる。ただし、画像の明るさはソース信号線１８に印加する電流（電圧）を変化
させて行ってもよいことは言うまでもない。また、先に説明した（図３３、図３５などを
用いて）ゲート信号線１７の制御と、ソース信号線１８に印加する電流（電圧）を変化さ
せることを組み合わせて行ってもよいことは言うまでもない。
【０２８５】
　なお、以上の事項は、図３８などの電流プログラムの画素構成、図４３、図５１、図５
４などの電圧プログラムの画素構成でも適用できることは言うまでもない。図３８では、
トランジスタ１１ｄを、図４３ではトランジスタ１１ｄを、図５１ではトランジスタ１１
ｅをオンオフ制御すればよい。このように、ＥＬ素子１５に電流を流す配線をオンオフす
ることにより、本発明のＮ倍パルス駆動を容易に実現できる。
【０２８６】
　また、ゲート信号線１７ｂの１Ｆ／Ｎの期間だけ、Ｖｇｌにする時刻は１Ｆ（１Ｆに限
定するものではない。単位期間でよい。）の期間のうち、どの時刻でもよい。単位時間の
うち、所定の期間だけＥＬ素子１５をオンさせることにより、所定の平均輝度を得るもの
だからである。ただし、電流プログラム期間（１Ｈ）後、すぐにゲート信号線１７ｂをＶ
ｇｌにしてＥＬ素子１５を発光させる方がよい。図１のコンデンサ１９の保持率特性の影
響を受けにくくなるからである。
【０２８７】
　また、この画像の分割数も可変できるように構成することが好ましい。たとえば、ユー
ザーが明るさ調整スイッチを押すことにより、あるいは明るさ調整ボリウムを回すことに
より、この変化を検出してＫの値を変更する。表示する画像の内容、データにより手動で
、あるいは自動的に変化させるように構成してもよい。
【０２８８】
　このようにＫの値（画像表示部５３の分割数）を変化させることも容易に実現できる。
図６においてＳＴに印加するデータのタイミング（１ＦのいつにＬレベルにするか）を調
整あるいは可変できるように構成しておけばよいからである。
【０２８９】
　なお、図１６などでは、ゲート信号線１７ｂをＶｇｌにする期間（１Ｆ／Ｎ）を複数に
分割（分割数Ｋ）し、Ｖｇｌにする期間は１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＫ回実施するとした
がこれに限定されるものではない。１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＬ（Ｌ≠Ｋ）回実施しても
よい。つまり、本発明は、ＥＬ素子１５に流す期間（時間）を制御することにより画像５
０を表示するものである。したがって、１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＬ（Ｌ≠Ｋ）回実施す
ることは本発明の技術的思想に含まれる。また、Ｌの値を変化させることにより、画像５
０の輝度をデジタル的に変更することができる。たとえば、Ｌ＝２とＬ＝３とでは５０％
の輝度（コントラスト）変化となる。これらの制御も、本発明の他の実施例にも適用でき
ることは言うまでもない（もちろん、以降に説明する本発明にも適用できる）。これらも
本発明のＮ倍パルス駆動である。
【０２９０】
　以上の実施例は、ＥＬ素子１５と駆動用トランジスタ１１ａとの間にスイッチング素子
としてのトランジスタ１１ｄを配置（形成）し、このトランジスタ１１ｄを制御すること
により、画面５０をオンオフ表示するものであった。この駆動方法により、電流プログラ
ム方式の黒表示状態での電流書き込み不足をなくし、良好な解像度あるいは黒表示を実現
するものであった。つまり、電流プログラム方式では、良好な黒表示を実現することが大
きな利点である。次に説明する駆動方法は、駆動用トランジスタ１１ａをリセットし、良
好な黒表示を実現するものである。以下、図３２を用いて、その実施例について説明をす
る。
【０２９１】
　図３２は基本的には図１に示した画素構成と同様である。図３２の画素構成では、プロ
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グラムされたＩｗ電流がＥＬ素子１５に流れ、ＥＬ素子１５が発光する。つまり、駆動用
トランジスタ１１ａはプログラムされることにより、電流を流す能力を保持している。こ
の電流を流す能力を利用してトランジスタ１１ａをリセット（オフ状態）にする方式が図
３２に示す駆動方式である。以降、この駆動方式をリセット駆動と呼ぶ。
【０２９２】
　図１の画素構成でリセット駆動を実現するためには、トランジスタ１１ｂとトランジス
タ１１ｃを独立してオンオフ制御できるように構成する必要がある。つまり、図３２で図
示するようにトランジスタ１１ｂをオンオフ制御するゲート信号線１７ａ（ゲート信号線
ＷＲ）、トランジスタ１１ｃをオンオフ制御するゲート信号線１７ｃ（ゲート信号線ＥＬ
）を独立して制御できるようにする。ゲート信号線１７ａおよびゲート信号線１７ｃの制
御は図６に図示するように独立した２つのシフトレジスタ６１で行えばよい。
【０２９３】
　ゲート信号線ＷＲとゲート信号線ＥＬの駆動電圧は変化させるとよい。ゲート信号線Ｗ
Ｒの振幅値（オン電圧とオフ電圧との差）は、ゲート信号線ＥＬの振幅値よりも小さくす
る。基本的にゲート信号線の振幅値が大きいと、ゲート信号線と画素との突き抜け電圧が
大きくなり、黒浮きが発生する。ゲート信号線ＷＲの振幅は、ソース信号線１８の電位が
画素１６に印加されない（印加する（選択時））を制御すればよいのである。ソース信号
線１８の電位変動は小さいから、ゲート信号線ＷＲの振幅値は小さくすることができる。
一方、ゲート信号線ＥＬはＥＬのオンオフ制御を実施する必要がある。したがって、振幅
値は大きくなる。これに対応するため、シフトレジスタ６１ａと６１ｂとの出力電圧を変
化させる。画素がＰチャンネルトランジスタで形成されている場合は、シフトレジスタ６
１ａおよび６１ｂのＶｇｈ（オフ電圧）を略同一にし、シフトレジスタ６１ａのＶｇｌ（
オン電圧）をシフトレジスタ６１ｂのＶｇｌ（オン電圧）よりも低くする。
【０２９４】
　以下、図３３を参照しながら、リセット駆動方式について説明をする。図３３はリセッ
ト駆動の原理説明図である。まず、図３３（ａ）に図示するように、トランジスタ１１ｃ
、トランジスタ１１ｄをオフ状態にし、トランジスタ１１ｂをオン状態にする。すると、
駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子はショート状態とな
り、Ｉｂ電流が流れる。一般的に、トランジスタ１１ａは１つ前のフィールド（フレーム
）で電流プログラムされ、電流を流す能力がある。この状態でトランジスタ１１ｄがオフ
状態となり、トランジスタ１１ｂがオン状態となれば、駆動電流Ｉｂがトランジスタ１１
ａのゲート（Ｇ）端子に流れる。そのため、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とド
レイン（Ｄ）端子とが同一電位となり、トランジスタ１１ａはリセット（電流を流さない
状態）になる。
【０２９５】
　このトランジスタ１１ａのリセット状態（電流を流さない状態）は、図５１などを参照
して説明する電圧オフセットキャンセラ方式のオフセット電圧を保持した状態と等価であ
る。つまり、図３３（ａ）の状態では、コンデンサ１９の端子間には、オフセット電圧が
保持されていることになる。このオフセット電圧はトランジスタ１１ａの特性に応じて異
なる電圧値である。したがって、図３３（ａ）の動作を実施することにより、各画素のコ
ンデンサ１９にはトランジスタ１１ａが電流を流さない（つまり、黒表示電流（ほとんど
０に等しい）が保持される）ことになるのである。
【０２９６】
　なお、図３３（ａ）の動作の前に、トランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃをオフ状
態にし、トランジスタ１１ｄをオン状態にし、駆動用トランジスタ１１ａに電流を流すと
いう動作を実施することが好ましい。この動作は、極力短時間にすることが好ましい。Ｅ
Ｌ素子１５に電流が流れてＥＬ素子１５が点灯し、表示コントラストを低下させる恐れが
あるからである。この動作時間は、１Ｈ（１水平走査期間）の０．１％以上１０％以下と
することが好ましい。さらに好ましくは０．２％以上２％以下となるようにすることが好
ましい。もしくは０．２μｓｅｃ以上５μｓｅｃ以下となるようにすることが好ましい。
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また、全画面の画素１６に一括して前述の動作（図３３（ａ）の前に行う動作）を実施し
てもよい。以上の動作を実施することにより、駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（Ｄ
）端子電圧が低下し、図３３（ａ）の状態でスムーズな電流Ｉｂを流すことができるよう
になる。なお、以上の事項は、本発明の他のリセット駆動方式にも適用される。
【０２９７】
　図３３（ａ）に示す状態の実施時間を長くするほど、電流Ｉｂが流れ、コンデンサ１９
の端子電圧が小さくなる傾向がある。したがって、図３３（ａ）に示す状態の実施時間は
固定値にする必要がある。発明者等による実験および検討によれば、図３３（ａ）に示す
状態の実施時間は、１Ｈ以上５Ｈ以下にすることが好ましい。なお、この期間は、Ｒ、Ｇ
、Ｂの画素で異ならせることが好ましい。各色の画素でＥＬ材料が異なり、このＥＬ材料
の立ち上がり電圧などに差異があるためである。ＲＧＢの各画素で、ＥＬ材料に適応して
、もっとも最適な期間を設定する。なお、実施例において、この期間は１Ｈ以上５Ｈ以下
にするとしたが、黒挿入（黒画面を書き込む）を主とする駆動方式では、５Ｈ以上であっ
てもよいことは言うまでもない。なお、この期間が長いほど、画素の黒表示状態は良好と
なる。
【０２９８】
　図３３（ａ）に示す状態を実施後、１Ｈ以上５Ｈ以下の期間において、図３３（ｂ）に
示す状態にする。図３３（ｂ）はトランジスタ１１ｃ、トランジスタ１１ｂをオンさせ、
トランジスタ１１ｄをオフさせた状態である。図３３（ｂ）に示す状態は、以前にも説明
したが、電流プログラムを行っている状態である。つまり、ソースドライバ１４からプロ
グラム電流Ｉｗを出力（あるいは吸収）し、このプログラム電流Ｉｗを駆動用トランジス
タ１１ａに流す。このプログラム電流Ｉｗが流れるように、駆動用トランジスタ１１ａの
ゲート（Ｇ）端子の電位を設定するのである（設定電位はコンデンサ１９に保持される）
。
【０２９９】
　もし、プログラム電流Ｉｗが０（Ａ）であれば、トランジスタ１１ａは図３３（ａ）に
示す電流を流さない状態が保持されたままとなるから、良好な黒表示を実現できる。また
、図３３（ｂ）に示す状態で白表示の電流プログラムを行う場合であって、各画素の駆動
用トランジスタの特性バラツキが発生しているときでも、黒表示状態のオフセット電圧か
ら電流プログラムを完全に行うことができる。したがって、目標の電流値にプログラムさ
れる時間が階調に応じて等しくなる。そのため、トランジスタ１１ａの特性バラツキによ
る階調誤差がなく、良好な画像表示を実現できる。
【０３００】
　図３３（ｂ）に示す状態の電流プログラミング後、図３３（ｃ）に図示するように、ト
ランジスタ１１ｂとトランジスタ１１ｃとをオフし、トランジスタ１１ｄをオンさせて、
駆動用トランジスタ１１ａからのプログラム電流Ｉｗ（＝Ｉｅ）をＥＬ素子１５に流し、
ＥＬ素子１５を発光させる。図３３（ｃ）に関しても、図１などで以前に説明をしたので
詳細は省略する。
【０３０１】
　つまり、図３３で説明した駆動方式（リセット駆動）は、駆動用トランジスタ１１ａと
ＥＬ素子１５間とを切断（電流が流れない状態）し、かつ、駆動用トランジスタのドレイ
ン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子（もしくはソース（Ｓ）端子とゲート（Ｇ）端子、さら
に一般的に表現すれば駆動用トランジスタのゲート（Ｇ）端子を含む２端子）との間をシ
ョートする第１の動作と、前記動作の後、駆動用トランジスタに電流（電圧）プログラム
を行う第２の動作とを実施するものである。そして、少なくとも第２の動作は第１の動作
後に行うものである。なお、リセット駆動を実施するためには、図３２の構成のように、
トランジスタ１１ｂとトランジスタ１１ｃとを独立に制御できるように、構成しておかね
ばならない。
【０３０２】
　画像表示状態は（もし、瞬時的な変化が観察できるのであれば）、まず、電流プログラ
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ムを行われる画素行は、リセット状態（黒表示状態）になり、１Ｈ後に電流プログラムが
行われる（この時も黒表示状態である。トランジスタ１１ｄがオフだからである。）。次
に、ＥＬ素子１５に電流が供給され、画素行は所定輝度（プログラムされた電流）で発光
する。つまり、画面の上から下方向に、黒表示の画素行が移動し、この画素行が通りすぎ
た位置で画像が書き換わっていくように見えるはずである。なお、リセット後、１Ｈ後に
電流プログラムを行うとしたがこの期間は、５Ｈ程度以内としてもよい。図３３（ａ）に
示すリセットが完全に行われるのに比較的長時間を必要とするからである。もし、この期
間を５Ｈとすれば、５画素行が黒表示（電流プログラムの画素行も含めると６画素行）と
なるはずである。
【０３０３】
　また、リセット状態は１画素行ずつ行うことに限定するものではなく、複数画素行ずつ
同時にリセット状態にしてもよい。また、複数画素行ずつ同時にリセット状態にし、かつ
オーバーラップしながら走査してもよい。たとえば、４画素行を同時にリセットするので
あれば、第１の水平走査期間（１単位）に、画素行（１）（２）（３）（４）をリセット
状態にし、次の第２の水平走査期間に、画素行（３）（４）（５）（６）をリセット状態
にし、さらに次の第３の水平走査期間に、画素行（５）（６）（７）（８）をリセット状
態にする。また、次の第４の水平走査期間に、画素行（７）（８）（９）（１０）をリセ
ット状態にするという駆動状態が例示される。なお、当然、図３３（ｂ）、図３３（ｃ）
に示す駆動状態も図３３（ａ）に示す駆動状態と同期して実施される。
【０３０４】
　また、１画面の画素すべてを同時にあるいは走査状態でリセット状態にしてから、図３
３（ｂ）、（ｃ）に示す駆動を実施してもよいことは言うまでもない。また、インターレ
ース駆動状態（１画素行あるいは複数画素行の飛び越し走査）で、リセット状態（１画素
行あるいは複数画素行飛び越し）にしてもよいことは言うまでもない。また、ランダムの
リセット状態を実施してもよい。また、本発明のリセット駆動の説明は、画素行を操作す
る方式である（つまり、画面の上下方向の制御する）。しかし、リセット駆動の概念は、
制御方向が画素行に限定されるものではない。たとえば、画素列方向にリセット駆動を実
施してもよいことは言うまでのない。
【０３０５】
　なお、図３３に示すリセット駆動は、本発明のＮ倍パルス駆動などと組み合わせること
、インターレース駆動と組み合わせることによりさらに良好な画像表示を実現できる。特
に図２２に示す構成は、間欠Ｎ／Ｋ倍パルス駆動（１画面に点灯領域を複数設ける駆動方
法である。この駆動方法は、ゲート信号線１７ｂを制御し、トランジスタ１１ｄをオンオ
フ動作させることにより容易に実現できる。このことは以前に説明をした。）を容易に実
現できるので、フリッカの発生もなく、良好な画像表示を実現できる。これは、図２２に
示した構成あるいはその変形構成のすぐれた特徴である。また、他の駆動方法、たとえば
、以降の説明する逆バイアス駆動方式、プリチャージ駆動方式、突き抜け電圧駆動方式な
どと組み合わせることによりさらに優れた画像表示を実現できることは言うまでもない。
以上のように、本発明と同様にリセット駆動も本明細書の他の実施例と組み合わせて実施
することができることは言うまでもない。
【０３０６】
　図３４はリセット駆動を実現する表示装置の構成図である。ゲートドライバ１２ａは、
図３２におけるゲート信号線１７ａおよびゲート信号線１７ｂを制御する。ゲート信号線
１７ａにオンオフ電圧を印加することによりトランジスタ１１ｂがオンオフ制御される。
また、ゲート信号線１７ｂにオンオフ電圧を印加することによりトランジスタ１１ｄがオ
ンオフ制御される。ゲートドライバ１２ｂは、図３２におけるゲート信号線１７ｃを制御
する。ゲート信号線１７ｃにオンオフ電圧を印加することによりトランジスタ１１ｃがオ
ンオフ制御される。
【０３０７】
　したがって、ゲート信号線１７ａはゲートドライバ１２ａで操作し、ゲート信号線１７
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ｃはゲートドライバ１２ｂで操作する。そのため、トランジスタ１１ｂをオンさせて駆動
用トランジスタ１１ａをリセットするタイミングと、トランジスタ１１ｃをオンさせて駆
動用トランジスタ１１ａに電流プログラムを行うタイミングとを自由に設定できる。なお
、図３４において３４１ａは出力段回路を示している。他の構成などは、以前に説明した
ものと同一または類似するため説明を省略する。
【０３０８】
　図３５はリセット駆動のタイミングチャートである。ゲート信号線１７ａにオン電圧を
印加し、トランジスタ１１ｂをオンさせ、駆動用トランジスタ１１ａをリセットしている
時には、ゲート信号線１７ｂにはオフ電圧を印加し、トランジスタ１１ｄをオフ状態にし
ている。したがって、図３２（ａ）の状態となっている。この期間に電流Ｉｂが流れる。
【０３０９】
　図３５に示すタイミングチャートでは、リセット時間は２Ｈ（ゲート信号線１７ａにオ
ン電圧が印加され、トランジスタ１１ｂがオンする）としているが、これに限定するもの
ではない。２Ｈ以上でもよい。また、リセットが極めて高速に行える場合は、リセット時
間は１Ｈ未満であってもよい。また、リセット期間を何Ｈ期間にするかはゲートドライバ
１２に入力するＤＡＴＡ（ＳＴ）パルス期間で容易に変更できる。たとえば、ＳＴ端子に
入力するＤＡＴＡを２Ｈ期間の間Ｈレベルとすれば、各ゲート信号線１７ａから出力され
るリセット期間は２Ｈ期間となる。同様に、ＳＴ端子に入力するＤＡＴＡを５Ｈ期間の間
Ｈレベルとすれば、各ゲート信号線１７ａから出力されるリセット期間は５Ｈ期間となる
。
【０３１０】
　１Ｈ期間のリセット後、画素行（１）のゲート信号線１７ｃ（１）に、オン電圧が印加
される。トランジスタ１１ｃがオンすることにより、ソース信号線１８に印加されたプロ
グラム電流Ｉｗがトランジスタ１１ｃを介して駆動用トランジスタ１１ａに書き込まれる
。
【０３１１】
　電流プログラム後、画素行（１）のゲート信号線１７ｃにオフ電圧が印加され、トラン
ジスタ１１ｃがオフし、画素がソース信号線１８と切り離される。同時に、ゲート信号線
１７ａにもオフ電圧が印加され、駆動用トランジスタ１１ａのリセット状態が解消される
（なお、この期間は、リセット状態と表現するよりも、電流プログラム状態と表現する方
が適切である）。また、ゲート信号線１７ｂにはオン電圧が印加され、トランジスタ１１
ｄがオンして、駆動用トランジスタ１１ａにプログラムされた電流がＥＬ素子１５に流れ
る。なお、画素行（２）以降についても、画素行（１）と同様であり、また、図３５から
その動作は明らかであるから説明を省略する。
【０３１２】
　図３５において、リセット期間は１Ｈ期間であった。図３６はリセット期間を５Ｈとし
た実施例である。リセット期間を何Ｈ期間にするかはゲートドライバ１２に入力するＤＡ
ＴＡ（ＳＴ）パルス期間で容易に変更できる。図３６ではゲートドライバ１２ａのＳＴ１
端子に入力するＤＡＴＡを５Ｈ期間の間Ｈレベルとし、各ゲート信号線１７ａから出力さ
れるリセット期間を５Ｈ期間とした実施例である。リセット期間は、長いほど、リセット
が完全に行われ、良好な黒表示を実現できる。しかし、リセット期間の割合分だけ表示輝
度が低下することになる。
【０３１３】
　図３６はリセット期間を５Ｈとした実施例であった。また、このリセット状態は連続状
態であった。しかし、リセット状態は連続して行うことに限定されるものではない。たと
えば、各ゲート信号線１７ａから出力される信号を１Ｈごとにオンオフ動作させてもよい
。このようにオンオフ動作させるのは、シフトレジスタの出力段に形成されたイネーブル
回路（図示せず）を操作することにより容易に実現できる。また、ゲートドライバ１２に
入力するＤＡＴＡ（ＳＴ）パルスを制御することで容易に実現できる。
【０３１４】
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　図３４に示す回路構成では、ゲートドライバ１２ａは少なくとも２つのシフトレジスタ
回路（１つはゲート信号線１７ａの制御用、他の１つはゲート信号線１７ｂの制御用）が
必要であった。そのため、ゲートドライバ１２ａの回路規模が大きくなるという課題があ
った。図３７はゲートドライバ１２ａのシフトレジスタを１つにした実施例である。図３
７に示す回路を動作させた出力信号のタイミングチャートは図３５に示すようになる。な
お、図３５と図３７とはゲートドライバ１２ａ、１２ｂから出力されているゲート信号線
１７の記号が異なっているので注意が必要である。
【０３１５】
　図３７に示す構成にはＯＲ回路３７１が付加されていることから明らかであるが、各ゲ
ート信号線１７ａの出力は、シフトレジスタ回路６１ａの前段出力とのＯＲをとって出力
される。つまり、２Ｈ期間、ゲート信号線１７ａからはオン電圧が出力される。一方、ゲ
ート信号線１７ｃはシフトレジスタ回路６１ａの出力がそのまま出力される。したがって
、１Ｈ期間の間、オン電圧が印加される。
【０３１６】
　たとえば、シフトレジスタ回路６１ａの２番目にＨレベル信号が出力されているとき、
画素１６（１）のゲート信号線１７ｃにオン電圧が出力され、画素１６（１）が電流（電
圧）プログラムの状態となる。同時に、画素１６（２）のゲート信号線１７ａにもオン電
圧が出力され、画素１６（２）のトランジスタ１１ｂがオン状態となり、画素１６（２）
の駆動用トランジスタ１１ａがリセットされる。
【０３１７】
　同様に、シフトレジスタ回路６１ａの３番目にＨレベル信号が出力されているとき、画
素１６（２）のゲート信号線１７ｃにオン電圧が出力され、画素１６（２）が電流（電圧
）プログラムの状態となる。同時に、画素１６（３）のゲート信号線１７ａにもオン電圧
が出力され、画素１６（３）トランジスタ１１ｂがオン状態となり、画素１６（３）駆動
用トランジスタ１１ａがリセットされる。つまり、２Ｈ期間、ゲート信号線１７ａからは
オン電圧が出力され、ゲート信号線１７ｃに１Ｈ期間、オン電圧が出力される。
【０３１８】
　プログラム状態のときは、トランジスタ１１ｂとトランジスタ１１ｃとが同時にオン状
態となる（図３３（ｂ））ため、非プログラム状態（図３３（ｃ））に移行する際、トラ
ンジスタ１１ｃがトランジスタ１１ｂよりも先にオフ状態となると、図３３（ｂ）のリセ
ット状態となってしまう。これを防止するためには、トランジスタ１１ｃをトランジスタ
１１ｂよりもあとからオフ状態にする必要がある。そのためには、ゲート信号線１７ａが
ゲート信号線１７ｃよりも先にオン電圧が印加されるように制御する必要がある。
【０３１９】
　以上の実施例は、図３２（基本的には図１）に示す画素構成に関する実施例であった。
しかし、本発明はこれに限定されるものではない。たとえば、図３８に示すようなカレン
トミラーの画素構成であっても実施することができる。なお、図３８ではトランジスタ１
１ｅをオンオフ制御することにより、図１３、図１５などで図示するＮ倍パルス駆動を実
現できる。図３９は図３８のカレントミラーの画素構成での実施例の説明図である。以下
、図３９を参照しながら、カレントミラーの画素構成におけるリセット駆動方式について
説明をする。
【０３２０】
　図３９（ａ）に図示するように、トランジスタ１１ｃ、トランジスタ１１ｅをオフ状態
にし、トランジスタ１１ｄをオン状態にする。すると、電流プログラム用トランジスタ１
１ｂのドレイン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子とはショート状態となり、図に示すように
電流Ｉｂが流れる。一般的に、トランジスタ１１ｂは１つ前のフィールド（フレーム）で
電流プログラムされ、電流を流す能力がある（ゲート電位はコンデンサ１９に１Ｆ期間保
持され、画像表示をおこなっているから当然である。ただし、完全な黒表示を行っている
場合、電流は流れない）。この状態でトランジスタ１１ｅをオフ状態とし、トランジスタ
１１ｄをオン状態にすれば、駆動電流Ｉｂがトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子の方
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向に流れる（ゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子がショートされる）。そのため、ト
ランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子とが同一電位となり、トラン
ジスタ１１ａはリセット（電流を流さない状態）になる。また、駆動用トランジスタ１１
ｂのゲート（Ｇ）端子は電流プログラム用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子と共通
であるから、駆動用トランジスタ１１ｂもリセット状態となる。
【０３２１】
　このトランジスタ１１ａ、トランジスタ１１ｂのリセット状態（電流を流さない状態）
は、図５１などで説明する電圧オフセットキャンセラ方式のオフセット電圧を保持した状
態と等価である。つまり、図３９（ａ）の状態では、コンデンサ１９の端子間には、オフ
セット電圧（電流が流れ始める開始電圧。この電圧の絶対値以上の電圧を印加することに
より、トランジスタ１１に電流が流れる）が保持されていることになる。このオフセット
電圧はトランジスタ１１ａ、トランジスタ１１ｂの特性に応じて異なる電圧値となる。し
たがって、図３９（ａ）の動作を実施することにより、各画素のコンデンサ１９にはトラ
ンジスタ１１ａ、トランジスタ１１ｂが電流を流さない（つまり、黒表示電流（ほとんど
０に等しい））状態が保持されることになるのである（電流が流れ始める開始電圧にリセ
ットされる）。
【０３２２】
　なお、図３９（ａ）においても図３３（ａ）と同様に、リセットの実施時間を長くする
ほど、Ｉｂ電流が流れ、コンデンサ１９の端子電圧が小さくなる傾向がある。したがって
、図３９（ａ）の実施時間は固定値にする必要がある。発明者等の実験および検討によれ
ば、図３９（ａ）の実施時間は、１Ｈ以上１０Ｈ（１０水平走査期間）以下とすることが
好ましい。さらには１Ｈ以上５Ｈ以下にすることが好ましい。あるいは、２０μｓｅｃ以
上２ｍｓｅｃ以下とすることが好ましい。このことは図３３に示す駆動方式でも同様であ
る。
【０３２３】
　図３３（ａ）も同様であるが、図３９（ａ）に示すリセット状態と、図３９（ｂ）に示
す電流プログラム状態とを同期をとって行う場合は、図３９（ａ）に示すリセット状態か
ら、図３９（ｂ）に示す電流プログラム状態までの期間が固定値（一定値）となるから問
題はない（固定値にされている）。つまり、図３３（ａ）あるいは図３９（ａ）に示すリ
セット状態から、図３３（ｂ）あるいは図３９（ｂ）に示す電流プログラム状態までの期
間が、１Ｈ以上１０Ｈ（１０水平走査期間）以下となることが好ましい。さらには１Ｈ以
上５Ｈ以下にすることが好ましいのである。あるいは、２０μｓｅｃ以上２ｍｓｅｃ以下
とすることが好ましいのである。この期間が短いと駆動用トランジスタ１１が完全にリセ
ットされない。また、あまりにも長いと駆動用トランジスタ１１が完全にオフ状態となり
、今度は電流をプログラムするのに長時間を要するようになる。また、画面５０の輝度も
低下する。
【０３２４】
　図３９（ａ）を実施後、図３９（ｂ）に示す状態にする。図３９（ｂ）はトランジスタ
１１ｃ、トランジスタ１１ｄをオンさせ、トランジスタ１１ｅをオフさせた状態を示して
いる。図３９（ｂ）の状態は、電流プログラムを行っている状態である。つまり、ソース
ドライバ１４からプログラム電流Ｉｗを出力（あるいは吸収）し、このプログラム電流Ｉ
ｗを電流プログラム用トランジスタ１１ａに流す。このプログラム電流Ｉｗが流れるよう
に、駆動用トランジスタ１１ｂのゲート（Ｇ）端子の電位をコンデンサ１９に設定するの
である。
【０３２５】
　もし、プログラム電流Ｉｗが０（Ａ）（黒表示）であれば、トランジスタ１１ｂは図３
３（ａ）の電流を流さない状態が保持されたままとなるから、良好な黒表示を実現できる
。また、図３９（ｂ）で白表示の電流プログラムを行う場合は、各画素の駆動用トランジ
スタの特性バラツキが発生していても、黒表示状態のオフセット電圧（各駆動用トランジ
スタの特性に応じて設定された電流が流れる開始電圧）から電流プログラムを完全に行う
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。したがって、目標の電流値にプログラムされる時間が階調に応じて等しくなる。そのた
め、トランジスタ１１ａあるいはトランジスタ１１ｂの特性バラツキによる階調誤差がな
く、良好な画像表示を実現できる。
【０３２６】
　図３９（ｂ）の電流プログラミング後、図３９（ｃ）に図示するように、トランジスタ
１１ｃとトランジスタ１１ｄとをオフし、トランジスタ１１ｅをオンさせて、駆動用トラ
ンジスタ１１ｂからのプログラム電流Ｉｗ（＝Ｉｅ）をＥＬ素子１５に流し、ＥＬ素子１
５を発光させる。図３９（ｃ）に関しても、以前に説明をしたので詳細は省略する。
【０３２７】
　図３３、図３９で説明した駆動方式（リセット駆動）は、駆動用トランジスタ１１ａあ
るいはトランジスタ１１ｂとＥＬ素子１５との間を切断（電流が流れない状態。トランジ
スタ１１ｅあるいはトランジスタ１１ｄで行う）し、かつ、駆動用トランジスタのドレイ
ン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子（もしくはソース（Ｓ）端子とゲート（Ｇ）端子、さら
に一般的に表現すれば駆動用トランジスタのゲート（Ｇ）端子を含む２端子）との間をシ
ョートする第１の動作と、前記動作の後、駆動用トランジスタに電流（電圧）プログラム
を行う第２の動作とを実施するものである。そして、少なくとも第２の動作は第１の動作
後に行うものである。なお、第１の動作における駆動用トランジスタ１１ａあるいはトラ
ンジスタ１１ｂとＥＬ素子１５との間を切断するという動作は、必ずしも必須の条件では
ない。もし、第１の動作における駆動用トランジスタ１１ａあるいはトランジスタ１１ｂ
とＥＬ素子１５との間を切断せずに、駆動用トランジスタのドレイン（Ｄ）端子とゲート
（Ｇ）端子との間をショートする第１の動作を行っても多少のリセット状態のバラツキが
発生する程度で済む場合があるからである。これは、作製したアレイのトランジスタ特性
を検討して決定する。
【０３２８】
　図３９に示すカレントミラーの画素構成は、電流プログラムトランジスタ１１ａをリセ
ットすることにより、結果として駆動用トランジスタ１１ｂをリセットする駆動方法であ
った。
【０３２９】
　図３９に示すカレントミラーの画素構成において、リセット状態では、必ずしも駆動用
トランジスタ１１ｂとＥＬ素子１５との間を切断する必要はない。したがって、電流プロ
グラム用トランジスタａのドレイン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子（もしくはソース（Ｓ
）端子とゲート（Ｇ）端子、さらに一般的に表現すれば電流プログラム用トランジスタの
ゲート（Ｇ）端子を含む２端子、あるいは駆動用トランジスタのゲート（Ｇ）端子を含む
２端子）との間をショートする第１の動作と、前記動作の後、電流プログラム用トランジ
スタに電流（電圧）プログラムを行う第２の動作とを実施するものである。そして、少な
くとも第２の動作は第１の動作後に行うものである。
【０３３０】
　画像表示状態は（もし、瞬時的な変化が観察できるのであれば）、まず、電流プログラ
ムを行われる画素行は、リセット状態（黒表示状態）になり、所定Ｈ後に電流プログラム
が行われる。画面の上から下方向に、黒表示の画素行が移動し、この画素行が通りすぎた
位置で画像が書き換わっていくように見えるはずである。
【０３３１】
　以上の実施例は、電流プログラムの画素構成を中心として説明をしたが、本発明のリセ
ット駆動は電圧プログラムの画素構成にも適用することができる。図４３は電圧プログラ
ムの画素構成におけるリセット駆動を実施するための本発明の画素構成（パネル構成）の
説明図である。
【０３３２】
　図４３の画素構成では、駆動用トランジスタ１１ａをリセット動作させるためのトラン
ジスタ１１ｅが形成されている。ゲート信号線１７ｅにオン電圧が印加されることにより
、トランジスタ１１ｅがオンし、駆動用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とドレイ



(49) JP 4452075 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

ン（Ｄ）端子との間をショートさせる。また、ＥＬ素子１５と駆動用トランジスタ１１ａ
との電流経路を切断するトランジスタ１１ｄが形成されている。以下、図４４を参照しな
がら、電圧プログラムの画素構成における本発明のリセット駆動方式について説明をする
。
【０３３３】
　図４４（ａ）に図示するように、トランジスタ１１ｂとトランジスタ１１ｄとをオフ状
態にし、トランジスタ１１ｅをオン状態にする。駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（
Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子とはショート状態となり、図に示すように電流Ｉｂが流れる
。そのため、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子とが同一電位
となり、駆動用トランジスタ１１ａはリセット（電流を流さない状態）になる。なお、ト
ランジスタ１１ａをリセットする前に、図３３あるいは図３９で説明したように、ＨＤ同
期信号に同期して、最初にトランジスタ１１ｄをオンさせ、トランジスタ１１ｅをオフさ
せて、トランジスタ１１ａに電流を流しておく。その後、図４４（ａ）に示す動作を実施
する。
【０３３４】
　このトランジスタ１１ａ、トランジスタ１１ｂのリセット状態（電流を流さない状態）
は、図４１などで説明した電圧オフセットキャンセラ方式のオフセット電圧を保持した状
態と等価である。つまり、図４４（ａ）の状態では、コンデンサ１９の端子間には、オフ
セット電圧（リセット電圧）が保持されていることになる。このリセット電圧は駆動用ト
ランジスタ１１ａの特性に応じて異なる電圧値となる。つまり、図４４（ａ）の動作を実
施することにより、各画素のコンデンサ１９には駆動用トランジスタ１１ａが電流を流さ
ない（つまり、黒表示電流（ほとんど０に等しい））状態が保持されることになるのであ
る（電流が流れ始める開始電圧にリセットされる）。
【０３３５】
　なお、電圧プログラムの画素構成においても、電流プログラムの画素構成と同様に、図
４４（ａ）のリセットの実施時間を長くするほど、Ｉｂ電流が流れ、コンデンサ１９の端
子電圧が小さくなる傾向がある。したがって、図４４（ａ）の実施時間は固定値にする必
要がある。実施時間は、０．２Ｈ以上５Ｈ（５水平走査期間）以下とすることが好ましい
。さらには０．５Ｈ以上４Ｈ以下にすることが好ましい。あるいは、２μｓｅｃ以上４０
０μｓｅｃ以下とすることが好ましい。
【０３３６】
　また、ゲート信号線１７ｅは前段の画素行のゲート信号線１７ａと共通にしておくこと
が好ましい。つまり、ゲート信号線１７ｅと前段の画素行のゲート信号線１７ａとをショ
ート状態で形成する。この構成を前段ゲート制御方式と呼ぶ。なお、前段ゲート制御方式
とは、着目画素行より少なくとも１Ｈ前以上に選択される画素行のゲート信号線波形を用
いるものである。したがって、１画素行前に限定されるものではない。たとえば、２画素
行前のゲート信号線の信号波形を用いて着目画素行の駆動用トランジスタ１１ａのリセッ
トを実施してもよい。
【０３３７】
　前段ゲート制御方式をさらに具体的に記載すれば以下のようになる。着目する画素行を
（Ｎ）画素行とし、そのゲート信号線をゲート信号線１７ｅ（Ｎ）、ゲート信号線１７ａ
（Ｎ）とする。１Ｈ前に選択される前段の画素行を（Ｎ－１）画素行とし、そのゲート信
号線をゲート信号線１７ｅ（Ｎ－１）、ゲート信号線１７ａ（Ｎ－１）とする。また、着
目画素行の次の１Ｈ後に選択される画素行を（Ｎ＋１）画素行とし、そのゲート信号線を
ゲート信号線１７ｅ（Ｎ＋１）、ゲート信号線１７ａ（Ｎ＋１）とする。
【０３３８】
　第（Ｎ－１）Ｈ期間では、第（Ｎ－１）画素行のゲート信号線１７ａ（Ｎ－１）にオン
電圧が印加されると、第（Ｎ）画素行のゲート信号線１７ｅ（Ｎ）にもオン電圧が印加さ
れる。ゲート信号線１７ｅ（Ｎ）と前段の画素行のゲート信号線１７ａ（Ｎ－１）とがシ
ョート状態で形成されているからである。したがって、第（Ｎ－１）画素行の画素のトラ
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ンジスタ１１ｂ（Ｎ－１）がオンし、ソース信号線１８の電圧が駆動用トランジスタ１１
ａ（Ｎ－１）のゲート（Ｇ）端子に書き込まれる。同時に、第（Ｎ）画素行の画素のトラ
ンジスタ１１ｅ（Ｎ）がオンし、駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ）のゲート（Ｇ）端子と
ドレイン（Ｄ）端子との間がショートされ、駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ）がリセット
される。
【０３３９】
　第（Ｎ－１）Ｈ期間の次の第（Ｎ）期間では、第（Ｎ）画素行のゲート信号線１７ａ（
Ｎ）にオン電圧が印加されると、第（Ｎ＋１）画素行のゲート信号線１７ｅ（Ｎ＋１）に
もオン電圧が印加される。したがって、第（Ｎ）画素行の画素のトランジスタ１１ｂ（Ｎ
）がオンし、ソース信号線１８に印加されている電圧が駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ）
のゲート（Ｇ）端子に書き込まれる。同時に、第（Ｎ＋１）画素行の画素のトランジスタ
１１ｅ（Ｎ＋１）がオンし、駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ＋１）のゲート（Ｇ）端子と
ドレイン（Ｄ）端子との間がショートされ、駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ＋１）がリセ
ットされる。
【０３４０】
　以下同様に、第（Ｎ）Ｈ期間の次の第（Ｎ＋１）Ｈ期間において、第（Ｎ＋１）画素行
のゲート信号線１７ａ（Ｎ＋１）にオン電圧が印加されると、第（Ｎ＋２）画素行のゲー
ト信号線１７ｅ（Ｎ＋２）にもオン電圧が印加される。したがって、第（Ｎ＋１）画素行
の画素のトランジスタ１１ｂ（Ｎ＋１）がオンし、ソース信号線１８に印加されている電
圧が駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ＋１）のゲート（Ｇ）端子に書き込まれる。同時に、
第（Ｎ＋２）画素行の画素のトランジスタ１１ｅ（Ｎ＋２）がオンし、駆動用トランジス
タ１１ａ（Ｎ＋２）のゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子との間がショートされ、駆
動用トランジスタ１１ａ（Ｎ＋２）がリセットされる。
【０３４１】
　以上の本発明の前段ゲート制御方式では、１Ｈ期間、駆動用トランジスタ１１ａはリセ
ットされ、その後、電圧（電流）プログラムが実施される。
【０３４２】
　図３３（ａ）も同様であるが、図４４（ａ）のリセット状態と、図４４（ｂ）の電圧プ
ログラム状態とを同期をとって行う場合は、図４４（ａ）のリセット状態から、図４４（
ｂ）の電流プログラム状態までの期間が固定値（一定値）となるから問題はない（固定値
にされている）。この期間が短いと駆動用トランジスタ１１が完全にリセットされない。
また、あまりにも長いと駆動用トランジスタ１１ａが完全にオフ状態となり、今度は電流
をプログラムするのに長時間を要するようになる。また、画面１２の輝度も低下する。
【０３４３】
　図４４（ａ）に示す状態を実施後、図４４（ｂ）に示す状態にする。図４４（ｂ）はト
ランジスタ１１ｂをオンさせ、トランジスタ１１ｅとトランジスタ１１ｄとをオフさせた
状態である。図４４（ｂ）に示す状態は、電圧プログラムを行っている状態である。つま
り、ソースドライバ１４からプログラム電圧を出力し、このプログラム電圧を駆動用トラ
ンジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子に書き込む（駆動用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ
）端子の電位をコンデンサ１９に設定する）。なお、電圧プログラム方式の場合は、電圧
プログラム時にトランジスタ１１ｄを必ずしもオフさせる必要はない。また、図１３、図
１５などのＮ倍パルス駆動などと組み合わせること、あるいは以上のような、間欠Ｎ／Ｋ
倍パルス駆動（１画面に点灯領域を複数設ける駆動方法である。この駆動方法は、トラン
ジスタ１１ｅをオンオフ動作させることにより容易に実現できる）を実施する必要がなけ
れば、トランジスタ１１ｅは不要である。このことは以前に説明をしたので、説明を省略
する。
【０３４４】
　図４３に示す構成あるいは図４４の駆動方法で白表示の電圧プログラムを行う場合は、
各画素の駆動用トランジスタの特性バラツキが発生していても、黒表示状態のオフセット
電圧（各駆動用トランジスタの特性に応じて設定された電流が流れる開始電圧）から電圧
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プログラムを完全に行う。したがって、目標の電流値にプログラムされる時間が階調に応
じて等しくなる。そのため、トランジスタ１１ａの特性バラツキによる階調誤差がなく、
良好な画像表示を実現できる。
【０３４５】
　図４４（ｂ）に示す電流プログラミング後、図４４（ｃ）に図示するように、トランジ
スタ１１ｂをオフし、トランジスタ１１ｄをオンさせて、駆動用トランジスタ１１ａから
のプログラム電流をＥＬ素子１５に流し、ＥＬ素子１５を発光させる。
【０３４６】
　以上のように、図４３の電圧プログラムにおける本発明のリセット駆動は、まず、ＨＤ
同期信号に同期して、最初にトランジスタ１１ｄをオンさせ、トランジスタ１１ｅをオフ
させて、トランジスタ１１ａに電流を流す第１の動作と、トランジスタ１１ａとＥＬ素子
１５との間を切断し、かつ、駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（Ｄ）端子とゲート（
Ｇ）端子（もしくはソース（Ｓ）端子とゲート（Ｇ）端子、さらに一般的に表現すれば駆
動用トランジスタのゲート（Ｇ）端子を含む２端子）との間をショートする第２の動作と
、前記動作の後、駆動用トランジスタ１１ａに電圧プログラムを行う第３の動作とを実施
するものである。
【０３４７】
　以上の実施例では、駆動用トランジスタ素子１１ａ（図１の画素構成の場合）からＥＬ
素子１５に流す電流を制御するのに、トランジスタ１１ｄをオンオフさせて行う。トラン
ジスタ１１ｄをオンオフさせるためには、ゲート信号線１７ｂを走査する必要があり、走
査のためには、シフトレジスタ６１（ゲート回路１２）が必要となる。しかし、シフトレ
ジスタ６１は規模が大きく、ゲート信号線１７ｂの制御にシフトレジスタ６１を用いたの
では狭額縁化できない。図４０を参照して説明する方式は、この課題を解決するものであ
る。
【０３４８】
　なお、本発明は、主として図１などに図示する電流プログラムの画素構成を例示して説
明をするが、これに限定するものではなく、図３８などで説明した他の電流プログラム構
成（カレントミラーの画素構成）であっても適用できることはいうまでもない。また、ブ
ロックでオンオフする技術的概念は、図４１などの電圧プログラムの画素構成であっても
適用できることは言うまでもない。また、本発明は、ＥＬ素子１５に流れる電流を間欠に
する方式であるから、図５０などを参照して説明する逆バイアス電圧を印加する方式とも
組み合わせることができることは言うまでもない。以上のように、本発明は他の実施例と
組み合わせて実施することができる。
【０３４９】
　図４０はブロック駆動方式の実施例を示している。まず、説明を容易にするため、ゲー
トドライバ１２は基板７１に直接形成したか、もしくはシリコンチップのゲートドライバ
１２を基板７１に積載したとして説明をする。また、ソースドライバ１４およびソース信
号線１８は図面が煩雑になるため省略する。
【０３５０】
　図４０において、ゲート信号線１７ａはゲートドライバ１２と接続されている。一方、
各画素のゲート信号線１７ｂは点灯制御線４０１と接続されている。図４０では４本のゲ
ート信号線１７ｂが１つの点灯制御線４０１と接続されている。
【０３５１】
　なお、ここでは４本のゲート信号線１７ｂをまとめて１つのブロックとしているがこれ
に限定されるものではなく、それ以上であってもよいことは言うまでもない。一般的に表
示領域５０は少なくとも５以上に分割することが好ましい。さらに好ましくは、１０以上
に分割することが好ましい。さらには、２０以上に分割することが好ましい。分割数が少
ないと、フリッカが見え易くなる。一方、あまりにも分割数が多いと、点灯制御線４０１
の本数が多くなり、制御線４０１のレイアウトが困難になる。
【０３５２】
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　したがって、ＱＣＩＦ表示パネルの場合は、垂直走査線の本数が２２０本であるから、
少なくとも、２２０／５＝４４本以上でブロック化する必要があり、好ましくは、２２０
／１０＝１１以上でブロック化する必要がある。ただし、奇数行と偶数行とで２つのブロ
ック化を行った場合は、低フレームレートでも比較的フリッカの発生が少ないため、２つ
のブロック化で十分の場合がある。
【０３５３】
　図４０の実施例では、点灯制御線４０１ａ、４０１ｂ、４０１ｃ、４０１ｄ、…、４０
１ｎと順次、オン電圧（Ｖｇｌ）を印加するか、もしくはオフ電圧（Ｖｇｈ）を印加し、
ブロックごとにＥＬ素子１５に流れる電流をオンオフさせる。
【０３５４】
　なお、図４０の実施例では、ゲート信号線１７ｂと点灯制御線４０１とがクロスするこ
とがない。したがって、ゲート信号線１７ｂと点灯制御線４０１とがショートするといっ
た欠陥は発生しない。また、ゲート信号線１７ｂと点灯制御線４０１とが容量結合するこ
とがないため、点灯制御線４０１からゲート信号線１７ｂ側を見たときの容量付加が極め
て小さい。したがって、点灯制御線４０１を駆動しやすい。
【０３５５】
　ゲートドライバ１２にはゲート信号線１７ａが接続されている。ゲート信号線１７ａに
オン電圧を印加することにより、画素行が選択され、選択された各画素のトランジスタ１
１ｂ、１１ｃはオンして、ソース信号線１８に印加された電流（電圧）を各画素のコンデ
ンサ１９にプログラムする。一方、ゲート信号線１７ｂは各画素のトランジスタ１１ｄの
ゲート（Ｇ）端子と接続されている。したがって、点灯制御線４０１にオン電圧（Ｖｇｌ
）が印加されたとき、駆動用トランジスタ１１ａとＥＬ素子１５との電流経路を形成し、
逆にオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加されたときは、ＥＬ素子１５のアノード端子をオープンに
する。
【０３５６】
　なお、点灯制御線４０１に印加するオンオフ電圧の制御タイミングと、ゲートドライバ
１２がゲート信号線１７ａに出力する画素行選択電圧（Ｖｇｌ）のタイミングとは１水平
走査クロック（１Ｈ）に同期していることが好ましい。しかし、これに限定するものでは
ない。
【０３５７】
　点灯制御線４０１に印加する信号は単に、ＥＬ素子１５への電流をオンオフさせるだけ
である。また、ソースドライバ１４が出力する画像データと同期がとれている必要もない
。点灯制御線４０１に印加する信号は、各画素１６のコンデンサ１９にプログラムされた
電流を制御するものだからである。したがって、必ずしも、画素行の選択信号と同期がと
れている必要はない。また、同期する場合であってもクロックは１Ｈ信号に限定されるも
のではなく、１／２Ｈでも、１／４Ｈであってもよい。
【０３５８】
　図３８に図示したカレントミラーの画素構成の場合であっても、ゲート信号線１７ｂを
点灯制御線４０１に接続することにより、トランジスタ１１ｅをオンオフ制御できる。し
たがって、ブロック駆動を実現できる。
【０３５９】
　なお、図３２において、ゲート信号線１７ａを点灯制御線４０１に接続し、リセットを
実施すれば、プロック駆動を実現できる。この場合、本発明のブロック駆動は、１つの制
御線で、複数の画素行を同時に非点灯（あるいは黒表示）とする駆動方法となる。
【０３６０】
　以上の実施例は、１画素行ごとに１本の選択画素行を配置（形成）する構成であった。
本発明は、これに限定するものではなく、複数の画素行で１本の選択ゲート信号線を配置
（形成）してもよい。
【０３６１】
　図４１はその実施例である。なお、説明を容易にするため、画素構成は図１の場合を主
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として例示して説明をする。図４１において、ゲート信号線１７ａは３つの画素（１６Ｒ
、１６Ｇ、１６Ｂ）を同時に選択する。なお、Ｒの記号とは赤色の画素関連を意味し、Ｇ
の記号とは緑色の画素関連を意味し、Ｂの記号とは青色の画素関連を意味するものとする
。
【０３６２】
　したがって、ゲート信号線１７ａの選択により、画素１６Ｒ、画素１６Ｇおよび画素１
６Ｂが同時に選択されデータ書き込み状態となる。画素１６Ｒはソース信号線１８Ｒから
データをコンデンサ１９Ｒに書き込み、画素１６Ｇはソース信号線１８Ｇからデータをコ
ンデンサ１９Ｇに書き込む。画素１６Ｂはソース信号線１８Ｂからデータをコンデンサ１
９Ｂに書き込む。
【０３６３】
　画素１６Ｒのトランジスタ１１ｄはゲート信号線１７ｂＲに接続されている。また、画
素１６Ｇのトランジスタ１１ｄはゲート信号線１７ｂＧに接続され、画素１６Ｂのトラン
ジスタ１１ｄはゲート信号線１７ｂＢに接続されている。したがって、画素１６ＲのＥＬ
素子１５Ｒ、画素１６ＧのＥＬ素子１５Ｇ、画素１６ＢのＥＬ素子１５Ｂはそれぞれ独立
してオンオフ制御することができる。つまり、ＥＬ素子１５Ｒ、ＥＬ素子１５Ｇ、ＥＬ素
子１５Ｂはゲート信号線１７ｂＲ、１７ｂＧ、１７ｂＢをそれぞれ制御することにより、
点灯時間、点灯周期を個別に制御することができる。
【０３６４】
　この動作を実現するためには、図６に示す構成において、ゲート信号線１７ａを走査す
るシフトレジスタ回路６１と、ゲート信号線１７ｂＲを走査するシフトレジスタ回路６１
と、ゲート信号線１７ｂＧを走査するシフトレジスタ回路６１と、ゲート信号線１７ｂＢ
を走査するシフトレジスタ回路６１との４つを形成（配置）することが適切である。
【０３６５】
　なお、ソース信号線１８に所定電流のＮ倍の電流を流すことにより、ＥＬ素子１５に所
定電流のＮ倍の電流を１／Ｎの期間流すとしたが、実用上はこれを実現できない。実際に
はゲート信号線１７に印加した信号パルスがコンデンサ１９に突き抜け、コンデンサ１９
に所望の電圧値（電流値）を設定できないからである。一般的にコンデンサ１９には所望
の電圧値（電流値）よりも低い電圧値（電流値）が設定される。たとえば、１０倍の電流
値を設定するように駆動しても、５倍程度の電流しかコンデンサ１９には設定されない。
たとえば、Ｎ＝１０としても実際にＥＬ素子１５に流れる電流はＮ＝５の場合と同一とな
る。したがって、本発明はＮ倍の電流値を設定し、Ｎ倍に比例したあるいは対応する電流
をＥＬ素子１５に流れるように駆動する方法である。もしくは、所望値よりも大きい電流
をＥＬ素子１５にパルス状に印加する駆動方法である。
【０３６６】
　また、所望値より電流（そのまま、ＥＬ素子１５に連続して電流を流すと所望輝度より
も高くなるような電流）を駆動用トランジスタ１１ａ（図１を例示する場合）に電流（電
圧）プログラムを行い、ＥＬ素子１５に流れる電流を間欠にすることにより、所望のＥＬ
素子の発光輝度を得るものである。
【０３６７】
　なお、このコンデンサ１９への突き抜けによる補償回路は、ソースドライバ１４内に導
入する。この事項については後ほど説明をする。
【０３６８】
　また、図１などのスイッチングトランジスタ１１ｂ、１１ｃなどはＮチャンネルで形成
することが好ましい。コンデンサ１９への突き抜け電圧が低減するからである。また、コ
ンデンサ１９のオフリークも減少するため、１０Ｈｚ以下の低いフレームレートにも適用
できるようになる。
【０３６９】
　また、画素構成によっては、突き抜け電圧がＥＬ素子１５に流れる電流を増加させる方
向に作用する場合は、白ピーク電流が増加し、画像表示のコントラスト感が増加する。し
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たがって、良好な画像表示を実現できる。
【０３７０】
　逆に、図１のスイッチングトランジスタ１１ｂ、１１ｃをＰチャンネルにすることによ
り突き抜けを発生させて、より黒表示を良好にする方法も有効である。この場合、Ｐチャ
ンネルトランジスタ１１ｂをオフにするときはＶｇｈ電圧となる。そのため、コンデンサ
１９の端子電圧がＶｄｄ側に少しシフトする。これにより、トランジスタ１１ａのゲート
（Ｇ）端子電圧は上昇し、より良好な黒表示となる。また、第１階調表示とする電流値を
大きくすることができるため（階調１までに一定のベース電流を流すことができる）、電
流プログラム方式で書き込み電流不足を軽減できる。
【０３７１】
　その他、ゲート信号線１７ａとトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子との間に積極的
にコンデンサ１９ｂを形成し、突き抜け電圧を増加させる構成も有効である（図４２（ａ
）を参照）。このコンデンサ１９ｂの容量は正規のコンデンサ１９ａの容量の１／５０以
上１／１０以下にすることが好ましい。この値は１／４０以上１／１５以下とすることが
好ましい。もしくはトランジスタ１１ｂのソース－ゲート（ソース－ドレイン（ＳＧ）も
しくはゲート－ドレイン（ＧＤ））容量の１倍以上１０倍以下にする。さらに好ましくは
、ＳＧ容量の２倍以上６倍以下にすることが好ましい。なお、コンデンサ１９ｂは、コン
デンサ１９ａの一方の端子（トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子）とトランジスタ１
１ｄのソース（Ｓ）端子との間に形成または配置してもよい。この場合も容量などは先に
説明した値と同様である。
【０３７２】
　突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｂの容量（容量をＣｂ（ｐＦ）とする）は、電荷
保持用のコンデンサ１９ａの容量（容量とＣａ（ｐＦ）とする）と、トランジスタ１１ａ
の白ピーク電流時（画像表示で表示最大輝度の白ラスター時）のゲート（Ｇ）端子電圧Ｖ
ｗ（Ｖ）を黒表示での電流を流す（基本的には電流は０である。つまり、画像表示で黒表
示の場合）ときのゲート（Ｇ）端子電圧Ｖｂ（Ｖ）とが関連する。これらの関係は、
　Ｃａ／（２００Ｃｂ）　≦　｜Ｖｗ－Ｖｂ｜　≦　Ｃａ／（８Ｃｂ）
の条件を満足させることが好ましい。なお、｜Ｖｗ－Ｖｂ｜とは、駆動用トランジスタの
白表示時の端子電圧と黒表示時の端子電圧との差の絶対値である（つまり、変化する電圧
幅）。
【０３７３】
　さらに好ましくは、
　Ｃａ／（１００Ｃｂ）　≦　｜Ｖｗ－Ｖｂ｜　≦　Ｃａ／（１０Ｃｂ）
の条件を満足させることが好ましい。
【０３７４】
　トランジスタ１１ｂはＰチャンネルにし、このＰチャンネルは少なくともダブルゲート
以上にする。また、好ましくは、トリプルゲート以上にする。さらに好ましくは、４ゲー
ト以上にする。そして、トランジスタ１１ｂのソース－ゲート（ＳＧもしくはゲート－ド
レイン（ＧＤ））容量（トランジスタがオンしているときの容量）の１倍以上１０倍以下
のコンデンサを並列に形成または配置することが好ましい。
【０３７５】
　なお、以上の事項は、図１に示す画素構成だけでなく、他の画素構成でも有効である。
たとえば、図４２（ｂ）に図示するようなカレントミラーの画素構成において、突き抜け
を発生させるコンデンサをゲート信号線１７ａまたは１７ｂとトランジスタ１１ａのゲー
ト（Ｇ）端子との間に配置または形成する。スイッチングトランジスタ１１ｃのＮチャン
ネルはダブルゲート以上とする。もしくはスイッチングトランジスタ１１ｃ、１１ｄをＰ
チャンネルとし、トリプルゲート以上とする。
【０３７６】
　図４１に示す電圧プログラムの構成にあっては、ゲート信号線１７ｃと駆動用トランジ
スタ１１ａのゲート（Ｇ）端子との間に突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｃを形成ま



(55) JP 4452075 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

たは配置する。また、スイッチングトランジスタ１１ｃはトリプルゲート以上とする。突
き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｃはトランジスタ１１ｃのドレイン（Ｄ）端子（コン
デンサ１９ｂ側）とゲート信号線１７ａとの間に配置してもよい。また、突き抜け電圧発
生用のコンデンサ１９ｃはトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とゲート信号線１７ａ
との間に配置してもよい。また、突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｃはトランジスタ
１１ｃのドレイン（Ｄ）端子（コンデンサ１９ｂ側）とゲート信号線１７ｃとの間に配置
してもよい。
【０３７７】
　また、電荷保持用のコンデンサ１９ａの容量をＣａ（ｐＦ）とし、スイッチング用のト
ランジスタ１１ｃまたは１１ｄのソース－ゲート容量をＣｃ（ｐＦ）（突き抜け用のコン
デンサがある場合には、その容量を加えた値）とし、ゲート信号線に印加される高電圧信
号を（Ｖｇｈ）（Ｖ）とし、ゲート信号線に印加される低電圧信号を（Ｖｇｌ）（Ｖ）と
した場合、以下の条件を満足するように構成することにより、良好な黒表示を実現できる
。
【０３７８】
　０．０５（Ｖ）　≦　（Ｖｇｈ－Ｖｇｌ）×（Ｃｃ／Ｃａ）　≦　０．８（Ｖ）
　また、以下の条件を満足させることが好ましい。
【０３７９】
　０．１（Ｖ）　≦　（Ｖｇｈ－Ｖｇｌ）×（Ｃｃ／Ｃａ）　≦　０．５（Ｖ）
　以上の事項は図４３などに示す画素構成にも有効である。図４３に示す電圧プログラム
の画素構成では、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とゲート信号線１７ａとの間に
突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｂを形成または配置する。
【０３８０】
　なお、突き抜け電圧を発生させるコンデンサ１９ｂは、トランジスタのソース配線およ
びゲート配線で形成する。ただし、トランジスタ１１のソース幅を広げて、ゲート信号線
１７と重ねて形成する構成であるから、実用上は明確にトランジスタと分離できない構成
となる場合がある。
【０３８１】
　また、スイッチングトランジスタ１１ｂ、１１ｃ（図１の構成の場合）を必要以上に大
きく形成することにより、見かけ上、突き抜け電圧用のコンデンサ１９ｂを構成する方式
も本発明の範疇である。スイッチングトランジスタ１１ｂ、１１ｃはチャンネル幅Ｗ／チ
ャンネル長Ｌ＝６／６μｍで形成することが多い。ここでＷとＬとの比を大きくすること
も突き抜け電圧用のコンデンサ１９ｂを構成することになる。例えば、Ｗ：Ｌの比を２：
１以上２０：１以下にする構成が例示される。好ましくは、Ｗ：Ｌの比を３：１以上１０
：１以下にすることがよい。
【０３８２】
　また、突き抜け電圧用のコンデンサ１９ｂは、画素が変調するＲ、Ｇ、Ｂで大きさ（容
量）を変化させることが好ましい。Ｒ、Ｇ、Ｂの各ＥＬ素子１５の駆動電流が異なるため
である。また、ＥＬ素子１５のカットオフ電圧が異なるためである。そのため、ＥＬ素子
１５の駆動用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子にプログラムする電圧（電流）が異
ならせる。たとえば、Ｒの画素のコンデンサ１１ｂＲを０．０２ｐＦとした場合、他の色
（Ｇ、Ｂの画素）のコンデンサ１１ｂＧ、１１ｂＢを０．０２５ｐＦとする。また、Ｒの
画素のコンデンサ１１ｂＲを０．０２ｐＦとした場合、Ｇの画素のコンデンサ１１ｂＧと
０．０３ｐＦとし、Ｂの画素のコンデンサ１１ｂＢを０．０２５ｐＦとするなどである。
このように、Ｒ、Ｇ、Ｂの画素ごとにコンデンサ１１ｂの容量を変化させることによりオ
フセットの駆動電流をＲＧＢごとに調整することができる。したがって、ＲＧＢのそれぞ
れにおける黒表示レベルを最適値にすることができる。
【０３８３】
　以上では、突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｂの容量を変化させるとしたが、突き
抜け電圧は、保持用のコンデンサ１９ａと突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｂとの容
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量の相対的なものである。したがって、コンデンサ１９ｂをＲ、Ｇ、Ｂの画素で変化する
ことに限定するものではない。したがって、保持用コンデンサ１９ａの容量を変化させて
もよい。たとえば、Ｒの画素のコンデンサ１１ａＲを１．０ｐＦとした場合、Ｇの画素の
コンデンサ１１ａＧと１．２ｐＦとし、Ｂの画素のコンデンサ１１ａＢを０．９ｐＦとす
るなどである。このとき、突き抜け用コンデンサ１９ｂの容量は、Ｒ、Ｇ、Ｂで共通の値
とする。したがって、本発明は、保持用のコンデンサ１９ａと突き抜け電圧発生用のコン
デンサ１９ｂとの容量比について、Ｒ、Ｇ、Ｂの画素のうち、少なくとも１つを他と異な
らせたものである。なお、保持用のコンデンサ１９ａの容量と突き抜け電圧発生用のコン
デンサ１９ｂとの容量との両方をＲ、Ｇ、Ｂ画素で変化させてもよい。
【０３８４】
　また、画面５０の左右で突き抜け電圧用のコンデンサ１９ｂの容量を変化させてもよい
。ゲートドライバ１２に近い位置にある画素１６は信号供給側に配置されているので、ゲ
ート信号の立ち上がりが速い（スルーレートが高いからである）ため、突き抜け電圧が大
きくなる。ゲート信号線１７の端に配置（形成）されている画素は、信号波形が鈍ってい
る（ゲート信号線１７には容量があるためである）。ゲート信号の立ち上がりが遅い（ス
ルーレートが遅い）ので、突き抜け電圧が小さくなるためである。したがって、ゲートド
ライバ１２との接続側に近い画素１６の突き抜け電圧用コンデンサ１９ｂを小さくする。
また、ゲート信号線１７の端はコンデンサ１９ｂを大きくする。たとえば、画面の左右で
コンデンサの容量は１０％程度変化させる。
【０３８５】
　発生する突き抜け電圧は、保持用コンデンサ１９ａと突き抜け電圧発生用のコンデンサ
１９ｂとの容量比で決定される。したがって、画面の左右で突き抜け電圧発生用のコンデ
ンサ１９ｂの大きさを変化させるとしているが、これに限定されるわけではない。突き抜
け電圧発生用のコンデンサ１９ｂは画面の左右で一定にし、電荷保持用のコンデンサ１９
ａの容量を画面の左右で変化させてもよい。また、突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９
ｂの容量と、電荷保持用のコンデンサ１９ａの容量との両方を画面の左右で変化させても
よいことは言うまでもない。
【０３８６】
　本発明のＮ倍パルス駆動には、ＥＬ素子１５に印加する電流が瞬時的ではあるが、従来
と比較してＮ倍大きいという問題がある。電流が大きいとＥＬ素子の寿命を低下させる場
合がある。この課題を解決するためには、ＥＬ素子１５に逆バイアス電圧Ｖｍを印加する
ことが有効である。
【０３８７】
　ＥＬ素子１５において、電子は陰極（カソード）より電子輸送層に注入されると同時に
正孔も陽極（アノード）から正孔輸送層に注入される。注入された電子、正孔は印加電界
により対極に移動する。その際、有機層中にトラップされたり、発光層界面でのエネルギ
ー準位の差によりキャリアが蓄積されたりする。
【０３８８】
　有機層中に空間電荷が蓄積されると分子が酸化もしくは還元され、生成されたラジカル
陰イオン分子もしくはラジカル陽イオン分子が不安定であることで、膜質の低下により輝
度の低下および定電流駆動時の駆動電圧の上昇を招くことが知られている。これを防ぐた
めに、一例としてデバイス構造を変化させ、逆方向電圧を印加している。
【０３８９】
　逆バイアス電圧が印加されると、逆方向電流が印加されることになるため、注入された
電子及び正孔がそれぞれ陰極及び陽極へ引き抜かれる。これにより、有機層中の空間電荷
形成を解消し、分子の電気化学的劣化を抑えることで寿命を長くすることが可能となる。
【０３９０】
　図４５は、逆バイアス電圧ＶｍおよびＥＬ素子１５の端子電圧の変化を示している。こ
こで端子電圧とは、ＥＬ素子１５に定格電流を供給したときの電圧である。図４５はＥＬ
素子１５に流す電流が電流密度１００Ａ／平方メーターの場合を示しているが、図４５に
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示される傾向は、電流密度５０～１００Ａ／平方メーターの場合とほとんど差がなかった
。したがって、広い範囲の電流密度で適用できると推定される。
【０３９１】
　縦軸は初期のＥＬ素子１５の端子電圧に対して、２５００時間後の端子電圧との比を表
している。たとえば、経過時間０時間において、電流密度１００Ａ／平方メーターの電流
の印加したときの端子電圧を８（Ｖ）とし、経過時間２５００時間において、電流密度１
００Ａ／平方メーターの電流の印加したときの端子電圧を１０（Ｖ）とすれば、端子電圧
比は、１０／８＝１．２５である。
【０３９２】
　横軸は、逆バイアス電圧Ｖｍと１周期に逆バイアス電圧を印加した時間ｔ１の積に対す
る定格端子電圧Ｖ０の比を表している。たとえば、６０Ｈｚ（とくに６０Ｈｚに意味はな
いが）で、逆バイアス電圧Ｖｍを印加した時間が１／２（半分）であれば、ｔ１＝０．５
である。また、経過時間０時間において、電流密度１００Ａ／平方メーターの電流を供給
したときの端子電圧（定格端子電圧）を８（Ｖ）とし、逆バイアス電圧Ｖｍを８（Ｖ）と
すれば、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）＝｜－８（Ｖ）×０．５｜
／（８（Ｖ）×０．５）＝１．０となる。
【０３９３】
　図４５によれば、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）が１．０以上で
端子電圧比の変化はなくなる（初期の定格端子電圧から変化しない）。逆バイアス電圧Ｖ
ｍの印加による効果がよく発揮されている。しかし、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格
端子電圧×ｔ２）が１．７５以上で端子電圧比は増加する傾向にある。したがって、｜逆
バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）が１．０以上になるように逆バイアス電
圧Ｖｍの大きさおよび印加時間比ｔ１（もしくはｔ２、あるいはｔ１とｔ２との比率）を
決定するとよい。また、好ましくは、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２
）が１．７５以下になるように逆バイアス電圧Ｖｍの大きさおよび印加時間比ｔ１などを
決定するとよい。
【０３９４】
　ただし、バイアス駆動を行う場合は、逆バイアスＶｍと定格電流とを交互に印加する必
要がある。図４６に示す場合において、サンプルＡとＢとの単位時間あたりの平均輝度を
等しくしようとすると、逆バイアス電圧を印加するときは、印加しないときと比較して瞬
時的には高い電流を流す必要がある。そのため、逆バイアス電圧Ｖｍを印加する場合（図
４６のサンプルＡ）のＥＬ素子１５の端子電圧も高くなる。
【０３９５】
　しかし、図４５では、逆バイアス電圧を印加する駆動方法でも、定格端子電圧Ｖ０とは
、平均輝度を満足する端子電圧（つまり、ＥＬ素子１５を点灯する端子電圧）とする（本
明細書の具体例によれば、電流密度２００Ａ／平方メーターの電流の印加した時の端子電
圧である。ただし、１／２デューティであるので、１周期の平均輝度は電流密度２００Ａ
／平方メーターでの輝度となる）。
【０３９６】
　以上の事項は、ＥＬ素子１５に、白ラスター表示させる場合（画面全体のＥＬ素子に最
大電流を供給している場合）を想定している。しかし、ＥＬ表示装置にて映像表示を行う
場合は、自然画であり、階調表示を行う。したがって、たえず、ＥＬ素子１５の白ピーク
電流（最大白表示で流れる電流。本明細書の具体例では、平均電流密度１００Ａ／平方メ
ーターの電流）が流れているのではない。
【０３９７】
　一般的に、映像表示を行う場合、各ＥＬ素子１５に印加される電流（流れる電流）は、
白ピーク電流（定格端子電圧時に流れる電流。本明細書の具体例によれば、電流密度１０
０Ａ／平方メーターの電流）の約０．２倍である。
【０３９８】
　したがって、図４５に示す実施例では、映像表示を行う場合は横軸の値に０．２をかけ
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るものとする必要がある。したがって、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ
２）が０．２以上になるように逆バイアス電圧Ｖｍの大きさおよび印加時間比ｔ１（もし
くはｔ２、あるいはｔ１とｔ２との比率など）を決定するとよい。また、好ましくは、｜
逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）が１．７５×０．２＝０．３５以下に
なるように逆バイアス電圧Ｖｍの大きさおよび印加時間比ｔ１などを決定するとよい。
【０３９９】
　つまり、図４５の横軸（｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２））におい
て、１．０の値を０．２とする必要がある。したがって、表示パネルに映像を表示する（
この使用状態が通常であろう。白ラスターを常時表示することはないであろう）ときは、
｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）が０．２よりも大きくなるように、
逆バイアス電圧Ｖｍを所定時間ｔ１印加するようにする。また、｜逆バイアス電圧×ｔ１
｜／（定格端子電圧×ｔ２）の値が大きくなっても、図４５で図示するように、端子電圧
比の増加は大きくない。したがって、上限値は白ラスター表示を実施することも考慮して
、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）の値が１．７５以下を満足するよ
うにすればよい。
【０４００】
　以下、図面を参照しながら、本発明の逆バイアス方式について説明をする。なお、本発
明はＥＬ素子１５に電流が流れていない期間に逆バイアス電圧Ｖｍ（電流）を印加するこ
とを基本とする。しかし、これに限定するものではない。たとえば、ＥＬ素子１５に電流
が流れている状態で、強制的に逆バイアス電圧Ｖｍを印加してもよい。なお、この場合は
、結果としてＥＬ素子１５には電流が流れず、非点灯状態（黒表示状態）となるであろう
。また、本発明は、主として電流プログラムの画素構成で逆バイアス電圧Ｖｍを印加する
ことを中心として説明するがこれに限定するものではない。
【０４０１】
　逆バイアス駆動の画素構成では、図４７に図示するように、トランジスタ１１ｇをＮチ
ャンネルとする。もちろん、Ｐチャンネルでもよい。
【０４０２】
　図４７では、ゲート電位制御線４７３に印加する電圧を逆バイアス線４７１に印加して
いる電圧よりも高くすることにより、トランジスタ１１ｇ（Ｎ）がオンし、ＥＬ素子１５
のアノード電極に逆バイアス電圧Ｖｍが印加される。
【０４０３】
　また、図４７の画素構成などにおいて、ゲート電位制御線４７３を常時、電位固定して
動作させてもよい。たとえば、図４７においてＶｋ電圧が０（Ｖ）とする時、ゲート電位
制御線４７３の電位を０（Ｖ）以上（好ましくは２（Ｖ）以上）にする。なお、この電位
をＶｓｇとする。この状態で、逆バイアス線４７１の電位を逆バイアス電圧Ｖｍ（０（Ｖ
）以下、好ましくはＶｋより－５（Ｖ）以上小さい電圧）にすると、トランジスタ１１ｇ
（Ｎ）がオンし、ＥＬ素子１５のアノードに、逆バイアス電圧Ｖｍが印加される。逆バイ
アス線４７１の電圧をゲート電位制御線４７３の電圧（つまり、トランジスタ１１ｇのゲ
ート（Ｇ）端子電圧）よりも高くすると、トランジスタ１１ｇはオフ状態となるため、Ｅ
Ｌ素子１５には逆バイアス電圧Ｖｍは印加されない。もちろん、この状態のときに、逆バ
イアス線４７１をハイインピーダンス状態（オープン状態など）としてもよいことは言う
までもない。
【０４０４】
　また、図４８に図示するように、逆バイアス線４７１を制御するゲートドライバ１２ｃ
を別途形成または配置してもよい。ゲートドライバ１２ｃは、ゲートドライバ１２ａと同
様に順次シフト動作し、シフト動作に同期して、逆バイアス電圧を印加する位置がシフト
される。
【０４０５】
　以上の駆動方法では、トランジスタ１１ｇのゲート（Ｇ）端子は電位固定し、逆バイア
ス線４７１の電位を変化させるだけで、ＥＬ素子１５に逆バイアス電圧Ｖｍを印加するこ
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とができる。したがって、逆バイアス電圧Ｖｍの印加制御が容易である。また、トランジ
スタ１１ｇのゲート（Ｇ）端子とソース（Ｓ）端子との間に印加される電圧を低減できる
。このことは、トランジスタ１１ｇがＰチャンネルの場合も同様である。
【０４０６】
　また、逆バイアス電圧Ｖｍの印加は、ＥＬ素子１５に電流を流していないときに行うも
のである。したがって、トランジスタ１１ｄがオンしていないときに、トランジスタ１１
ｇをオンさせることにより行えばよい。つまり、トランジスタ１１ｄのオンオフロジック
の逆をゲート電位制御線４７３に印加すればよい。たとえば、図４７では、ゲート信号線
１７ｂにトランジスタ１１ｄおよびトランジスタ１１ｇのゲート（Ｇ）端子を接続すれば
よい。トランジスタ１１ｄはＰチャンネルであり、トランジスタ１１ｇはＮチャンネルで
あるため、オンオフ動作は反対となる。
【０４０７】
　図４９は逆バイアス駆動のタイミングチャートである。なお、チャート図において（１
）（２）などの添え字は、画素行を示している。説明を容易にするため、（１）とは、第
１画素行目と示し、（２）とは第２画素行目を示すとして説明をするが、これに限定する
ものではない。（１）がN画素行目を示し、（２）がN+1画素行目を示すと考えても良い。
以上のことは他の実施例でも、特例を除いて同様である。また、図４９などの実施例では
、図１などの画素構成を例示して説明をするがこれに限定されるものではない。たとえば
、図４１、図３８などの画素構成においても適用できるものである。
【０４０８】
　第１画素行目のゲート信号線１７ａ（１）にオン電圧（Ｖｇｌ）が印加されているとき
には、第１画素行目のゲート信号線１７ｂ（１）にはオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加される。
つまり、トランジスタ１１ｄはオフであり、ＥＬ素子１５には電流が流れていない。
【０４０９】
　逆バイアス線４７１（１）には、Ｖｓｌ電圧（トランジスタ１１ｇがオンする電圧）が
印加される。したがって、トランジスタ１１ｇがオンし、ＥＬ素子１５には逆バイアス電
圧が印加されている。逆バイアス電圧は、ゲート信号線１７ｂにオフ電圧（Ｖｇｈ）が印
加された後、所定期間（１Ｈの１／２００以上の期間、または、０．５μｓｅｃ）後に、
逆バイアス電圧が印加される。また、ゲート信号線１７ｂにオン電圧（Ｖｇｌ）が印加さ
れる所定期間（１Ｈの１／２００以上の期間、または、０．５μｓｅｃ）前に、逆バイア
ス電圧がオフされる。これは、トランジスタ１１ｄとトランジスタ１１ｇが同時にオンと
なることを回避するためである。
【０４１０】
　次の水平走査期間（１Ｈ）において、ゲート信号線１７ａにはオフ電圧（Ｖｇｈ）が印
加され、第２画素行が選択される。つまり、ゲート信号線１７ｂ（２）にオン電圧が印加
される。一方、ゲート信号線１７ｂにはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、トランジスタ１
１ｄがオンして、ＥＬ素子１５にトランジスタ１１ａから電流が流れＥＬ素子１５が発光
する。また、逆バイアス線４７１（１）にはオフ電圧（Ｖｓｈ）が印加されて、第１画素
行（１）のＥＬ素子１５には逆バイアス電圧が印加されないようになる。第２画素行の逆
バイアス線４７１（２）にはＶｓｌ電圧（逆バイアス電圧）が印加される。
【０４１１】
　以上の動作を順次くりかえすことにより、１画面の画像が書き換えられる。以上の実施
例では、各画素にプログラムされている期間に、逆バイアス電圧を印加するという構成で
あった。しかし、本発明は、図４８に示す回路構成に限定されるものではない。複数の画
素行に連続して逆バイアス電圧を印加することもできることは明らかである。また、ブロ
ック駆動（図４０参照）、Ｎ倍パルス駆動、リセット駆動、ダミー画素駆動などと組み合
わせることができることは明らかである。
【０４１２】
　また、逆バイアス電圧の印加は、画像表示の途中に実施することに限定するものではな
い。ＥＬ表示装置の電源オフ後、一定の期間の間、逆バイアス電圧が印加されるように構
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成してもよい。
【０４１３】
　以上の実施例は、図１に示す画素構成の場合であったが、他の構成においても、図３８
、図４１などの逆バイアス電圧を印加する構成に適用できることは言うまでもない。たと
えば、図５０に示す電流プログラム方式の画素構成に適用することも可能である。
【０４１４】
　図５０は、カレントミラーの画素構成である。トランジスタ１１ｃは画素選択素子であ
る。ゲート信号線１７ａ１にオン電圧を印加することにより、トランジスタ１１ｃがオン
する。トランジスタ１１ｄはリセット機能と、駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（Ｄ
）－ゲート（Ｇ）端子間をショート（ＧＤショート）する機能を有するスイッチ素子であ
る。トランジスタ１１ｄはゲート信号線１７ａ２にオン電圧を印加することによりオンす
る。
【０４１５】
　トランジスタ１１ｄは、該当画素が選択する１Ｈ（１水平走査期間、つまり１画素行）
以上前にオンする。好ましくは３Ｈ前にはオンさせる。３Ｈ前とすれば、３Ｈ前にトラン
ジスタ１１ｄがオンし、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子と
がショートされる。そのため、トランジスタ１１ａはオフにする。したがって、トランジ
スタ１１ｂには電流が流れなくなり、ＥＬ素子１５は非点灯となる。
【０４１６】
　ＥＬ素子１５が非点灯状態の場合、トランジスタ１１ｇがオンし、ＥＬ素子１５に逆バ
イアス電圧が印加される。したがって、逆バイアス電圧は、トランジスタ１１ｄがオンさ
れている期間、印加されることになる。そのため、ロジック的にはトランジスタ１１ｄと
トランジスタ１１ｇとは同時にオンすることになる。
【０４１７】
　トランジスタ１１ｇのゲート（Ｇ）端子はＶｓｇ電圧が印加されて固定されている。逆
バイアス線４７１をＶｓｇ電圧より十分に小さな逆バイアス電圧を逆バイアス線４７１に
印加することによりトランジスタ１１ｇがオンする。
【０４１８】
　その後、前記該当画素に画像信号が印加される（書き込まれる）水平走査期間がくると
、ゲート信号線１７ａ１にオン電圧が印加され、トランジスタ１１ｃがオンする。したが
って、ソースドライバ１４からソース信号線１８に出力された画像信号電圧がコンデンサ
１９に印加される（トランジスタ１１ｄはオン状態が維持されている）。
【０４１９】
　トランジスタ１１ｄをオンさせると黒表示となる。１フィールド（１フレーム）期間に
占めるトランジスタ１１ｄのオン期間が長くなるほど、黒表示期間の割合が長くなる。し
たがって、黒表示期間が存在しても１フィールド（１フレーム）の平均輝度を所望値とす
るためには、表示期間の輝度を高くする必要がある。つまり、表示期間にＥＬ素子１５に
流す電流を大きくする必要がある。この動作は、本発明のＮ倍パルス駆動である。したが
って、Ｎ倍パルス駆動と、トランジスタ１１ｄをオンさせて黒表示とする駆動とを組み合
わせることが本発明の１つの特徴ある動作である。また、ＥＬ素子１５が非点灯状態で、
逆バイアス電圧をＥＬ素子１５に印加することが本発明の特徴ある構成（方式）である。
【０４２０】
　以上の実施例では、画像表示を行う場合において、画素が非点灯状態のときに逆バイア
ス電圧を印加する方式であったが、逆バイアス電圧を印加する構成はこれに限定するもの
ではない。画像を非表示に逆バイアス電圧を印加するのであれば、逆バイアス用のトラン
ジスタ１１ｇを各画素に形成する必要はない。ここで非点灯状態とは、表示パネルの使用
を終了した後、あるいは使用前に逆バイアス電圧を印加している状態である。
【０４２１】
　例えば、図１の画素構成において、画素１６を選択し（トランジスタ１１ｂ、トランジ
スタ１１ｃをオンさせる）、ソースドライバ（回路）１４から、ソースドライバが出力で
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きる低い電圧Ｖ０（例えば、ＧＮＤ電圧）を出力して駆動用トランジスタ１１ａのドレイ
ン端子（Ｄ）に印加する。この状態でトランジスタ１１ｄもオンさせればＥＬのアノード
端子にＶ０電圧が印加される。同時に、ＥＬ素子１５のカソードＶｋにＶ０電圧に対し、
－５～－１５（Ｖ）の低い電圧Ｖｍ電圧を印加すればＥＬ素子１５に逆バイアス電圧が印
加される。また、Ｖｄｄ電圧もＶ０電圧より０～－５（Ｖ）の低い電圧を印加することに
より、トランジスタ１１ａもオフ状態となる。以上のようにソースドライバ１４から電圧
を出力し、ゲート信号線１７を制御することにより、逆バイアス電圧をＥＬ素子１５に印
加することができる。
【０４２２】
　Ｎ倍パルス駆動は、１フィールド（１フレーム）期間内において、１度、黒表示をして
も再度、ＥＬ素子１５に所定の電流（プログラムされた電流（コンデンサ１９に保持され
ている電圧による））を流すことができる。しかし、図５０に示す構成では、一度、トラ
ンジスタ１１ｄがオンすると、コンデンサ１９の電荷は放電（減少を含む）されるため、
ＥＬ素子１５に所定の電流（プログラムされた電流）を流すことができない。しかし、回
路動作が容易であるという特徴がある。
【０４２３】
　なお、以上の実施例は電流プログラム方式の場合の画素構成であったが、本発明はこれ
に限定するものではなく、図３８、図５０のような他の電流方式の画素構成にも適用する
ことができる。また、図５１、図５４、図６２に図示するような電圧プログラムの画素構
成でも適用することができる。
【０４２４】
　図５１は一般的に最も簡単な電圧プログラムの画素構成を示している。トランジスタ１
１ｂは選択スイッチング素子であり、トランジスタ１１ａはＥＬ素子１５に電流を供給す
る駆動用トランジスタである。この構成で、ＥＬ素子１５のアノードに逆バイアス電圧印
加用のトランジスタ（スイッチング素子）１１ｇを配置（形成）している。
【０４２５】
　図５１に示す画素構成では、ＥＬ素子１５に流す電流は、ソース信号線１８に供給され
、トランジスタ１１ｂが選択されることにより、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子
に供給される。
【０４２６】
　まず、図５１に示す構成を説明するために、基本動作について図５２を用いて説明をす
る。図５１に示す画素は電圧オフセットキャンセラと呼ばれる構成であり、初期化動作、
リセット動作、プログラム動作、発光動作の４段階で動作する。
【０４２７】
　水平同期信号（ＨＤ）後、初期化動作が実施される。ゲート信号線１７ｂにオン電圧が
印加され、トランジスタ１１ｇがオンする。また、ゲート信号線１７ａにもオン電圧が印
加され、トランジスタ１１ｃがオンする。このとき、ソース信号線１８にはＶｄｄ電圧が
印加される。したがって、コンデンサ１９ｂの端子ａにはＶｄｄ電圧が印加されることに
なる。この状態で、駆動用トランジスタ１１ａはオンし、ＥＬ素子１５に僅かな電流が流
れる。この電流により駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（Ｄ）端子は少なくともトラ
ンジスタ１１ａの動作点よりも大きな絶対値の電圧値となる。
【０４２８】
　次にリセット動作が実施される。ゲート信号線１７ｂにオフ電圧が印加され、トランジ
スタ１１ｅがオフする。一方、ゲート信号線１７ｃにＴ１の期間、オン電圧が印加され、
トランジスタ１１ｂがオンする。このＴ１の期間がリセット期間である。また、ゲート信
号線１７ａには１Ｈの期間、継続してオン電圧が印加される。なお、Ｔ１は１Ｈ期間の２
０％以上９０％以下の期間とすることが好ましい。もしくは、２０μｓｅｃ以上１６０μ
ｓｅｃ以下の時間とすることが好ましい。また、コンデンサ１９ｂ（Ｃｂ）とコンデンサ
１９ａ（Ｃａ）の容量の比率は、Ｃｂ：Ｃａ＝６：１以上１：２以下とすることが好まし
い。
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【０４２９】
　リセット期間では、トランジスタ１１ｂのオンにより、駆動用トランジスタ１１ａのゲ
ート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子との間がショートされる。したがって、トランジス
タ１１ａのゲート（Ｇ）端子電圧とドレイン（Ｄ）端子電圧とが等しくなり、トランジス
タ１１ａはオフセット状態（リセット状態：電流が流れない状態）となる。このリセット
状態とはトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子が、電流を流し始める開始電圧近傍にな
る状態である。このリセット状態を維持するゲート電圧はコンデンサ１９ｂの端子ｂに保
持される。したがって、コンデンサ１９には、オフセット電圧（リセット電圧）が保持さ
れていることになる。
【０４３０】
　次のプログラム状態では、ゲート信号線１７ｃにオフ電圧が印加されトランジスタ１１
ｂがオフする。一方、ソース信号線１８には、Ｔｄの期間、ＤＡＴＡ電圧が印加される。
したがって、駆動用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子には、ＤＡＴＡ電圧＋オフセ
ット電圧（リセット電圧）が加えられたものが印加される。そのため、駆動用トランジス
タ１１ａはプログラムされた電流を流せるようになる。
【０４３１】
　プログラム期間後、ゲート信号線１７ａにはオフ電圧が印加され、トランジスタ１１ｃ
はオフ状態となり、駆動用トランジスタ１１ａはソース信号線１８から切り離される。ま
た、ゲート信号線１７ｃにもオフ電圧が印加され、トランジスタ１１ｂはオフ状態となり
、このオフ状態は１Ｆの期間保持される。一方、ゲート信号線１７ｂには、必要に応じて
オン電圧とオフ電圧とが周期的に印加される。つまり、図１３、図１５などに示すＮ倍パ
ルス駆動などと組み合わせること、インターレース駆動と組み合わせることによりさらに
良好な画像表示を実現できる。
【０４３２】
　図５２に示す駆動方式では、コンデンサ１９には、リセット状態で、トランジスタ１１
ａの開始電流電圧（オフセット電圧、リセット電圧）が保持される。そのため、このリセ
ット電圧がトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子に印加されているときが、最も暗い黒
表示状態である。しかし、ソース信号線１８と画素１６とのカップリング、コンデンサ１
９への突き抜け電圧あるいはトランジスタの突き抜けにより、黒浮き（コントラスト低下
）が発生する。したがって、図５２に示す駆動方式では、表示コントラストを高くするこ
とができない。
【０４３３】
　逆バイアス電圧ＶｍをＥＬ素子１５に印加するためには、トランジスタ１１ａをオフさ
せる必要がある。トランジスタ１１ａをオフさせるためには、トランジスタ１１ａのＶｄ
ｄ端子とゲート（Ｇ）端子との間をショートすればよい。この構成については、後に図５
３を用いて説明をする。
【０４３４】
　また、ソース信号線１８にＶｄｄ電圧またはトランジスタ１１ａをオフさせる電圧を印
加し、トランジスタ１１ｂをオンさせてトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子に印加さ
せてもよい。この電圧によりトランジスタ１１ａがオフする（もしくは、ほとんど、電流
が流れないような状態にする（略オフ状態：トランジスタ１１ａが高インピーダンス状態
））。その後、トランジスタ１１ｇをオンさせて、ＥＬ素子１５に逆バイアス電圧を印加
する。この逆バイアス電圧Ｖｍの印加は、全画素同時に行ってもよい。つまり、ソース信
号線１８にトランジスタ１１ａを略オフする電圧を印加し、すべての（複数の）画素行の
トランジスタ１１ｂをオンさせる。したがって、トランジスタ１１ａがオフとなる。その
後、トランジスタ１１ｇをオンさせて、逆バイアス電圧をＥＬ素子１５に印加する。その
後、順次、各画素行に画像信号を印加し、表示装置に画像を表示する。
【０４３５】
　次に、図５１に示す画素構成におけるリセット駆動について説明をする。図５３はその
実施例を示している。図５３に示すように画素１６ａのトランジスタ１１ｃのゲート（Ｇ
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）端子に接続されたゲート信号線１７ａは次段画素１６ｂのリセット用トランジスタ１１
ｂのゲート（Ｇ）端子にも接続されている。同様に、画素１６ｂのトランジスタ１１ｃの
ゲート（Ｇ）端子に接続されたゲート信号線１７ａは次段画素１６ｃのリセット用トラン
ジスタ１１ｂのゲート（Ｇ）端子に接続されている。
【０４３６】
　したがって、画素１６ａのトランジスタ１１ｃのゲート（Ｇ）端子に接続されたゲート
信号線１７ａにオン電圧を印加すると、画素１６ａが電圧プログラム状態となるとともに
、次段画素１６ｂのリセット用トランジスタ１１ｂがオンし、画素１６ｂの駆動用トラン
ジスタ１１ａがリセット状態となる。同様に、画素１６ｂのトランジスタ１１ｃのゲート
（Ｇ）端子に接続されたゲート信号線１７ａにオン電圧を印加すると、画素１６ｂが電流
プログラム状態となるとともに、次段画素１６ｃのリセット用トランジスタ１１ｂがオン
し、画素１６ｃの駆動用トランジスタ１１ａがリセット状態となる。したがって、容易に
前段ゲート制御方式によるリセット駆動を実現できる。また、各画素あたりのゲート信号
線の引き出し本数を減少させることができる。
【０４３７】
　さらに詳しく説明する。図５３（ａ）に示すようにゲート信号線１７に電圧が印加され
ているとする。つまり、画素１６ａのゲート信号線１７ａにオン電圧が印加され、他の画
素１６のゲート信号線１７ａにオフ電圧が印加されているとする。また、画素１６ａ、１
６ｂのゲート信号線１７ｂにはオフ電圧が印加され、画素１６ｃ、１６ｄのゲート信号線
１７ｂにはオン電圧が印加されているとする。
【０４３８】
　この状態では、画素１６ａは電圧プログラム状態で非点灯、画素１６ｂはリセット状態
で非点灯、画素１６ｃはプログラム電流の保持状態で点灯、画素１６ｄはプログラム電流
の保持状態で点灯状態である。
【０４３９】
　１Ｈ後、制御用ゲートドライバ１２のシフトレジスタ回路６１内のデータが１ビットシ
フトし、図５３（ｂ）に示す状態となる。図５３（ｂ）に示す状態では、画素１６ａがプ
ログラム電流保持状態で点灯、画素１６ｂが電流プログラム状態で非点灯、画素１６ｃが
リセット状態で非点灯、画素１６ｄがプログラム保持状態で点灯状態となる。
【０４４０】
　以上のことから、各画素は前段に印加されたゲート信号線１７ａの電圧により、次段の
画素の駆動用トランジスタ１１ａがリセットされ、次の水平走査期間に電圧プログラムが
順次行われることがわかる。
【０４４１】
　図４３に図示する電圧プログラムの画素構成でも前段ゲート制御を実現できる。図５４
は、図４３の画素構成を前段ゲート制御方式の接続とした実施例を示している。
【０４４２】
　図５４に示すように画素１６ａのトランジスタ１１ｂのゲート（Ｇ）端子に接続された
ゲート信号線１７ａは次段画素１６ｂのリセット用トランジスタ１１ｅのゲート（Ｇ）端
子に接続されている。同様に、画素１６ｂのトランジスタ１１ｂのゲート（Ｇ）端子に接
続されたゲート信号線１７ａは、次段画素１６ｃのリセット用トランジスタ１１ｅのゲー
ト（Ｇ）端子に接続されている。
【０４４３】
　したがって、画素１６ａのトランジスタ１１ｂのゲート（Ｇ）端子に接続されたゲート
信号線１７ａにオン電圧を印加すると、画素１６ａが電圧プログラム状態となるとともに
、次段画素１６ｂのリセット用トランジスタ１１ｅがオンし、画素１６ｂの駆動用トラン
ジスタ１１ａがリセット状態となる。同様に、画素１６ｂのトランジスタ１１ｂのゲート
（Ｇ）端子に接続されたゲート信号線１７ａにオン電圧を印加すると、画素１６ｂが電流
プログラム状態となるとともに、次段画素１６ｃのリセット用トランジスタ１１ｅがオン
し、画素１６ｃの駆動用トランジスタ１１ａがリセット状態となる。したがって、容易に
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前段ゲート制御方式によるリセット駆動を実現できる。
【０４４４】
　さらに詳しく説明する。図５５（ａ）に示すようにゲート信号線１７に電圧が印加され
ているとする。つまり、画素１６ａのゲート信号線１７ａにオン電圧が印加され、他の画
素１６のゲート信号線１７ａにオフ電圧が印加されているとする。また、すべての逆バイ
アス用トランジスタ１１ｇはオフ状態であるとする。
【０４４５】
　この状態では、画素１６ａは電圧プログラム状態、画素１６ｂはリセット状態、画素１
６ｃはプログラム電流の保持状態、画素１６ｄはプログラム電流の保持状態である。
【０４４６】
　１Ｈ後、制御用ゲートドライバ１２のシフトレジスタ回路６１内のデータが１ビットシ
フトし、図５５（ｂ）に示す状態となる。図５５（ｂ）に示す状態では、画素１６ａがプ
ログラム電流保持状態、画素１６ｂが電流プログラム状態、画素１６ｃがリセット状態、
画素１６ｄがプログラム保持状態となる。
【０４４７】
　以上のことから、各画素は前段に印加されたゲート信号線１７ａの電圧により、次段の
画素の駆動用トランジスタ１１ａがリセットされ、次の水平走査期間に電圧プログラムが
順次行われることがわかる。
【０４４８】
　電流駆動方式において、完全な黒表示を行う場合、画素の駆動用トランジスタ１１にプ
ログラムされる電流は０である。つまり、ソースドライバ１４からは電流が流れない。電
流が流れなければ、ソース信号線１８に発生した寄生容量を充放電することができず、ソ
ース信号線１８の電位を変化させることができない。したがって、駆動用トランジスタの
ゲート電位も変化しないことになり、１フレーム（フィールド）（１Ｆ）前の電位がコン
デンサ１９に蓄積されたままとなる。たとえば、１フレーム前が白表示で、次のフレーム
が完全黒表示であっても白表示が維持されることになる。この課題を解決するため、本発
明では、１水平走査期間（１Ｈ）の最初に黒レベルの電圧をソース信号線１８に書き込ん
でから、ソース信号線１８にプログラムする電流を出力する。たとえば、映像データが黒
レベルに近い０階調目～７階調目の場合、１水平期間のはじめの一定期間だけ黒レベルに
相当する電圧が書き込まれて、電流駆動の負担が減り、書き込み不足を補うことが可能と
なる。ここで例えば６４階調表示の場合であれば、完全な黒表示を０階調目とし、完全な
白表示を６３階調目とする。
【０４４９】
　なお、プリチャージを行う階調は、黒表示領域に限定すべきである。つまり、書き込み
画像データを判定し、黒領域階調（低輝度、つまり、電流駆動方式では、書き込み電流が
小さい（微小））を選択しプリチャージする（選択プリチャージ）。全階調データに対し
、プリチャージすると、今度は、白表示領域で、輝度の低下（目標輝度に到達しない）が
発生する。また、画像に縦筋が表示される。
【０４５０】
　好ましくは、階調データの階調０から１／８の領域の階調で、選択プリチャージを行う
（たとえば、６４階調の時は、０階調目から７階調目までの画像データの時、プリチャー
ジを行ってから、画像データを書き込む）。さらに、好ましくは、階調データの階調０か
ら１／１６の領域の階調で、選択プリチャージを行う（たとえば、６４階調の場合、０階
調目から３階調目までの画像データのとき、プリチャージを行ってから、画像データを書
き込む）。
【０４５１】
　特に黒表示で、コントラストを高くするためには、階調０のみを検出してプリチャージ
する方式も有効である。これにより極めて黒表示が良好になる。問題は、画面全体が階調
１、２の場合に画面が黒浮きして観察されることである。したがって、階調データの階調
０から１／８の領域の階調と、一定の範囲とで選択プリチャージを行う。
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【０４５２】
　なお、プリチャージの電圧、階調範囲は、Ｒ、Ｇ、Ｂで異ならせることも有効である。
ＥＬ表示素子１５は、Ｒ、Ｇ、Ｂで発光開始電圧、発光輝度が異なっているためである。
たとえば、Ｒは、階調データの階調０から１／８の領域の階調で、選択プリチャージを行
う（たとえば、６４階調の時は、０階調目から７階調目までの画像データのとき、プリチ
ャージを行ってから、画像データを書き込む）。他の色（Ｇ、Ｂ）は、階調データの階調
０から１／１６の領域の階調で、選択プリチャージを行う（たとえば、６４階調の時は、
０階調目から３階調目までの画像データのとき、プリチャージを行ってから、画像データ
を書き込む）などの制御を行う。また、プリチャージ電圧も、Ｒが７（Ｖ）であれば、他
の色（Ｇ、Ｂ）は、７．５（Ｖ）の電圧をソース信号線１８に書き込むようにする。最適
なプリチャージ電圧は、ＥＬ表示パネルの製造ロットで異なることが多い。したがって、
プリチャージ電圧は、外部ボリウムなどで調整できるように構成しておくことが好ましい
。この調整回路も電子ボリウム回路を用いることにより容易に実現できる。
【０４５３】
　つぎに、本発明のＥＬ表示パネルを備える電子機器についての実施例について説明をす
る。図５７は情報端末装置の一例としての携帯型電話機の平面図である。この携帯型電話
機は、受話器とスピーカーとを備えている。また、図５７に示すとおり、筐体５７３にア
ンテナ５７１、テンキー５７２などが取り付けられている。５７２ａ～５７２ｅが表示色
切換キーあるいは電源オンオフ、フレームレート切り替えキーなどである。
【０４５４】
　表示色切換キーが１度押されると表示色は８色モードに、つづいて同一のキーが押され
ると表示色は２５６色モード、さらに同一のキーが押されると表示色は４０９６色モード
となるようにシーケンスを組んでもよい。キーは押下されるごとに表示色モードが変化す
るトグルスイッチとする。なお、別途表示色に対応する変更キーを設けてもよい。この場
合、表示色切換キーは３つ（以上）となる。
【０４５５】
　表示色切換キーはプッシュスイッチの他、スライドスイッチなどの他のメカニカルなス
イッチでもよく、また、音声認識などにより切り換えるものでもよい。たとえば、４０９
６色を受話器に音声入力すること、たとえば、「高品位表示」、「２５６色モード」ある
いは「低表示色モード」と受話器に音声入力することにより表示パネルの表示画面５０に
表示される表示色が変化するように構成する。これは現行の音声認識技術を採用すること
により容易に実現することができる。
【０４５６】
　また、表示色の切り替えは電気的に切り換えるスイッチでもよく、表示パネルの表示部
２１に表示させたメニューを触れることにより選択するタッチパネルでも良い。また、ス
イッチを押さえる回数で切り換える、あるいはクリックボールのように回転あるいは方向
により切り換えるように構成してもよい。
【０４５７】
　また、上述した表示色切換キーの代わりに、フレームレートを切り換えるキーなどとし
てもよい。また、動画と静止画とを切り換えるキーなどとしてもよい。また、動画と静止
画のフレームレートなどの複数の要件を同時に切り換えるようにしてもよい。また、押さ
れ続けると徐々に（連続的に）フレームレートが変化するように構成されていてもよい。
この場合は発振器を構成するコンデンサＣ、抵抗Ｒのうち、抵抗Ｒを可変抵抗にしたり、
電子ボリウムにしたりすることにより実現できる。また、コンデンサＣはトリマコンデン
サとすることにより実現できる。また、半導体チップに複数のコンデンサを形成しておき
、１つ以上のコンデンサを選択し、これらを回路的に並列に接続することにより実現して
もよい。
【０４５８】
　なお、表示色などによりフレームレートを切り換えるという技術的思想は携帯型電話機
に限定されるものではなく、パームトップコンピュータや、ノートパソコン、ディスクト
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ップパソコン、携帯型時計など表示画面を有する機器に広く適用することができる。また
、有機ＥＬ表示パネルに限定されるものではなく、液晶表示パネル、トランジスタパネル
、ＰＬＺＴパネル、ＣＲＴなどにも適用することができる。
【０４５９】
　図５７では図示していないが、本発明の携帯型電話機は筐体５７３の裏側にＣＣＤカメ
ラを備えている。このＣＣＤカメラで撮影し画像は即時に表示パネルの表示画面５０に表
示できる。ＣＣＤカメラで撮影したデータは、表示画面５０に表示することができる。Ｃ
ＣＤカメラの画像データは２４ビット（１６７０万色）、１８ビット（２６万色）、１６
ビット（６．５万色）、１２ビット（４０９６色）、８ビット（２５６色）をキー５７２
入力で切り替えることができる。
【０４６０】
　表示データが１２ビット以上の時は、誤差拡散処理を行って表示する。つまり、ＣＣＤ
カメラからの画像データが内蔵メモリの容量以上の時は、誤差拡散処理などを実施し、表
示色数を内蔵画像メモリの容量以下となるように画像処理を行う。
【０４６１】
　今、ソースドライバ１４には４０９６色（ＲＧＢ各４ビット）で１画面の内蔵ＲＡＭを
具備しているとして説明する。モジュール外部から送られてくる画像データが４０９６色
の場合は、直接ソースドライバ１４の内蔵画像ＲＡＭに格納され、この内蔵画像ＲＡＭか
ら画像データを読み出し、表示画面５０に画像を表示する。
【０４６２】
　画像データが２６万色（Ｇ：６ビット、Ｒ、Ｂ：５ビットの計１６ビット）の場合は、
誤差拡散コントローラの演算メモリにいったん格納され、かつ同時に誤差拡散あるいはデ
ィザ処理を行う演算回路で誤差拡散あるいはディザ処理が行われる。この誤差拡散処理な
どにより１６ビットの画像データは内蔵画像ＲＡＭのビット数である１２ビットに変換さ
れてソースドライバ１４に転送される。ソースドライバ１４はＲＧＢ各４ビット（４０９
６色）の画像データを出力し、表示画面５０に画像を表示する。
【０４６３】
　さらに、本発明のＥＬ表示パネルあるいはＥＬ表示装置もしくは駆動方法を採用した実
施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【０４６４】
　図５８は本発明の実施の形態におけるビューファインダの断面図である。但し、説明を
容易にするため模式的に描いている。また一部拡大あるいは縮小した箇所が存在し、また
、省略した箇所もある。たとえば、図５８において、接眼カバーを省略している。以上の
ことは他の図面においても該当する。
【０４６５】
　ボデー５７３の裏面は暗色あるいは黒色にされている。これは、ＥＬ表示パネル（表示
装置）５７４から出射した迷光がボデー５７３の内面で乱反射し表示コントラストの低下
を防止するためである。また、表示パネルの光出射側には位相板（λ／４板など）１０８
、偏光板１０９などが配置されている。このことは図１０、図１１でも説明している。
【０４６６】
　接眼リング５８１には拡大レンズ５８２が取り付けられている。観察者は接眼リング５
８１をボデー５７３内での挿入位置を可変して、表示パネル５７４の表示画像５０にピン
トがあうように調整する。
【０４６７】
　また、必要に応じて表示パネル５７４の光出射側に凸レンズ５８３を配置すれば、拡大
レンズ５８２に入射する主光線を収束させることができる。そのため、拡大レンズ５８２
のレンズ径を小さくすることができ、ビューファインダを小型化することができる。
【０４６８】
　図５９はデジタルビデオカメラの斜視図である。ビデオカメラは撮影（撮像）レンズ部
５９２とデジタルビデオカメラ本体５７３と具備し、撮影レンズ部５９２とビューファイ
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ンダ部５７３とは背中合わせとなっている。また、ビューファインダ（図５８も参照）５
７３には接眼カバーが取り付けられている。観察者（ユーザー）はこの接眼カバー部から
表示パネル５７４の表示部５０を観察する。
【０４６９】
　また、本発明のＥＬ表示パネルである表示部５０は表示モニターとしても使用されてい
る。表示部５０は支点５９１で角度を自由に調整できる。表示部５０を使用しない時は、
格納部５９３に格納される。
【０４７０】
　スイッチ５９４は以下の機能を実施する切り替えあるいは制御スイッチである。スイッ
チ５９４は表示モード切り替えスイッチである。スイッチ５９４は、携帯型電話機などに
も取り付けることが好ましい。この表示モード切り替えスイッチ５９４について説明をす
る。　　
【０４７１】
　本発明の駆動方法の１つにＮ倍の電流をＥＬ素子１５に流し、１Ｆの１／Ｍの期間だけ
点灯させる方法がある。この点灯させる期間を変化させることにより、明るさをデジタル
的に変更することができる。たとえば、Ｎ＝４として、ＥＬ素子１５には４倍の電流を流
す。点灯期間を１／Ｍとし、Ｍ＝１、２、３、４と切り替えれば、１倍から４倍までの明
るさ切り替えが可能となる。なお、Ｍ＝１、１．５、２、３、４、５、６などと変更でき
るように構成してもよい。
【０４７２】
　以上の切り替え動作は、携帯型電話機の電源をオンしたときに、表示画面５０を非常に
明るく表示し、一定の時間を経過した後は、電力セーブするために、表示輝度を低下させ
る構成に用いる。また、ユーザーが希望する明るさに設定する機能としても用いることが
できる。たとえば、屋外などでは、画面を非常に明るくする。屋外では周辺が明るく、画
面が全く見えなくなるからである。しかし、高い輝度で表示し続けるとＥＬ素子１５は急
激に劣化する。そのため、非常に明るくする場合は、短時間で通常の輝度に復帰させるよ
うに構成しておく。さらに、高輝度で表示させる場合は、ユーザーがボタンを押すことに
より表示輝度を高くできるように構成しておく。
【０４７３】
　したがって、ユーザーがボタン５９４で切り替えできるようにしておくか、設定モード
で自動的に変更できるか、外光の明るさを検出して自動的に切り替えできるように構成し
ておくことが好ましい。また、表示輝度を５０％、６０％、８０％などとユーザーなどが
設定できるように構成しておくことが好ましい。
【０４７４】
　なお、表示画面５０はガウス分布表示にすることが好ましい。ガウス分布表示とは、中
央部の輝度が明るく、周辺部を比較的暗くする方式である。視覚的には、中央部が明るけ
れば周辺部が暗くとも明るいと感じられる。主観評価によれば、周辺部が中央部に比較し
て７０％の輝度を保っておれば、視覚的に遜色ない。さらに低減させて、５０％輝度とし
てもほぼ、問題がない。本発明の自己発光型表示パネルでは、以前に説明したＮ倍パルス
駆動（Ｎ倍の電流をＥＬ素子１５に流し、１Ｆの１／Ｍの期間だけ点灯させる方法）を用
いて画面の上から下方向に、ガウス分布を発生させている。
【０４７５】
　具体的には、画面の上部と下部とではＭの値を大きくし、中央部でＭの値を小さくする
。これは、ゲートドライバ１２のシフトレジスタの動作速度を変調することなどにより実
現する。画面の左右の明るさ変調は、テーブルのデータと映像データとを乗算することに
より発生させている。以上の動作により、周辺輝度（画角０．９）を５０％にしたとき、
輝度が１００％の場合と比較して約２０％の低消費電力化が可能である。周辺輝度（画角
０．９）を７０％にした時、輝度が１００％の場合と比較して約１５％の低消費電力化が
可能である。
【０４７６】
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　なお、ガウス分布表示をオンオフできるように切り替えスイッチなどを設けることが好
ましい。たとえば、屋外などで、ガウス表示させると画面周辺部が全く見えなくなるから
である。したがって、ユーザーがボタンで切り替えできるようにしておくか、設定モード
で自動的に変更できるか、外光の明るさを検出して自動的に切り替えできるように構成し
ておくことが好ましい。また、周辺輝度を５０％、６０％、８０％とユーザーなどが設定
できるように構成しておくことが好ましい。
【０４７７】
　液晶表示パネルではバックライトで固定のガウス分布を発生させている。したがって、
ガウス分布のオンオフを行うことはできない。ガウス分布をオンオフできるのは自己発光
型の表示デバイス特有の効果である。
【０４７８】
　また、フレームレートが所定の場合、室内の蛍光灯などの点灯状態と干渉してフリッカ
が発生することがある。例えば、蛍光灯が６０Ｈｚの交流で点灯している場合、ＥＬ表示
素子１５がフレームレート６０Ｈｚで動作していると、微妙な干渉が発生し、画面がゆっ
くりと点滅しているように感じられることがある。これを避けるためにはフレームレート
を変更すればよい。本発明はフレームレートの変更機能を付加している。また、Ｎ倍パル
ス駆動（Ｎ倍の電流をＥＬ素子１５に流し、１Ｆの１／Ｍの期間だけ点灯させる方法）に
おいて、ＮまたはＭの値を変更できるように構成している。
【０４７９】
　以上の機能をスイッチ５９４で実現できるようにする。スイッチ５９４は表示画面５０
のメニューにしたがって、複数回おさえることにより、以上に説明した機能を切り替え実
現する。
【０４８０】
　なお、以上の事項は、携帯型電話機だけに限定されるものではなく、テレビ、モニター
などに用いることができることはいうまでもない。また、どのような表示状態にあるかを
ユーザーがすぐに認識できるように、表示画面にアイコン表示をしておくことが好ましい
。以上の事項は以下の事項に対しても同様である。
【０４８１】
　本実施の形態のＥＬ表示装置などはデジタルビデオカメラだけでなく、図６０に示すよ
うなデジタルスチルカメラにも適用することができる。表示装置はカメラ本体６０１に付
属されたモニター５０として用いる。カメラ本体６０１にはシャッタ６０３の他、スイッ
チ５９４が取り付けられている。
【０４８２】
　以上は表示パネルの表示領域が比較的小型の場合であるが、３０インチ以上のような大
型になると表示画面５０がたわみやすい。その対策のため、本発明では図６１に示すよう
に表示パネルに外枠６１１をつけ、外枠６１１をつりさげることができるように固定部材
６１４を備えている。この固定部材６１４を用いて、壁などに取り付ける。
【０４８３】
　しかし、表示パネルの画面サイズが大きくなると重量も大きくなる。そのため、表示パ
ネルの下側に脚取り付け部６１３を配置し、複数の脚６１２で表示パネルの重量を保持で
きるようにしている。
【０４８４】
　脚６１２は矢符Ａに示すように左右に移動でき、また、脚６１２は矢符Ｂに示すように
伸縮できるように構成されている。そのため、狭い場所であっても表示装置を容易に設置
することができる。
【０４８５】
　図６１に示すテレビでは、画面の表面を保護フィルム（保護板でもよい）で被覆してい
る。これは、表示パネルの表面に物体があたって破損することを防止することが１つの目
的である。保護フィルムの表面にはＡＩＲコートが形成されており、また、表面をエンボ
ス加工することにより表示パネルに外の状況（外光）が映り込むことを抑制している。
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【０４８６】
　また、保護フィルムと表示パネルとの間にビーズなどを散布することにより、一定の空
間が配置されるように構成されている。さらに、保護フィルムの裏面に微細な凸部を形成
し、この凸部で表示パネルと保護フィルムとの間に空間を保持させる。このように空間を
保持することにより保護フィルムからの衝撃が表示パネルに伝達することを抑制する。
【０４８７】
　また、保護フィルムと表示パネルとの間にアルコール、エチレングリコールなど液体あ
るいはゲル状のアクリル樹脂あるいはエポキシなどの固体樹脂などの光結合剤を配置また
は注入することも効果がある。界面反射を防止できるとともに、前記光結合剤が緩衝材と
して機能するからである。
【０４８８】
　保護フィルムとしては、ポリカーボネートフィルム（板）、ポリプロピレンフィルム（
板）、アクリルフィルム（板）、ポリエステルフィルム（板）、ＰＶＡフィルム（板）な
どが例示される。その他エンジニアリング樹脂フィルム（ＡＢＳなど）などを用いること
ができることは言うまでもない。また、強化ガラスなど無機材料からなるものでもよい。
保護フィルムを配置するかわりに、表示パネルの表面に対して、エポキシ樹脂、フェノー
ル樹脂、アクリル樹脂などを０．５ｍｍ以上２．０ｍｍ以下の厚みでコーティングするこ
とでも同様の効果が得られる。また、これらの樹脂表面にエンボス加工などをすることも
有効である。
【０４８９】
　また、保護フィルムあるいはコーティング材料の表面をフッ素コートすることも効果が
ある。表面についた汚れを洗剤などで容易にふき落とすことが可能となるからである。ま
た、保護フィルムを厚く形成し、フロントライトと兼用するようにしてもよい。
【０４９０】
　本発明の実施例における表示パネルは、３辺フリーの構成と組み合わせることも有効で
あることはいうまでもない。特に３辺フリーの構成は画素がアモルファスシリコン技術を
用いて作製されているときに有効である。また、アモルファスシリコン技術で形成された
パネルでは、トランジスタ素子の特性バラツキのプロセス制御が不可能であるため、本発
明のＮ倍パルス駆動、リセット駆動、ダミー画素駆動などを実施することが好ましい。し
たがって、本発明におけるトランジスタなどは、ポリシリコン技術によるものに限定する
ものではなく、アモルファスシリコンによるものであってもよい。
【０４９１】
　なお、本発明のＮ倍パルス駆動（図１３、図１６、図１９、図２０、図２２、図２４、
図３０などを参照）などは、低温ポリシリコン技術でトランジスタ１１を形成して表示パ
ネルと同様、アモルファスシリコン技術でトランジスタ１１を形成した表示パネルに有効
である。アモルファスシリコンのトランジスタ１１では、隣接したトランジスタの特性が
ほぼ一致しているからである。したがって、加算した電流で駆動しても個々のトランジス
タの駆動電流はほぼ目標値となっている（特に、図２２、図２４、図３０のＮ倍パルス駆
動はアモルファスシリコンで形成したトランジスタの画素構成において有効である）。
【０４９２】
　本発明の実施例で説明した技術的思想はデジタルビデオカメラ、プロジェクター、立体
テレビ、プロジェクションテレビなどに適用できる。また、ビューファインダ、携帯型電
話機のモニター、ＰＨＳ、携帯情報端末およびそのモニター、デジタルスチルカメラおよ
びそのモニターにも適用できる。
【０４９３】
　また、電子写真システム、ヘッドマウントディスプレイ、直視モニターディスプレイ、
ノートブック型およびデスクトップ型パーソナルコンピュータにも適用できる。また、現
金自動引き出し機のモニター、公衆電話、テレビ電話、腕時計およびその表示装置にも適
用できる。
【０４９４】
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　さらに、家庭電器機器の表示モニター、ポケットゲーム機器およびそのモニター、表示
パネル用バックライトあるいは家庭用もしくは業務用の照明装置などにも適用あるいは応
用展開できることは言うまでもない。照明装置は色温度を可変にできるように構成するこ
とが好ましい。これは、ＲＧＢの画素をストライプ状あるいはドットマトリックス状に形
成し、これらに流す電流を調整することにより色温度を変更できる。また、広告あるいは
ポスターなどの表示装置、ＲＧＢの信号器、警報表示灯などにも応用できる。
【０４９５】
　また、スキャナの光源としても有機ＥＬ表示パネルは有効である。ＲＧＢのドットマト
リックスを光源として、対象物に光を照射し、画像を読み取る。もちろん、単色でもよい
ことは言うまでもない。また、アクティブマトリックスに限定するものではなく、単純マ
トリックスでもよい。色温度を調整できるようにすれば画像読み取り精度も向上する。
【０４９６】
　また、液晶表示装置のバックライトにも有機ＥＬ表示装置は有効である。ＥＬ表示装置
（バックライト）のＲＧＢの画素をストライプ状あるいはドットマトリックス状に形成し
、これらに流す電流を調整することにより色温度を変更でき、また、明るさの調整も容易
である。その上、面光源であるから、画面の中央部を明るく、周辺部を暗くするガウス分
布を容易に構成できる。また、Ｒ、Ｇ、Ｂ光を交互に走査する、フィールドシーケンシャ
ル方式の液晶表示パネルのバックライトとしても有効である。また、バックライトを点滅
しても黒挿入することにより動画表示用などの液晶表示パネルのバックライトとしても用
いることができる。
【０４９７】
　なお、図１などの図面では、本発明におけるＥＬ素子１５をＯＬＥＤとして捉えてダイ
オードの記号を用いて示している。しかしながら、本発明におけるＥＬ素子１５はＯＬＥ
Ｄに限られるわけではなく、素子１５に流れる電流量によって輝度が制御されるものであ
ればよい。そのような素子としては無機ＥＬ素子が例示される。その他、半導体で構成さ
れる白色発光ダイオードが例示される。また、一般的な発光ダイオードが例示される。そ
の他、発光トランジスタでもよい。また、素子１５は必ずしも整流性が要求されるもので
はない。双方向性ダイオードであってもよい。
【０４９８】
　上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである
。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の
態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく
、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。
【産業上の利用可能性】
【０４９９】
　本発明のＥＬ表示装置は、デジタルビデオカメラ、プロジェクター、立体テレビ、及び
プロジェクションテレビ等の表示装置として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０５００】
【図１】本発明のＥＬ表示パネルの画素構成図である。
【図２】本発明のＥＬ表示パネルの画素構成図である。
【図３】本発明のＥＬ表示パネルの動作の説明図である。
【図４】本発明のＥＬ表示パネルの動作の説明図である。
【図５】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図６】本発明のＥＬ表示装置の構成図である。
【図７】本発明のＥＬ表示パネルの製造方法の説明図である。
【図８】本発明のＥＬ表示装置の構成図である。
【図９】本発明のＥＬ表示装置の構成図である。
【図１０】本発明のＥＬ表示パネルの断面図である。
【図１１】本発明のＥＬ表示パネルの断面図である。
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【図１２】本発明のＥＬ表示パネルの説明図である。
【図１３】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１４】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１５】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１６】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１８】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１９】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２０】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２１】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２２】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２３】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２４】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２５】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２６】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２７】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２８】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２９】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３０】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３１】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３２】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３３】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３４】本発明のＥＬ表示装置の構成図である。
【図３５】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３６】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３７】本発明のＥＬ表示装置の構成図である。
【図３８】本発明のＥＬ表示装置の構成図である。
【図３９】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図４０】本発明のＥＬ表示装置の構成図である。
【図４１】本発明のＥＬ表示装置の構成図である。
【図４２】本発明のＥＬ表示パネルの画素構成図である。
【図４３】本発明のＥＬ表示パネルの画素構成図である。
【図４４】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図４５】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図４６】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図４７】本発明のＥＬ表示パネルの画素構成図である。
【図４８】本発明のＥＬ表示装置の構成図である。
【図４９】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５０】本発明のＥＬ表示パネルの画素構成図である。
【図５１】本発明のＥＬ表示パネルの画素図である。
【図５２】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５３】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５４】本発明のＥＬ表示パネルの画素構成図である。
【図５５】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５６】本発明のＥＬ表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５７】本発明の携帯型電話機の説明図である。
【図５８】本発明のビューファインダの説明図である。
【図５９】本発明のデジタルビデオカメラの説明図である。
【図６０】本発明のデジタルスチルカメラの説明図である。
【図６１】本発明のテレビ（モニター）の説明図である。
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【図６２】従来のＥＬ表示パネルの画素構成図である。
【符号の説明】
【０５０１】
　１１　ＴＦＴ
　１２　ゲートドライバ
　１４　ソースドライバ
　１５　ＥＬ（素子）
　１６　画素
　１７　ゲート信号線
　１８　蓄積容量
　５０　表示画面
　５１　書き込み画素
　５２　非表示画素
　５３　表示画素
　６１　シフトレジスタ
　６２　インバータ
　６３　出力ゲート
　７１　アレイ基板
　７２　レーザ照射範囲
　７３　位置決めマーカ
　７４　ガラス基板
　８１　コントロールＩＣ
　８２　電源ＩＣ
　８３　プリント基板
　８４　フレキシブル基板
　８５　封止ふた
　８６　カソード配線
　８７　アノード配線
　８８　データ信号線
　８９　ゲート制御信号線
　１０１　土手
　１０２　層間絶縁膜
　１０４　コンタクト接続部
　１０５　画素電極
　１０６　カソード電極
　１０７　乾燥剤
　１０８　λ／４板
　１０９　偏光板
　２８１　ダミー画素行
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】
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【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】
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【図４１】 【図４２】

【図４３】 【図４４】
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【図４５】 【図４６】

【図４７】 【図４８】
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【図４９】 【図５０】

【図５１】 【図５２】
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【図５３】 【図５４】

【図５５】 【図５６】
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【図５７】 【図５８】

【図５９】 【図６０】
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【図６１】 【図６２】
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摘要(译)

本发明的EL显示器件包括EL元件（15），其根据所提供的电流以亮度发光，并且大于对应于图像信号的电流的电流被施加到EL元
件（15）。信号通过源信号线（18）从源极驱动器（14）输出。结果，执行源信号线（18）中存在的寄生电容的充电和放电。此
外，由于在EL元件（15）和源极驱动器（14）之间形成的晶体管（11d）的操作，仅在一个帧周期的一部分中将电流提供给EL元
件（15）。它提供。结果，EL元件（15）仅在部分时段期间发光。
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